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  条  例 
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○ 池田市立多世代交流センター条例･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････   4 
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○ 池田市手数料条例の一部を改正する条例･････････････････････････････････････････････････････････････････   8 

○ 池田市立コミュニティセンター条例の一部を改正する条例･････････････････････････････････････････････････   8 

○ 池田市立幼保連携型認定こども園条例の一部を改正する条例･･･････････････････････････････････････････････   9 

○ 池田市国民健康保険条例の一部を改正する条例･･･････････････････････････････････････････････････････････   9 

○ 池田市介護保険条例の一部を改正する条例･･･････････････････････････････････････････････････････････････  12 

○ 池田市北部大阪都市計画国道１７６号沿道地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を 

改正する条例･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  13 

○ 池田市都市公園運動施設条例の一部を改正する条例･･･････････････････････････････････････････････････････  14 
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○ 池田市水道事業給水条例の一部を改正する条例･･･････････････････････････････････････････････････････････  21 

○ 池田市下水道条例の一部を改正する条例･････････････････････････････････････････････････････････････････  22 
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○ 池田市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例及び池田市家庭的保育事 

業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例･･･････････････････････････････････････  24 

○ 池田市環境保全条例の一部を改正する条例･･･････････････････････････････････････････････････････････････  27 

○ 池田市議会議員定数条例の一部を改正する条例･･･････････････････････････････････････････････････････････  27 

○ 池田市議会常任委員会及び特別委員会条例の一部を改正する条例･･･････････････････････････････････････････  27 

○ 池田市市税条例の一部を改正する条例･･･････････････････････････････････････････････････････････････････  28 
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地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例をここに公布する。 

令和８年３月２７日 

池田市長 瀧 澤 智 子 

池田市条例第１号 

地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例 

（池田市監査委員に関する条例の一部改正） 

第１条 池田市監査委員に関する条例（昭和３９年池田市条例第２５号）の一部を次のように改正する。 

 第５条第１項中「第２４３条の２の８第３項」を「第２４３条の２の９第３項」に改める。 

（市立池田病院事業の設置等に関する条例の一部改正） 

第２条 市立池田病院事業の設置等に関する条例（昭和４１年池田市条例第２１号）の一部を次のように改正する。 

 第８条中「第２４３条の２の８第８項」を「第２４３条の２の９第８項」に改める。 

（池田市水道事業及び公共下水道事業の設置等に関する条例の一部改正） 

第３条 池田市水道事業及び公共下水道事業の設置等に関する条例（昭和４１年池田市条例第２２号）の一部を次のように改正する。 

 第８条中「第２４３条の２の８第８項」を「第２４３条の２の９第８項」に改める。 

附 則 

この条例は、令和８年９月２４日から施行する。 

 

                                                            

池田市立多世代交流センター条例をここに公布する。 

令和８年３月２７日 

池田市長 瀧 澤 智 子    

池田市条例第２号 

池田市立多世代交流センター条例 

（設置） 

第１条 高齢者の介護予防、生きがいづくり、仲間づくりその他の地域福祉活動を推進し、老人クラブその他の団体における地域住

民の交流を促進するとともに、子どもから高齢者まで世代を超えたふれあいの場を提供することを目的として、池田市立多世代交

流センター（以下「センター」という。）を設置する。 

（位置等） 

第２条 センターの位置は、池田市旭丘３丁目２番１号とする。 

２ センターには、老人福祉エリア及び交流エリアを設けるものとし、それらの範囲は、規則で定める。 

３ 次に掲げる者以外の者は、平日（日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日以

外の日をいう。以下同じ。）において老人福祉エリアに立ち入ることができない。 

(1) ６０歳以上の市民等（市内に居住し、在勤し、又は在学する者をいう。以下同じ。） 

(2) 平日における第１３条第１項に規定する老人福祉エリア施設の使用について許可を受けた団体の構成員（前号に掲げる者を除

き、その使用のために老人福祉エリアに立ち入る必要がある者に限る。） 

(3) 老人福祉エリアで実施される事業に参加する者（前２号に掲げる者を除き、その参加のために老人福祉エリアに立ち入る必要

がある者に限る。） 

（開館時間及び休館日） 

第３条 センターの開館時間及び休館日は、規則で定める。 

（事業） 

第４条 センターは、第１条に規定する設置目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。 

(1) 高齢者の生きがいづくり及び健康づくり並びに高齢者向けのレクリエーションに関する事業 

(2) 子育て世代の社会参加の促進及び子どもの多世代交流に関する事業 

(3) 健康及び福祉に関する相談、情報交換及び交流に関する事業 

(4) 前３号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業 

（指定管理者による管理） 

第５条 センターの管理は、法人その他の団体であって地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項の規定に基づ

き、市が指定するもの（以下「指定管理者」という。）に行わせる。 

（指定管理者が行う業務） 

第６条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。 

条   例 
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(1) センターの使用の許可に関する業務 

(2) センターの維持管理に関する業務 

(3) 第４条に規定する事業の実施に関する業務 

(4) 前３号に掲げるもののほか、センターの管理運営上市長が必要と認める業務 

（指定管理者の指定の申請） 

第７条 第５条の規定による指定を受けようとするものは、事業計画書その他市長が必要と認める書類を市長に提出しなければなら

ない。 

（指定管理者の指定） 

第８条 市長は、前条の規定による申請があったときは、同条の規定により提出された書類を審査した上で指定管理者の候補者を選

定し、議会の議決を経て指定管理者を指定しなければならない。 

（指定の取消し等に係る賠償） 

第９条 地方自治法第２４４条の２第１１項の規定に基づき、指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の

停止を命じた場合において、指定管理者に損害が生じても、市は、その賠償の責めを負わない。 

（老人福祉自主活動団体の登録） 

第１０条 市長は、６０歳以上の市民等のみで構成された団体であって、その構成員それぞれの介護予防、生きがいづくり、仲間づ

くり等に寄与するものと認められる事業その他の活動（次条及び第１４条第１項第２号において「自主活動」という。）を行うも

の（規則で定める要件を満たすものに限る。）について、その申請により、老人福祉自主活動団体（以下「自主活動団体」とい

う。）として登録することができる。 

（自主活動団体の活動） 

第１１条 自主活動団体は、センターにおいて毎月おおむね１回以上の自主活動を行うものとする。 

２ 自主活動団体は、規則で定めるところによりその実施した自主活動の内容等について市長に報告するほか、規則で定める事項に

ついて遵守しなければならない。 

（登録の取消し） 

第１２条 市長は、自主活動団体又はその構成員が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消すことができる。 

(1) 第１０条の要件を満たさなくなったとき。 

(2) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。 

(3) 虚偽その他不正の手段により登録を受けたとき。 

（使用許可） 

第１３条 別表第１に掲げる老人福祉エリアの施設（以下「老人福祉エリア施設」という。）、同表に掲げる交流エリアの施設（以

下「交流エリア施設」という。）又は別表第２に掲げるセンターの設備（以下「センター設備」という。）（以下これらを「老人

福祉エリア施設等」という。）を使用しようとするものは、規則で定める期間（平日における老人福祉エリア施設又はセンター設

備の使用にあっては、その使用しようとするものの区分に応じて規則で定める期間）において指定管理者に申請し、その許可を受

けなければならない。 

２ 指定管理者は、前項の許可に当たりセンターの管理上必要があると認めるときは、その使用について条件を付することができる。 

３ 老人福祉エリア施設等の使用の許可（この項の規定により受けた許可を含む。）を受けたもの（以下「使用者」という。）は、

その許可を受けた事項を変更しようとするときは、指定管理者に申請し、その許可を受けなければならない。 

４ 第２項の規定は、前項の変更の許可について準用する。 

（使用の制限） 

第１４条 指定管理者は、次に掲げるもの以外のものによる平日における老人福祉エリア施設の使用について許可（前条第３項の変

更の許可を含む。以下「使用許可」という。）をすることができない。 

(1) ６０歳以上の市民等 

(2) 自主活動の実施のために老人福祉エリア施設を使用しようとする自主活動団体 

(3) 前号に掲げるもののほか、高齢者の生きがいづくり若しくは健康づくり又は高齢者向けのレクリエーションに関する事業その

他の活動（市民等を対象とするものに限る。）の実施のために老人福祉エリア施設を使用しようとする団体 

２ 前項に定めるもののほか、指定管理者は、老人福祉エリア施設等の使用が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用

許可をすることができない。 

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。 

(2) 建物、附属設備（センター設備を含む。第２２条において同じ。）又は備品を毀損し、汚損し、又は滅失するおそれがあると

認めるとき。 

(3) 池田市暴力団の排除に関する条例（平成２３年池田市条例第２０号）第２条第１号に規定する暴力団の利益になると認めると

き。 

(4) 前３号に掲げるもののほか、センターの管理上支障があると認めるとき。 

（使用料） 

第１５条 使用者は、規則で定めるところにより、老人福祉エリア施設又は交流エリア施設の使用にあっては別表第１、センター設
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備の使用にあっては別表第２に定める使用料を前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認める場合は、前納

によらないで納付することができる。 

２ 市長は、規則で定めるところにより、使用料を減免することができる。 

（使用料の還付） 

第１６条 市長は、規則で定めるところにより、納付された使用料の全部又は一部を還付することができる。 

（使用許可の取消し等） 

第１７条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用者に対し、使用許可を取り消し、その使用を制限し、若しく

は中止させ、又は退去を命ずることができる。 

(1) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。 

(2) 使用者が虚偽その他不正の手段により使用許可を受けたとき。 

(3) 使用者が第１３条第２項（同条第４項において準用する場合を含む。）の規定により付した条件に違反したとき。 

(4) 老人福祉エリア施設等の使用が第１４条第２項各号のいずれかに該当したとき。 

(5) 災害その他不可抗力により管理上やむを得ない事由が発生したとき。 

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるとき。 

２ 前項の規定により使用許可を取り消し、その使用を制限し、若しくは中止させ、又は退去を命じた場合において、使用者に損害

が生じても、市及び指定管理者は、その賠償の責めを負わない。 

（入場の制限） 

第１８条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、センターへの入場を拒み、又はセンターからの退場を命ずることがで

きる。 

(1) 公の秩序若しくは善良な風俗を害し、又は害するおそれがあると認められる者 

(2) 他人に迷惑若しくは危害を及ぼし、又はこれに類する物品、動物等を携行する者 

(3) 前２号に掲げるもののほか、センターの管理上支障があると認められる者 

（使用の権利の譲渡等の禁止） 

第１９条 使用者は、老人福祉エリア施設等の使用の権利を他に譲渡し、又は使用許可を受けた老人福祉エリア施設等を他人に使用

させてはならない。 

（特別の設備の設置等） 

第２０条 老人福祉エリア施設又は交流エリア施設の使用に当たり、特別の設備を設置し、又は備付けの器具以外の器具を搬入しよ

うとするものは、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。 

（原状回復の義務） 

第２１条 使用者は、老人福祉エリア施設等の使用が終わったとき、又は第１７条第１項の規定により使用許可を取り消され、使用

を制限され、若しくは中止させられ、又はセンターからの退去を命ぜられたときは、直ちに当該老人福祉エリア施設等を原状に回

復しなければならない。ただし、災害その他特別な理由により直ちに原状に回復することが困難な場合は、この限りでない。 

２ 使用者が前項の規定による義務を履行しないときは、指定管理者においてこれを執行し、その費用を当該使用者から徴収する。 

（損害賠償の義務） 

第２２条 建物、附属設備若しくは備品を毀損し、若しくは滅失し、若しくは使用許可の期限が満了しても使用を終えず、又は第２

０条の規定により設置した特別の設備若しくは搬入した備付けの器具以外の器具を撤去しないことにより、市に損害を与えたもの

は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長は、特別な理由があると認めるときは、賠償を免除することができる。 

（委任） 

第２３条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和９年６月１日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 

(1) 次項の規定 令和８年４月１日 

(2) 附則第３項の規定 令和９年２月１日 

(3) 附則第４項の規定 令和９年３月１日 

（準備行為） 

２ 指定管理者の指定等に関する行為は、この条例の施行の日（以下「施行日」という。）前においても、第７条から第９条までの

規定の例により行うことができる。 

３ 登録の手続及び取消しに関する行為は、施行日前においても、第１０条及び第１２条の規定の例により行うことができる。 

４ 使用許可に関する行為は、施行日前においても、第１３条から第１７条まで、第１９条及び第２０条の規定の例により行うこと

ができる。この場合において、第１３条第１項から第３項まで、第１４条、第１７条第１項及び第２０条中「指定管理者」とある

のは「市長」と、第１７条第２項中「市及び指定管理者」とあるのは「市」と、第１９条中「譲渡し、又は使用許可を受けた老人

福祉エリア施設等を他人に使用させて」とあるのは「譲渡して」とする。 

（議会の議決に付すべき公の施設の廃止又は長期かつ独占的な利用に関する条例の一部改正） 
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５ 議会の議決に付すべき公の施設の廃止又は長期かつ独占的な利用に関する条例（昭和３９年池田市条例第７号）の一部を次のよ

うに改正する。 

第２条に次の１号を加える。 

(39)多世代交流センター 

（池田市暴力団の排除に関する条例の一部改正） 

６ 池田市暴力団の排除に関する条例の一部を次のように改正する。 

別表中２３の項を２４の項とし、４の項から２２の項までを１項ずつ繰り下げ、３の項の次に次のように加える。 

 

 

別表第１（第１３条、第１５条関係） 

老人福祉エリア施設及び交流エリア施設の使用料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考 

１ 時間区分は、次の各号（老人福祉エリア施設の使用にあっては、第４号を除く。）に掲げる区分とする。 

(1) 午前９時から午前１１時３０分まで 

(2) 正午から午後２時３０分まで 

(3) 午後３時から午後５時３０分まで 

(4) 午後６時から午後８時３０分まで 

２ 同日中における隣り合った２以上の時間区分にまたがる使用許可を受けた場合にあっては、当該時間区分と時間区分との間

に存する時間について使用しても、当該時間に係る使用料は徴収しない。 

３ 使用者が市民等以外の者又は市内に事業所を有する団体以外の団体（老人福祉エリア施設の使用にあっては、自主活動団体

を除く。備考４において同じ。）である場合（入場料その他これに類する対価を徴収する場合を除く。）の使用料の額は、上

表に掲げる額の１．５倍の額とする。 

４ 入場料その他これに類する対価を徴収する場合の使用料の額は、上表に掲げる額の２倍（使用者が市民等以外の者又は市内

に事業所を有する団体以外の団体である場合にあっては、３倍）の額とする。 

別表第２（第１３条、第１５条関係） 

センター設備の使用料 

 

 

 

備考 使用者が市民等以外の者又は市内に事業所を有する団体以外の団体である場合の使用料の額は、上表に掲げる額の１．５倍

の額とする。 

 

                                                            

池田市職員の特殊勤務手当の支給に関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

令和８年３月２７日 

池田市長 瀧 澤 智 子    

池田市条例第３号 

池田市職員の特殊勤務手当の支給に関する条例の一部を改正する条例 

４ 池田市立多世代交流センター条例（令和８年池田市条例第２号） 

 

施設 広さ 時間区分ごとの使用料の額 

老人福祉エリア 大集会室１ １０２．５１㎡ １，５００円 

大集会室２ ６０．７４㎡ ９００円 

多目的室１ ３９．８６㎡ ６００円 

多目的室２ ２７．７９㎡ ４００円 

美術・工芸室 ４６．４１㎡ ７００円 

交流エリア 多目的室３ ５６．６５㎡ １，２００円 

多目的室４ ４９．７１㎡ １，１００円 

小会議室１ ２４．９７㎡ ５００円 

小会議室２ ２４．９７㎡ ５００円 

軽運動室 ６０．９３㎡ １，３００円 

調理室 １８．１３㎡ ４００円 

 

設備 使用料の額 

陶芸用焼成炉 １回につき６，０００円 
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池田市職員の特殊勤務手当の支給に関する条例（平成１７年池田市条例第１７号）の一部を次のように改正する。 

別表の１の項第１号中「火葬業務に」の次に「実地に」を加え、同項第２号中「市営葬儀に」の次に「実地に」を加え、同項第３

号中「収容移送業務に従事した」を「収容及び移送を実施した」に改め、同表の２の項中「感染症の予防又は消毒作業」を「感染症

の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成１０年法律第１１４号）第２７条第２項、第２８条第２項又は第２９条第

２項の規定による大阪府知事の指示に基づく作業」に改め、同表の３の項第１号中「し尿収集又はし尿処理作業」を「ごみの収集又

は処理に係る作業」に改め、同項第２号中「ごみ収集又はごみ処理作業」を「し尿の収集又は処理に係る作業」に改め、同項第３号

中「汚物・死獣収集処理作業」を「胞衣汚物又は死獣の収集処理又は運搬に係る作業」に改め、同表の４の項第１号中「救急救命処

置」の次に「（規則で定めるものに限る。）」を加え、「者」を「救急救命士である消防職員」に改め、同項第２号中「救急業務」

の次に「（規則で定めるものに限る。）」を加え、「者」を「消防職員」に改め、同表に次のように加える。 

 

 

 

別表に備考として次のように加える。 

備考 

１ 上表において「胞衣汚物」とは、池田市胞衣汚物処理に関する手数料条例（平成９年池田市条例第１７号）第２条に規定す

る胞衣汚物をいう。 

２ 業務又は作業に従事した日数は、暦日により計算する。 

３ １の項、３の項及び５の項に掲げる手当は、規則で定める職員以外の者には支給しない。 

４ 備考３に定めるもののほか、３の項に掲げる手当は、その勤務日において、同項各号に規定する作業のそれぞれにつき、そ

の従事した時間の合計が３時間未満である場合には支給しない。ただし、これに該当する場合であっても、午後１２時を越え

て当該作業に連続して３時間以上従事したときには、規則で定めるところにより、当該作業に従事した日のいずれかにおいて

支給するものとする。 

附 則 

この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 

                                                            

池田市手数料条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

令和８年３月２７日 

池田市長 瀧 澤 智 子    

池田市条例第４号 

池田市手数料条例の一部を改正する条例 

池田市手数料条例（昭和５１年池田市条例第２２号）の一部を次のように改正する。 

別表の５０の項中「マンションの建替え等の円滑化に関する法律」を「マンションの再生等の円滑化に関する法律」に、「第１０

５条第１項」を「第１６３条の５９第１項」に改める。 

附 則 

 この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 

                                                            

池田市立コミュニティセンター条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

令和８年３月２７日 

池田市長 瀧 澤 智 子    

池田市条例第５号 

池田市立コミュニティセンター条例の一部を改正する条例 

池田市立コミュニティセンター条例（昭和５２年池田市条例第２７号）の一部を次のように改正する。 

第３条の表池田市立細河コミュニティセンターの項を削る。 

別表を次のように改める。 

別表（第１３条関係） 

池田市立伏尾台コミュニティセンター使用料 

 

 

 

 

 

 

６ 緊急消防援助隊業務

従事手当 

消防組織法（昭和２２年法律第２２６号）第４５条第１

項に規定する緊急消防援助隊として活動した消防職員 

日額 ２，１６０円 

 

時間区分 

施設名及び室名 

午前①・午前② 午後①・午後② 

午後③・午後④ 

伏尾台第１会館 １階 文庫室・会議室 ３５０円 ５００円 

和室１ １５０円 ２００円 

和室２ ２００円 ３００円 

小会議室 １５０円 ２００円 

２階 大集会室 １，０００円 １，３００円 

大集会室（半分） ５００円 ６５０円 

料理実習室 ３５０円 ５００円 
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備考 

１ 時間区分は、次のとおりとする。 

(1) 午前① 午前９時から午前１０時３０分まで 

(2) 午前② 午前１０時３０分から正午まで 

(3) 午後① 午後１時から午後３時まで 

(4) 午後② 午後３時から午後５時まで 

(5) 午後③ 午後６時から午後８時まで 

(6) 午後④ 午後８時から午後１０時まで 

２ 使用者（使用者が団体である場合にあっては、その使用における責任者）が市外に居住する者である場合の使用料の額は、

上表に掲げる額の１．５倍の額とする。 

附 則 

この条例は、令和８年１０月１日から施行する。 

 

                                                            

池田市立幼保連携型認定こども園条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

令和８年３月２７日 

池田市長 瀧 澤 智 子    

池田市条例第６号 

池田市立幼保連携型認定こども園条例の一部を改正する条例 

池田市立幼保連携型認定こども園条例（平成３０年池田市条例第６号）の一部を次のように改正する。 

第３条第１項を削り、同条第２項中「）に対し」の次に「、認定こども園法第９条の規定により行う教育及び保育のほか」を加え、

同項第１号中「法」を「子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号。以下「法」という。）」に、「以下同じ」を「第７条第

４項において同じ」に改め、同項第２号中「の一時預かり事業」を「に規定する一時預かり事業」に改め、「をいう」の次に「。第

７条第５項において同じ」を加え、同項を同条第１項とし、同条に次の１項を加える。 

２ 市長は、認定こども園において、次に掲げる事業を行う。 

(1) 法第５４条の３において読み替えて準用する法第４６条第２項に規定する特定乳児等通園支援事業 

(2) 認定こども園法第２条第１２項に規定する子育て支援事業又は法第５９条に規定する地域子ども・子育て支援事業のうち、地

域における教育及び保育に対する需要に照らして市長が必要と認める事業 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和８年１１月１日から施行する。ただし、次項の規定は、同年１０月１日から施行する。 

（準備行為） 

２ この条例による改正後の第３条第２項第１号に掲げる事業の利用に関する申込みその他の手続は、この条例の施行の日前におい

ても、これを行うことができる。 

 

                                                            

池田市国民健康保険条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

令和８年３月２７日 

池田市長 瀧 澤 智 子    

池田市条例第７号 

池田市国民健康保険条例の一部を改正する条例 

池田市国民健康保険条例（昭和３５年池田市条例第２５号）の一部を次のように改正する。 

第１０条の２を次のように改める。 

（保険料の賦課額） 

第１０条の２ 保険料の賦課額は、次に掲げる額の合算額とする。 

  小会議室 １５０円 ２００円 

２階 大集会室 １，０００円 １，３００円 

大集会室（半分） ５００円 ６５０円 

料理実習室 ３５０円 ５００円 

伏尾台第２会館 １階 集会室 ６００円 ８００円 

２階 会議室 ３００円 ４００円 

和室 ３００円 ４００円 
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(1) 世帯主の世帯に属する被保険者につき算定した基礎賦課額（国民健康保険法施行令（昭和３３年政令第３６２号。以下「政

令」という。）第２９条の７第１項第１号に規定する基礎賦課額をいう。以下同じ。） 

(2) 世帯主の世帯に属する被保険者につき算定した後期高齢者支援金等賦課額（政令第２９条の７第１項第２号に規定する後期高

齢者支援金等賦課額をいう。以下同じ。） 

(3) 世帯主の世帯に属する介護納付金賦課被保険者（政令第２９条の７第１項第３号に規定する介護納付金賦課被保険者をいう。

以下同じ。）につき算定した介護納付金賦課額（同号に規定する介護納付金賦課額をいう。以下同じ。） 

(4) 世帯主の世帯に属する被保険者につき算定した子ども・子育て支援納付金賦課額（政令第２９条の７第１項第４号に規定する

子ども・子育て支援納付金賦課額をいう。以下同じ。）  

第１０条の３第１号イ中「、高齢者医療確保法」を「及び高齢者医療確保法」に、「及び介護保険法」を「、介護保険法」に改め、

「介護納付金」という。）」の次に「並びに子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号）の規定による納付金（以下「子ど

も・子育て支援納付金」という。）」を加え、同号カ及び同条第２号イ中「、病床転換支援金等及び介護納付金」を「及び病床転換

支援金等、介護納付金並びに子ども・子育て支援納付金」に改める。 

第１３条の５の２第１号中「同じ。）」の次に「の額」を加える。 

第１３条の５の５第１項第３号ア中「イ又はウに掲げる世帯」を「特定世帯又は特定継続世帯」に改める。 

第１３条の６中「。次条及び第１３条の１０において同じ」を削り、同条第１号中「同じ。）」の次に「の額」を加える。 

第１３条の１０の次に次の５条を加える。 

（子ども・子育て支援納付金賦課額の総額） 

第１３条の１１ 保険料の賦課額のうち子ども・子育て支援納付金賦課額（第１７条の２、第１７条の４、第１７条の５及び第１７

条の６の規定により子ども・子育て支援納付金賦課額を減額するものとした場合にあっては、その減額することとなる額を含む。）

の総額は、第１号に掲げる額の見込額から第２号に掲げる額の見込額を控除した額を基準として算定した額とする。 

(1) 当該年度における次に掲げる額の合算額 

ア 当該年度における国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用（大阪府の国民健康保険に関する特別会計において負担す

る子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。次号において同じ。）の額 

イ 第１７条の６に規定する基準に従い子ども・子育て支援納付金賦課額の被保険者均等割額を減額するものとした場合に減額

することとなる額の総額 

(2) 当該年度における次に掲げる額の合算額 

ア 法附則第７条の規定により読み替えられた法第７５条の規定により交付を受ける補助金（国民健康保険事業費納付金の納付

に要する費用に係るものに限る。）及び同条の規定により貸し付けられる貸付金（国民健康保険事業費納付金の納付に要する

費用に係るものに限る。）の額 

イ その他国民健康保険事業に要する費用（国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に限る。）のための収入（法第７２

条の３第１項、第７２条の３の２第１項及び第７２条の３の３第１項の規定による繰入金を除く。）の額 

（子ども・子育て支援納付金賦課額） 

第１３条の１２ 保険料の賦課額のうち子ども・子育て支援納付金賦課額は、その世帯に属する被保険者につき算定した所得割額及

び被保険者均等割額の合算額の総額に、当該世帯に属する１８歳以上被保険者（政令第２９条の７第５項第３号に規定する１８歳

以上被保険者をいう。以下同じ。）につき算定した１８歳以上被保険者均等割額の総額を加算した額（１円未満の端数があるとき

は、これを切り捨てた額）とする。 

（子ども・子育て支援納付金賦課額の所得割額の算定） 

第１３条の１３ 前条の所得割額は、被保険者に係る賦課期日の属する年の前年の所得に係る基礎控除後の総所得金額等に、次条第

１項第１号に定める所得割の保険料率を乗じて算定する。 

（子ども・子育て支援納付金賦課額の保険料率） 

第１３条の１４ 子ども・子育て支援納付金賦課額の保険料率は、次のとおりとする。 

(1) 所得割 市町村標準保険料率のうち、子ども・子育て支援納付金賦課額の保険料率における所得割の率 

(2) 被保険者均等割 市町村標準保険料率のうち、子ども・子育て支援納付金賦課額の保険料率における被保険者均等割の額 

(3) １８歳以上被保険者均等割 市町村標準保険料率のうち、子ども・子育て支援納付金賦課額の保険料率における１８歳以上被

保険者均等割の額 

２ 市長は、前項に規定する保険料率を決定したときは、当該保険料率について速やかに告示しなければならない。 

（子ども・子育て支援納付金賦課限度額） 

第１３条の１５ 第１３条の１２の子ども・子育て支援納付金賦課額は、各年度において保険料の賦課期日の前日において施行され

ていた政令第２９条の７第５項第１０号に定める額を超えることができない。 

第１６条第１項中「第１３条の７」の次に「若しくは第１３条の１２」を、「第５項において読み替えて準用する場合を含む。次

項において同じ。）に定める額」の次に「若しくは同条第６項各号に定める額」を、「同条第３項」の次に「又は第４項」を加え、

「第１３条第１項の規定による基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率にそれぞれ１０分の５を乗じて得た」を削り、「第１７条の

４第４項第１号（同条第６項」を「同条第５項（同条第７項又は第８項」に、「又は第３項」を「から第４項まで」に、「若しくは

同条第４項各号（同条第５項又は第６項」を「、同条第５項各号（同条第６項から第８項まで」に、「の算定」を「若しくは第１７    
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条の６第１項に定める額の算定」に改め、同条第２項中「若しくは第１３条の５の３の額若しくは第１３条の７」を「、第１３条の

５の３、第１３条の７若しくは第１３条の１２」に改め、「第１７条の２第１項各号に定める額」の次に「若しくは同条第６項各号

に定める額」を加え、「第１３条第１項の規定による基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率にそれぞれ１０分の５を乗じて得た」

を削り、「第１７条の４第４項第１号」を「同条第５項」に、「若しくは同条第４項各号」を「、同条第５項各号に定める額若しく

は第１７条の６第１項」に改める。 

第１７条の２第１項中「により」を「による」に、「限度として定める額」を「限度額」に改め、同項第１号中「（以下この項」

の次に「及び第６項」を加え、同項第２号中「３０５，０００円」を「３１０，０００円」に改め、同項第３号中「５６０，０００

円」を「５７０，０００円」に改め、同条第２項を削り、同条第３項中「第１項各号のア」を「前項各号ア」に改め、同項を同条第

２項とし、同項の次に次の１項を加える。 

３ 市長は、前２項の規定による基礎賦課額を決定したときは、当該額について速やかに告示しなければならない。 

第１７条の２に次の３項を加える。 

６  次の各号に該当する納付義務者に対して課する保険料の賦課額のうち子ども・子育て支援納付金賦課額は、第１３条の１２の子

ども・子育て支援納付金賦課額から、それぞれ、当該各号に定める額を減額して得た額（当該減額して得た額が第１３条の１５の

規定による子ども・子育て支援納付金賦課額の限度額を超える場合には、当該子ども・子育て支援納付金賦課額の限度額）とする。  

(1) 第１項第１号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合算額が、地方税法

第３１４条の２第２項第１号に定める金額（世帯主等のうち給与所得者等の数が２以上の場合にあっては、同号に定める金額に

当該給与所得者等の数から１を減じた数に１０万円を乗じて得た金額を加えた金額）を超えない世帯に係る保険料の納付義務者

 アに掲げる額に当該世帯に属する被保険者のうち当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の被保険者均等割額の算定の

対象とされるものの数を乗じて得た額及びイに掲げる額に当該世帯に属する被保険者のうち当該年度分の子ども・子育て支援納

付金賦課額の１８歳以上被保険者均等割額の算定の対象とされるものの数を乗じて得た額を合算した額 

ア 当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の被保険者均等割の保険料率に１０分の７を乗じて得た額  

イ 当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の１８歳以上被保険者均等割の保険料率に１０分の７を乗じて得た額  

(2) 第１項第１号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合算額が、地方税法

第３１４条の２第２項第１号に定める金額（世帯主等のうち給与所得者等の数が２以上の場合にあっては、同号に定める金額に

当該給与所得者等の数から１を減じた数に１０万円を乗じて得た金額を加えた金額）に３１０，０００円に当該年度の保険料の

賦課期日（賦課期日後に保険料の納付義務が発生した場合にはその発生した日とする。）現在において当該世帯に属する被保険

者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数を乗じて得た額を加算した金額を超えない世帯に係る保険料の納付義務者であって前

号に該当する者以外のもの アに掲げる額に当該世帯に属する被保険者のうち当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の

被保険者均等割額の算定の対象とされるものの数を乗じて得た額及びイに掲げる額に当該世帯に属する被保険者のうち当該年度

分の子ども・子育て支援納付金賦課額の１８歳以上被保険者均等割額の算定の対象とされるものの数を乗じて得た額を合算した

額 

ア 当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の被保険者均等割の保険料率に１０分の５を乗じて得た額  

イ 当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の１８歳以上被保険者均等割の保険料率に１０分の５を乗じて得た額  

(3) 第１項第１号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合算額が、地方税法

第３１４条の２第２項第１号に定める金額（世帯主等のうち給与所得者等の数が２以上の場合にあっては、同号に定める金額に

当該給与所得者等の数から１を減じた数に１０万円を乗じて得た金額を加えた金額）に５７０，０００円に当該年度の保険料の

賦課期日（賦課期日後に保険料の納付義務が発生した場合にはその発生した日とする。）現在において当該世帯に属する被保険

者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数を乗じて得た額を加算した金額を超えない世帯に係る保険料の納付義務者であって前

２号に該当する者以外のもの アに掲げる額に当該世帯に属する被保険者のうち当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額

の被保険者均等割額の算定の対象とされるものの数を乗じて得た額及びイに掲げる額に当該世帯に属する被保険者のうち当該年

度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の１８歳以上被保険者均等割額の算定の対象とされるものの数を乗じて得た額を合算し

た額 

ア 当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の被保険者均等割の保険料率に１０分の２を乗じて得た額 

イ 当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の１８歳以上被保険者均等割の保険料率に１０分の２を乗じて得た額 

７ 前項各号ア及びイに規定する額を決定する場合において、１円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。 

８ 市長は、前２項の規定による子ども・子育て支援納付金賦課額を決定したときは、当該額について速やかに告示しなければなら

ない。 

第１７条の３中「及び前条第１項」を「、第１３条の５の４、第１３条の８及び第１３条の１３並びに前条第１項（同条第４項又

は第５項において読み替えて準用する場合を含む。）及び同条第６項」に改める。 

第１７条の４第１項中「第４項」を「第５項」に改め、同条第３項中「第４項」を「第５項」に、「第６項において」を「第７項

において読み替えて」に改め、「次項において」の次に「読み替えて」を加え、同条第６項中「第４項中」を「第５項中」に改め、

「第１３条の５の５第１項」と」の次に「、「第１７条の２第１項各号」とあるのは「第１７条の２第４項において読み替えて準用

する同条第１項各号」と」を、「次項において」の次に「読み替えて」を加え、同項を同条第７項とし、同条中第５項を第６項とし、 

第４項を第５項とし、第３項の次に次の１項を加える。 
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４ 第１項及び第２項の規定は、子ども・子育て支援納付金賦課額の減額について準用する。この場合において、第１項中「第５項」

とあるのは「第８項において読み替えて準用する第５項」と、「基礎賦課額」とあるのは「子ども・子育て支援納付金賦課額」と、

「第１３条第１項」とあるのは「第１３条の１４第１項」と、第２項中「前項」とあるのは「第４項において読み替えて準用する

前項」と読み替えるものとする。 

第１７条の４に次の１項を加える。 

８ 第５項及び第６項の規定は、子ども・子育て支援納付金賦課額の減額について準用する。この場合において、第５項中「基礎賦

課額」とあるのは「子ども・子育て支援納付金賦課額」と、「第１３条第１項」とあるのは「第１３条の１４第１項」と、「第１

７条の２第１項各号」とあるのは「第１７条の２第６項各号」と、第６項中「前項」とあるのは「第８項において読み替えて準用

する前項」と読み替えるものとする。 

第１７条の５第１項中「第２９条の７第５項第８号」を「第２９条の７第６項第８号」に、「第４項」を「第５項」に、「により」

を「による」に、「限度として定める額」を「限度額」に改め、同項第１号中「第３２条の１０の２」を「第３２条の１０の３」に

改め、同条第６項中「第４項」を「第５項」に改め、「第１３条の１０」と」の次に「、「第１７条の２第１項各号」とあるのは

「第１７条の２第５項において読み替えて準用する同条第１項各号」と」を加え、同項を同条第７項とし、同条第５項中「第１３条

の５の１０」と」の次に「、「第１７条の２第１項各号」とあるのは「第１７条の２第４項において読み替えて準用する同条第１項

各号」と」を加え、同項を同条第６項とし、同条第４項中「により」を「による」に、「限度として定める額」を「限度額」に改め、

同項を同条第５項とし、同条第３項の次に次の１項を加える。 

４ 第１項の規定は、子ども・子育て支援納付金賦課額の減額について準用する。この場合において、同項中「基礎賦課額」とある

のは「子ども・子育て支援納付金賦課額」と、「第１１条」とあるのは「第１３条の１２」と、「第１３条の５」とあるのは「第

１３条の１５」と、「被保険者均等割」とあるのは「被保険者均等割及び１８歳以上被保険者均等割」と読み替えるものとする。 

第１７条の５に次の１項を加える。 

８  第５項の規定は、子ども・子育て支援納付金賦課額の減額について準用する。この場合において、同項中「基礎賦課額」とある

のは「子ども・子育て支援納付金賦課額」と、「第１１条」とあるのは「第１３条の１２」と、「第１３条の５」とあるのは「第

１３条の１５」と、「被保険者均等割」とあるのは「被保険者均等割及び１８歳以上被保険者均等割」と、「第１７条の２第１項

各号」とあるのは「第１７条の２第６項各号」と読み替えるものとする。 

第１７条の７を第１７条の８とし、第１７条の６を第１７条の７とし、第１７条の５の次に次の１条を加える。 

（１８歳に達する日以後の最初の３月３１日以前である被保険者の被保険者均等割額の減額） 

第１７条の６ 当該年度において、その世帯に１８歳に達する日以後の最初の３月３１日以前である被保険者（以下「１８歳未満被

保険者」という。）がある場合における当該１８歳未満被保険者に係る当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の被保険者

均等割額は、第１３条の１４の子ども・子育て支援納付金賦課額の被保険者均等割の保険料率に相当する額（第１７条の２第６項、

第１７条の４第４項において読み替えて準用する同条第１項若しくは同条第８項において読み替えて準用する同条第５項又は前条

第４項において読み替えて準用する同条第１項若しくは同条第８項において読み替えて準用する同条第５項に規定する基準に従い

当該１８歳未満被保険者に係る当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の被保険者均等割の保険料率に相当する額を減額す

るものとした場合にあっては、当該減額後の額。以下この項において同じ。）から、当該保険料率に相当する額を控除して得た額

とする。 

２ 市長は、前項の規定による１８歳未満被保険者の被保険者均等割額を決定したときは、当該額について速やかに告示しなければ

ならない。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 令和８年度分の保険料における子ども・子育て支援納付金賦課限度額に関するこの条例による改正後の池田市国民健康保険条例

（以下「新条例」という。）第１３条の１１、第１３条の１５、第１６条及び第１７条の２から第１７条の６までの規定の適用に

ついては、新条例第１３条の１５中「各年度において保険料の賦課期日の前日」とあるのは「令和８年度の保険料の賦課期日」と、

新条例第１７条の２第６項並びに第１７条の５第４項及び第８項中「第１３条の１５」とあるのは「池田市国民健康保険条例の一

部を改正する条例（令和８年池田市条例第７号）附則第２項の規定により読み替えて適用する第１３条の１５」とする。 

３ 新条例第１０条の２、第１３条の１１から第１３条の１５まで、第１６条及び第１７条の２から第１７条の６までの規定は、令

和８年度以後の年度分の保険料について適用し、令和７年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。 

 

                                                            

池田市介護保険条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

令和８年３月２７日 

池田市長 瀧 澤 智 子    

池田市条例第８号 

池田市介護保険条例の一部を改正する条例 
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池田市介護保険条例（平成１２年池田市条例第４号）の一部を次のように改正する。 

附則に次の２条を加える。 

（令和８年度の保険料率の算定に関する所得の額の算定方法の特例） 

第１１条 第１号被保険者（令和８年度分の保険料の賦課期日において本市に住所を有しない者を除き、令和８年度分の地方税法の

規定による市町村民税の賦課期日において本市に住所を有する者（同法第２９４条第３項の規定により本市の住民基本台帳に記録

されている者とみなされた者を含む。）に限る。以下この条において同じ。）のうち、令和７年の合計所得金額に所得税法第２８

条第１項に規定する給与所得が含まれている者（同年中の給与等（同項に規定する給与等をいう。以下同じ。）の収入金額が５５

万１，０００円以上６５万１，０００円未満である者に限る。）の令和８年度における保険料率の算定についての第１１条第１項

（第６号ア、第７号ア、第８号ア、第９号ア、第１０号ア、第１１号ア、第１２号ア、第１３号ア、第１４号ア及び第１５号アに

係る部分に限る。）の規定の適用については、同項第６号ア中「租税特別措置法」とあるのは、「当該合計所得金額に所得税法第

２８条第１項に規定する給与所得が含まれている場合には、当該給与所得の金額については、同条第２項の規定によって計算した

金額に令和７年中の同条第１項に規定する給与等の収入金額から５５万円を控除して得た額を加えた額によるものとし、租税特別

措置法」とする。 

２ 第１号被保険者のうち、令和７年の合計所得金額に所得税法第２８条第１項に規定する給与所得が含まれている者（同年中の給

与等の収入金額が６５万１，０００円以上１６１万９，０００円未満である者に限る。）の令和８年度における保険料率の算定に

ついての第１１条第１項（第６号ア、第７号ア、第８号ア、第９号ア、第１０号ア、第１１号ア、第１２号ア、第１３号ア、第１

４号ア及び第１５号アに係る部分に限る。）の規定の適用については、同項第６号ア中「租税特別措置法」とあるのは、「当該合

計所得金額に所得税法第２８条第１項に規定する給与所得が含まれている場合には、当該給与所得の金額については、同条第２項

の規定によって計算した金額に１０万円を加えた額によるものとし、租税特別措置法」とする。 

３ 第１号被保険者のうち、令和７年の合計所得金額に所得税法第２８条第１項に規定する給与所得が含まれている者（同年中の給

与等の収入金額が１６１万９，０００円以上１９０万円未満である者に限る。）の令和８年度における保険料率の算定についての

第１１条第１項（第６号ア、第７号ア、第８号ア、第９号ア、第１０号ア、第１１号ア、第１２号ア、第１３号ア、第１４号ア及

び第１５号アに係る部分に限る。）の規定の適用については、同項第６号ア中「租税特別措置法」とあるのは、「当該合計所得金

額に所得税法第２８条第１項に規定する給与所得が含まれている場合には、当該給与所得の金額については、同条第２項の規定に

よって計算した金額に６５万円から令和７年給与所得控除額（令和７年中の所得税法第２８条第１項に規定する給与等の収入金額

から、当該給与等の収入金額を所得税法等の一部を改正する法律（令和７年法律第１３号）第１条の規定による改正前の所得税法

別表第５の給与等の金額として、同表により当該金額に応じて求めた同表の給与所得控除後の給与等の金額を控除して得た額をい

う。）を控除して得た額を加えた額によるものとし、租税特別措置法」とする。 

（令和８年度の保険料率の算定に関する基準の特例） 

第１２条 第１号被保険者の令和８年度における保険料率の算定についての第１１条の規定の適用については、同条第１項第１号か

ら第５号までの規定中「に掲げる」とあるのは、「（令附則第２５条の規定によりみなして適用する場合を含む。）に掲げる」と

する。 

附 則 

 この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 

                                                            

池田市北部大阪都市計画国道１７６号沿道地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例をここ

に公布する。 

令和８年３月２７日 

池田市長 瀧 澤 智 子    

池田市条例第９号 

池田市北部大阪都市計画国道１７６号沿道地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例 

池田市北部大阪都市計画国道１７６号沿道地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例（平成２４年池田市条例第３

号）の一部を次のように改正する。 

第１７条を第１８条とする。 

第１６条第１号中「第１０条第１項」を「第１１条第１項」に改め、同条第２号中「第１１条第１項」を「第１２条第１項」に改

め、同条を第１７条とする。 

第１５条第１項中「第４条第１項」を「第４条、第５条第１項」に、「第５条から第７条」を「第６条から第８条」に改め、同条

を第１６条とし、第１４条を第１５条とする。 

第１３条中「第４条、第５条、第８条又は第９条」を「第５条、第６条、第９条又は第１０条」に改め、同条を第１４条とする。 

第１２条第１項中「第８条又は第９条に規定する」を「第９条又は第１０条の規定による建築物の」に改め、同条を第１３条とし、

第１１条を第１２条とする。 

第１０条中「第８条」を「第９条」に改め、同条を第１１条とし、第９条を第１０条とする。 

第８条中「第４条第１項ただし書又は第５条第１項ただし書に規定する基準を緩和する」を「第５条第１項ただし書又は第６条第
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１項ただし書の規定の適用がある」に、「掲げる数値」を「定める数値」に改め、同条を第９条とする。 

第７条中「第４条第１項ただし書又は第５条第１項ただし書に規定する基準を緩和する」を「第５条第１項ただし書又は第６条第

１項ただし書の規定の適用がある」に、「掲げる数値」を「定める数値」に改め、同条を第８条とする。 

第６条中「第４条第１項ただし書に規定する容積率の基準を緩和する場合の」及び「の最高限度」を削り、同条を第７条とする。 

第５条第１項中「建蔽率」を「第２種住居地区内においては、建蔽率」に改め、同項ただし書中「全ての要件に」を「要件のいず

れにも」に、「おいては、本文に規定する基準を」を「あっては、」に、「に緩和する」を「以下とする」に改め、同項第３号中

「第７条」を「第８条」に改め、同条を第６条とする。 

第４条第１項中「１０分の２０」を「１０分の３０」に改め、同項ただし書中「全ての要件に」を「要件のいずれにも」に、「お

いては、本文に規定する基準を１０分の３０に緩和する」を「あっては、１０分の４０以下とする」に改め、同項第１号中「１０分

の６」を「次のア又はイに掲げる区域の区分に応じ、当該ア又はイに定める割合」に改め、同号に次のように加える。 

  ア 第２種住居地区 １０分の６ 

  イ 近隣商業第１地区及び近隣商業第２地区 １０分の８ 

第４条第１項第４号中「第６条」を「第７条」に改め、同項第５号中「第７条」を「第８条」に改め、同項第８号中「５００平方

メートル」を「１００平方メートル」に改め、「とし、」の次に「階数が２以下で」を加え、同条を第５条とし、第３条の次に次の

１条を加える。 

 （建築物の用途の制限） 

第４条 近隣商業第１地区内においては、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２２号）第２条

第１項に規定する風俗営業の用に供する建築物は、建築してはならない。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和８年３月３１日から施行する。 

（罰則に関する経過措置） 

２ この条例の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

 

                                                            

池田市都市公園運動施設条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

令和８年３月２７日 

池田市長 瀧 澤 智 子    

池田市条例第１０号 

池田市都市公園運動施設条例の一部を改正する条例 

池田市都市公園運動施設条例（平成８年池田市条例第１４号）の一部を次のように改正する。 

第１９条を削り、第２０条を第１９条とする。 

           「                                「 

別表第２の(1)の表中                                を 

                                        」 

 

                に改める。 

               」 

別表第３南多目的広場の項を削る。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

 

                                                            

池田市ダイバーシティセンター条例等の一部を改正する条例をここに公布する。 

令和８年３月２７日 

池田市長 瀧 澤 智 子    

池田市条例第１１号 

池田市ダイバーシティセンター条例等の一部を改正する条例 

（池田市ダイバーシティセンター条例の一部改正） 

第１条 池田市ダイバーシティセンター条例（令和３年池田市条例第１４号）の一部を次のように改正する。 

別表会議室（１）の項及び会議室（２）の項中「３００円」を「３６０円」に、「４００円」を「４８０円」に、「２００円」

を「２４０円」に改め、同表会議室（３）の項中「５００円」を「６００円」に、「７００円」を「８４０円」に、「３００円」

を「３６０円」に改め、同表会議室（４）の項中「２００円」を「２４０円」に、「３００円」を「３６０円」に、「１００円」

月曜日から金曜日まで（休日

を除く。） 

午前８時から午後６時まで 

午後６時から午後９時まで 

 

月曜日から金曜日まで（休日

を除く。） 

午前９時から午後６時まで 

午後６時から午後９時まで 

 
午前９時から午後６時まで 

午後６時から午後９時まで 
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を「１２０円」に改め、同表多目的スペースの項中「２，５００円」を「３，０００円」に、「３，３００円」を「３，９６０円」

に、「１，７００円」を「２，０４０円」に改め、同表備考を次のように改める。 

備考 

１ 使用者が市民等（市内に居住し、在勤し、又は在学する者及び市内に事業所を有する法人その他の団体をいう。備考３に

おいて同じ。）以外のものである場合（備考３に規定する場合を除く。）の使用料の額は、上表に掲げる額の１．５倍の額

とする。 

２ 使用者が入場料その他これに類する対価を徴収する場合（備考３に規定する場合を除く。）の使用料の額は、上表に掲げ

る額の２倍の額とする。 

３ 使用者が市民等以外のものである場合で、入場料その他これに類する対価を徴収するときの使用料の額は、上表に掲げる

額の３倍の額とする。 

（池田市立市民活動交流センター条例の一部改正） 

第２条 池田市立市民活動交流センター条例（令和３年池田市条例第１６号）の一部を次のように改正する。 

別表第１小会議室１の項及び小会議室２の項中「４００円」を「５００円」に改め、同表中会議室の項中「５００円」を「６０

０円」に改め、同表大会議室の項中「１，５００円」を「１，８００円」に改め、同表多目的室１の項及び多目的室２の項中「２，

０００円」を「２，４００円」に改め、同表多目的室３の項中「４００円」を「５００円」に改める。 

別表第２ロッカー（大）の項中「１８，０００円／個」を「２１，６００円／個」に改め、同表ロッカー（長）の項中「１２，

０００円／個」を「１４，４００円／個」に改め、同表ロッカー（中）の項中「９，０００円／個」を「１０，８００円／個」に

改め、同表ロッカー（小）の項中「６，０００円／個」を「７，２００円／個」に改め、同表メールボックスの項中「１，２００

円／個」を「１，５００円／個」に改める。 

（池田市立休日急病診療所設置条例の一部改正） 

第３条 池田市立休日急病診療所設置条例（昭和５３年池田市条例第１１号）の一部を次のように改正する。 

                                     「 

                                          を 

                                           

 

  

                     」 

同表一般診断書の項及び一般証明書の項中「１，０００円」を「２，０００円」に改める。 

（池田市立火葬場条例の一部改正） 

第４条 池田市立火葬場条例（平成１０年池田市条例第１０号）の一部を次のように改正する。 

  第３条を次のように改める。 

（使用料） 

第３条 火葬場使用料の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 

(1) 死亡者が死亡時において１２歳以上である場合 １体につき２０，０００円（死亡者が死亡時において市民（住民基本台帳

法（昭和４２年法律第８１号）の規定により本市の住民基本台帳に記録されている者をいう。以下この条において同じ。）以

外の者である場合にあっては、６０，０００円） 

(2) 死亡者が死亡時において１２歳未満である場合 １体につき１０，０００円（死亡者が死亡時において市民以外の者である

場合にあっては、３０，０００円） 

(3) 死産児の場合 １体につき１０，０００円（死産児の母が死産時において市民以外の者である場合にあっては、３０，００

０円） 

（池田市葬祭条例の一部改正） 

第５条 池田市葬祭条例（昭和４１年池田市条例第２５号）の一部を次のように改正する。 

「                 「 

                       」                 」 

「の上限額」に改め、同表斎場の部告別式の項中「１５，２００円」を「１８，２００円」に、「２時間以内」を「、２時間以内」

に、「毎に、７，６００円」を「ごとに９，１００円」に改め、同部通夜及び告別式の項中「１５２，７００円」を「１８３，２

００円」に、「午後４時」を「、午後４時」に、「の午後０時」を「の正午」に、「毎に、７，６００円」を「ごとに９，１００

円」に、「午後０時以降」を「、正午以後の時間」に改め、同表やすらぎ会館の部浄心の間の項及び白露の間の項中「３６，６０

０円」を「４３，９００円」に、「は午後４時」を「は、午後４時」に、「毎に、１，５００円」を「ごとに１，８００円」に、   

「                 「 

                                                 」 

 

厚生年金診断書 １通 ３，０００円 

  

区分 手数料の額 

厚生年金診断書 １通 ５，０００円 

 

手数料の額 

１通 ５，０００円 

 

に改め、同表生命保険診断書の項中「３，０００円」を「５，０００円」に改め、 

別表中 
「 

」 

区分 使用区分 

 

区分 

 

別表第１中 に改め、同表区分の項中「の額」を を 

寺院控室  

 

寺院控室 

 
 

 

「午前９時以降」を「、午前９時以後の時間」に改め、同部寺院控室の項中 を 

」 
に、「３，０００円」を「３，６００円」に、「２時間以内」を「、２時間以内」に、「毎に、１，５００ 
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円」を「３，６００円」に、「２時間以内」を「、２時間以内」に、「毎に、１，５００円」を「ごとに１，８００円」に改め、

「                      「 

                          」                   」 

「                 「 

                                           」                 」 

運局長の認可した普通型霊柩車料金の金額の範囲内で規則で定める。」を「走行距離等に応じ規則で定める額」に改め、同表葬祭

用具の部仏式の款１号の項中「２７，５００円」を「３３，０００円」に改め、同款２号の項中「４０，７００円」を「４８，８

００円」に改め、同款３号の項中「１１１，０００円」を「１３３，２００円」に改め、同款４号の項中「１７６，２００円」を

「２１１，４００円」に改め、同部神式の款５号の項中「２７，５００円」を「３３，０００円」に改め、同款６号の項中「６１，

１００円」を「７３，３００円」に改め、同部キリスト教式の項中「２７，５００円」を「３３，０００円」に改める。 

（池田市立桃園墓地使用条例の一部改正） 

第６条 池田市立桃園墓地使用条例（昭和１４年池田市条例第３号）の一部を次のように改正する。 

  別表１型（０．８１㎡）の項中「３８０，７００円」を「４５６，８００円」に、「２９，１６０円」を「３５，０００円」に

改め、同表２型（０．９㎡）の項中「４２３，０００円」を「５０７，６００円」に、「３２，４００円」を「３８，９００円」

に改め、同表３型（１．８㎡）の項中「８４６，０００円」を「１，０１５，２００円」に、「６４，８００円」を「７７，８０

０円」に改める。 

（五月山霊園使用条例の一部改正） 

第７条 五月山霊園使用条例（昭和４３年池田市条例第１８号）の一部を次のように改正する。 

 別表第１の１㎡型の項中「２１０，０００」を「２５２，０００」に、「９，０００」を「１０，８００」に、「３６，０００」

を「４３，２００」に改め、同表の２㎡型の項中「４２０，０００」を「５０４，０００」に、「１８，０００」を「２１，６０

０」に、「７２，０００」を「８６，４００」に改め、同表の３㎡型の項中「６４０，０００」を「７６８，０００」に、「２７，

０００」を「３２，４００」に、「１０８，０００」を「１２９，６００」に改め、同表の４㎡型の項中「８３０，０００」を

「９９６，０００」に、「３６，０００」を「４３，２００」に、「１４４，０００」を「１７２，８００」に改め、同表の５㎡

型の項中「１，０７０，０００」を「１，２８０，０００」に、「４５，０００」を「５４，０００」に、「１８０，０００」を

「２１６，０００」に改め、同表の６㎡型の項中「１，２８０，０００」を「１，５３０，０００」に、「５４，０００」を「６

４，８００」に、「２１６，０００」を「２５９，２００」に改め、同表の８㎡型の項中「１，９６０，０００」を「２，３５０，

０００」に、「７２，０００」を「８６，４００」に、「２８８，０００」を「３４５，６００」に改める。 

（池田市都市公園条例の一部改正） 

第８条 池田市都市公園条例（昭和３９年池田市条例第１５号）の一部を次のように改正する。 

 

 

改め、同表備考を次のように改める。 

備考 

１ 日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日（備考２において「休日等」

という。）における空港緑地グラウンドの使用料の額は、上表に掲げる額の１．３倍の額とする。 

２ 備考１の規定にかかわらず、市内に居住し、在勤し、又は在学する者及び市内に事業所を有する法人その他の団体以外の

ものによる使用における空港緑地グラウンドの使用料の額は、上表に掲げる額の２倍（休日等における使用にあっては、２．

６倍）の額とする。 

（池田市都市公園運動施設条例の一部改正） 

第９条 池田市都市公園運動施設条例（平成８年池田市条例第１４号）の一部を次のように改正する。 

 別表第１区分の欄中「９歳未満児」を「未就学児」に改め、同表基本使用料の欄を次のように改める。 

   

 

 

 

 

  

 

 

   

 

 

 

死体預所  

 

死体預所 

 

を 同表死体預所の部中 に、「１，５００円」を「１，８ 

 

霊柩自動車 

 

００円」に改め、同表霊柩自動車の部中 を に、「大阪陸 

「７００円 

３００円」 
別表の(3)の表中 を 

「８００円 

４００円」 
に改め、同表空港緑地グラウンドの項中「２，０００円」を「２，４００円」に 

基本使用料 

３分の１面使用 ２分の１面使用 ３分の２面使用 全面使用 

４，６８０円 ７，０２０円 ９，３６０円 １４，０４０円 

６，２４０円 ９，３６０円 １２，４８０円 １８，７２０円 

４，６８０円 ７，０２０円 ９，３６０円 １４，０４０円 

１５，６００円 ２３，４００円 ３１，２００円 ４６，８００円 

１，５６０円 ２，３４０円 ３，１２０円 ４，６８０円 

６，０６０円 ９，１２０円 １２，１５０円 １８，２４０円 

８，０８０円 １２，１６０円 １６，２００円 ２４，３２０円 

６，０６０円 ９，１２０円 １２，１５０円 １８，２４０円 

２０，２００円 ３０，４００円 ４０，５００円 ６０，８００円 

２，０２０円 ３，０４０円 ４，０５０円 ６，０８０円 

６，０６０円 ９，１２０円 １２，１５０円 １８，２４０円 

霊柩自動車  
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  別表第１備考第１項第８号を次のように改める。 

(8) 未就学児 ６歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間にある者をいう。 

別表第１備考第６項中「９歳未満児」を「８歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間にある者」に改める。 

別表第２の(1)の表中「８００円」を「９６０円」に、「１，０００円」を「１，２００円」に、「１，０４０円」を「１，２

４０円」に、「１，３００円」を「１，５６０円」に、「１，６００円」を「１，９２０円」に、「２，０００円」を「２，４０

０円」に、「２，０８０円」を「２，４９０円」に、「２，６００円」を「３，１２０円」に改める。 

別表第３簡易野球場の部中「１，０００円」を「１，２００円」に、「１，３００円」を「１，５６０円」に改め、同表サッカ

ー場の部１面の項中「２，０００円」を「２，４００円」に、「２，６００円」を「３，１２０円」に改め、同部半面の項中「１，

０００円」を「１，２００円」に、「１，３００円」を「１，５６０円」に改め、同表野球場の部中「２，０００円」を「２，４

００円」に、「２，６００円」を「３，１２０円」に改め、同表ソフトボール場の部中「１，０００円」を「１，２００円」に、

「１，３００円」を「１，５６０円」に改め、同表陸上競技場の部中「２，０００円」を「２，４００円」に、「２，６００円」

を「３，１２０円」に改め、同表陸上競技場内フィールドの部及び北多目的広場の部中「１，０００円」を「１，２００円」に、

「１，３００円」を「１，５６０円」に改める。 

（公民館条例の一部改正） 

第１０条 公民館条例（昭和３９年池田市条例第２９号）の一部を次のように改正する。 

 別表施設名（※１）の項中「（※１）」を削り、「使用料（※２）に係る区分」を「使用区分」に改め、「（※３）」、「（※

４）」及び「（※５）」を削り、同表ギャラリーＡ（※７）の項中「（※７）」を削り、「１，０００円」を「１，２００円」に、

「１，３００円」を「１，６００円」に、「３，３００円」を「４，０００円」に、「１８，０００円」を「２１，６００円」に、

「３９，０００円」を「４６，８００円」に改め、同表ギャラリーＢ（※７）の項中「（※７）」を削り、「９３．６５」を「９

３．６５㎡」に、「１，０００」を「１，２００円」に、「１，３００」を「１，６００円」に、「３，３００」を「４，０００

円」に、「１８，０００」を「２１，６００円」に、「３９，０００」を「４６，８００円」に改め、同表展示室の項中「８７．

５８」を「８７．５８㎡」に、「９００」を「１，１００円」に、「１，２００」を「１，４００円」に、「３，０００」を「３，

６００円」に、「１６，８００」を「２０，１００円」に、「３６，４００」を「４３，６００円」に改め、同表会議室Ａ（※８）

の項中「（※８）」を削り、「６７．４８」を「６７．４８㎡」に、「７００」を「８００円」に、「９００」を「１，１００円」

に、「２，３００」を「２，８００円」に改め、同表会議室Ｂ（※８）の項中「（※８）」を削り、「５３．１０」を「５３．１

０㎡」に、「６００」を「７００円」に、「８００」を「１，０００円」に、「２，０００」を「２，４００円」に改め、同表会   

                        「                 「 

                                          」                 」 

６，０６０円 ９，１２０円 １２，１５０円 １８，２４０円 

２０，２００円 ３０，４００円 ４０，５００円 ６０，８００円 

２，０２０円 ３，０４０円 ４，０５０円 ６，０８０円 

６，０６０円 ９，１２０円 １２，１５０円 １８，２４０円 

８，０８０円 １２，１６０円 １６，２００円 ２４，３２０円 

１８，１８０円 ２７，３６０円 ３６，４５０円 ５４，７２０円 

２，０２０円 ３，０４０円 ４，０５０円 ６，０８０円 

１人 １，０００円／回 

 ［定期券］１人 ６，０００円／月 

 ［回数券］１人 １０，０００円／１１枚 

１人 １，２００円／回 

 ［定期券］１人 ７，２００円／月 

 ［回数券］１人 １２，０００円／１１枚 

１人 １，０００円／回（７月及び８月にあっては、５００円／回） 

［定期券］１人 ６，０００円／月（７月及び８月にあっては、３，０００円／月） 

［回数券］１人 １０，０００円／１１枚（７月及び８月にあっては、５，０００円／１１枚） 

１人 ５００円／回（７月及び８月にあっては、２５０円／回） 

［定期券］１人 ３，０００円／月（７月及び８月にあっては、１，５００円／月） 

［回数券］１人 ５，０００円／１１枚（７月及び８月にあっては、２，５００円／１１枚） 

無料 

１，２００円／時間 

３６０円／時間 

 

４００ ５００ ４００ 

 

５００円 ６００円 ５００円 

 

議室Ｃの項中「３８．１２」を「３８．１２㎡」に、 を 
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に、「１，３００」を「１，６００円」に改め、同表大ホールの項中「１３４．９１」を「１３４．９１㎡」に、「１，５００」

を「１，８００円」に、「２，０００」を「２，４００円」に、「５，０００」を「６，０００円」に改め、同表調理実習室の項

中「７５．０５」を「７５．０５㎡」に、「１，２００」を「１，４００円」に、「１，５００」を「１，８００円」に、「３，

９００」を「４，７００円」に改め、同表制作室の項中「７２．０２」を「７２．０２㎡」に、「９００」を「１，１００円」に、

「１，２００」を「１，４００円」に、「３，０００」を「３，６００円」に改め、同表和・茶室の項中「７１．８９」を「７１．

８９㎡」に、「９００」を「１，１００円」に、「１，２００」を「１，４００円」に、「３，０００」を「３，６００円」に改

め、同表備考を次のように改める。 

備考 

１ 連日使用は、水曜日を開始日とする６日間又は１３日間のいずれかの区分によるものとする。 

２ 連日使用の申請は、その１回につき６日間又は１３日間のいずれか１区分までとし、同日中に２回以上の申請（連続した

区分による連日使用となる場合に限る。）を行うことはできないものとする。 

３ 連日使用の期間中に休館日が存する場合の当該連日使用に係る使用料の額は、上表に定める額から、休館日１日につき３，

６００円（展示室にあっては、３，４００円）を控除した額とする。 

４ 時間帯使用の場合で、同日中における隣り合った２つ以上の時間区分にまたがる使用の許可を受けたときは、当該時間区

分と時間区分との間に存する時間についても使用することができる。この場合において、当該時間区分と時間区分との間に

存する時間の使用に係る使用料は、徴収しない。 

５ ギャラリーＡ及びギャラリーＢは、これらを合わせて１室として使用することができる。 

６ 会議室Ａ及び会議室Ｂは、これらを合わせて１室として使用することができる。 

（池田市立総合スポーツセンター条例の一部改正） 

第１１条 池田市立総合スポーツセンター条例（昭和３８年池田市条例第２１号）の一部を次のように改正する。 

  別表第１専用に係る使用料の部大体育室の款全面の項中「４，８００円」を「５，７６０円」に、「３，２００円」を「３，８

４０円」に、「６，８００円」を「８，１６０円」に、「１９，６００円」を「２３，５２０円」に改め、同款半面の項中「２，

４００円」を「２，８８０円」に、「１，６００円」を「１，９２０円」に、「３，４００円」を「４，０８０円」に、「９，８

００円」を「１１，７６０円」に改め、同部小体育室の項中「２，１００円」を「２，５２０円」に、「１，４００円」を「１，

６８０円」に、「２，９００円」を「３，４８０円」に、「８，５００円」を「１０，２００円」に改め、同部柔剣道場の項中

「２，０００円」を「２，４００円」に、「１，４００円」を「１，６８０円」に、「２，８００円」を「３，３６０円」に、

「８，２００円」を「９，８４０円」に改め、同部会議室Ａの項中「６００円」を「７２０円」に、「４００円」を「４８０円」

に、「７５０円」を「９００円」に、「２，３５０円」を「２，８２０円」に改め、同部会議室Ｂの項中「４５０円」を「５４０

円」に、「３００円」を「３６０円」に、「５００円」を「６００円」に、「１，７００円」を「２，０４０円」に改め、同表共

用に係る使用料の部大人の項中「２５０円」を「３００円」に改め、同部小人の項中「５０円」を「１００円」に改め、同表備考

第１項中「（以下「上表」という。）」を削り、同表備考第２項及び第３項中「上表」を「この表」に改め、同表備考第５項を削

り、同表備考第６項中「上表の専用」を「専用」に、「は、市内団体等であって、かつ、」を「の額は、使用者が市外団体等（市

内団体等（団体等の所在地（所在地が定まっていない団体等にあっては、代表者（大人に限る。）の住所。以下この項において同

じ。）が本市の区域内に存し、かつ、その全構成員の７割以上の者が本市の区域内に在住し、在勤し、又は在学する者である団体

等をいう。以下この項において同じ。）以外の団体等をいう。以下この項において同じ。）である場合、使用者が」に、「登録の

際において、団体等の」を「その」に、「満６５歳」を「満７０歳」に、「でないものが、」を「である場合又はその使用におい

て」に、「徴収しない場合における使用料に限るものであり、それ以外の場合の専用に係る使用料は、上表の規定にかかわらず、

次表のとおり」を「徴収する場合にあっては、次表に定める額」に改め、同項の表を次のように改める。 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別表第１備考中第６項を第５項とし、第７項から第１０項までを第６項から第９項までとする。 

（池田市民文化会館条例の一部改正） 

第１２条 池田市民文化会館条例（昭和４９年池田市条例第３８号）の一部を次のように改正する。 

 別表の(1)の表中「利用料金」の次に「の上限額」を加え、同表ホールの部大ホールの款平日の項中「６１，１００」を「７３，

３００」に、「８６，５００」を「１０３，０００」に、「１０１，８００」を「１２２，０００」に、「５０，９００」を「６

霊柩自動車  

 

団体等区分 入場料等の徴収区分  使用料の額 

市内団体等 小人等団体等 徴収あり 上表に掲げる額の２分の３倍の額 

徴収なし 上表に掲げる額の２分の１倍の額 

小人等団体等以外 徴収あり 上表に掲げる額の３倍の額 

市外団体等 小人等団体等 徴収あり 上表に掲げる額の３倍の額 

徴収なし 上表に掲げる額と同一の額 

小人等団体等以外 徴収あり 上表に掲げる額の６倍の額 

徴収なし 上表に掲げる額の２倍の額 
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１，０００」に改め、同款土・日曜日及び休日の項中「８６，５００」を「１０３，０００」に、「１２２，２００」を「１４６，

０００」に、「１４２，５００」を「１７１，０００」に、「７１，２００」を「８５，４００」に改め、同部小ホールの款平日

の項中「２５，４００」を「３０，４００」に、「３０，５００」を「３６，６００」に、「３４，６００」を「４１，５００」

に、「１６，２００」を「１９，４００」に改め、同款土・日曜日及び休日の項中「２８，５００」を「３４，２００」に、「３

７，６００」を「４５，１００」に、「４２，７００」を「５１，２００」に、「２０，３００」を「２４，３００」に改め、同

表コンベンションルームの部平日の項中「１７，３００」を「２０，７００」に、「２３，４００」を「２８，０００」に、「２

８，５００」を「３４，２００」に、「１３，２００」を「１５，８００」に改め、同部土・日曜日及び休日の項中「２２，４０

０」を「２６，８００」に、「３０，５００」を「３６，６００」に、「３５，６００」を「４２，７００」に、「１６，２００」

を「１９，４００」に改め、同表イベントスペースの部平日の項中「２１，３００」を「２５，５００」に、「２７，５００」を

「３３，０００」に、「３２，５００」を「３９，０００」に、「１５，２００」を「１８，２００」に改め、同部土・日曜日及

び休日の項中「２９，５００」を「３５，４００」に、「３７，６００」を「４５，１００」に、「４５，８００」を「５４，９

００」に、「２０，３００」を「２４，３００」に改め、別表の(2)の表中「利用料金」の次に「の上限額」を加え、同表中会議

室の項中「３，０００」を「３，６００」に、「５，０００」を「６，０００」に、「６，１００」を「７，３２０」に、

「１２，２００」を「１４，６００」に改め、同表小会議室①の項及び小会議室②の項中「１，５００」を「１，８００」に、

「                    「 

                    」                     」 

に改め、同表和室の項中「２，０００」を「２，４００」に、「３，０００」を「３，６００」に、「３，５００」を「４，２０

０」に、「７，１００」を「８，５２０」に改め、別表の(3)の表中「利用料金」の次に「の上限額」を加え、同表スタジオＡの

項中「１，０００円」を「１，２００円」に改め、同表スタジオＢの項中「３，５００円」を「４，２００円」に改め、同表スタ

ジオＣの項中「１，５００円」を「１，８００円」に改め、同表スタジオＤの項中「２，０００円」を「２，４００円」に改め、

同表スタジオＥの項中「４，０００円」を「４，８００円」に改め、同表レコーディングスタジオの項中「７，１００円」を「８，

５２０円」に改め、同表録音室の項中「６，１００円」を「７，３２０円」に改め、別表備考２を次のように改める。 

２ ホールの使用に係る利用料金の上限額は、公演等の練習、準備又はリハーサル（これらのうち、その使用における関係者

を除き、観客その他これに類する見物人の動員があるものを除く。）を行うために使用するときは、(1)の表に掲げる額の

５割に相当する額とする。 

別表備考３中「、入場料」を「入場料」に、「ときは、当該使用区分に係る利用料金の５割に相当する額を加算する」を「場合

に係る利用料金の上限額は、上表に掲げる額の１．５倍の額とする」に改める。 

（池田市立カルチャープラザ条例の一部改正） 

第１３条 池田市立カルチャープラザ条例（昭和５９年池田市条例第１６号）の一部を次のように改正する。 

 別表工芸室の項中「１，０００円」を「１，２００円」に、「１，５００円」を「１，８００円」に改め、同表多目的ホールの

項中「３，０００円」を「３，６００円」に、「４，０００円」を「４，８００円」に改め、同表和室の項から研修室（Ｂ）の項

までの規定中「５００円」を「６００円」に、「８００円」を「９６０円」に改め、同表研修室（Ａ・Ｂ）の項中「１，０００円」

を「１，２００円」に、「１，６００円」を「１，９２０円」に改め、同表会議室の項中「１，５００円」を「１，８００円」に、

「２，０００円」を「２，４００円」に改め、同表備考を次のように改める。 

備考 

１ 使用者が市民等（市内に居住し、在勤し、又は在学する者及び市内に事業所を有する法人その他の団体をいう。備考３及

び備考４において同じ。）以外のものである場合（備考３に規定する場合を除く。）の使用料（備考４の規定による加算に

係る部分を除く。備考２及び備考３において同じ。）の額は、上表に掲げる額の１．５倍の額とする。 

２ 使用者が入場料その他これに類する対価を徴収する場合（備考３に規定する場合を除く。）の使用料の額は、上表に掲げ

る額の２倍の額とする。 

３ 使用者が市民等以外のものである場合で、入場料その他これに類する対価を徴収するときの使用料の額は、上表に掲げる

額の３倍の額とする。 

４ 工芸室の使用において陶芸用焼窯を使用する場合における当該工芸室の使用に係る使用料の額は、当該陶芸用焼窯の使用

１回につき６，０００円（使用者が市民等以外のものである場合にあっては、９，０００円）を加算した額とする。 

（池田市立ギャラリー条例の一部改正） 

第１４条 池田市立ギャラリー条例（昭和６０年池田市条例第２５号）の一部を次のように改正する。 

  第１１条第１項中「５０，０００円」を「６０，０００円」に改める。 

（池田市立上方落語資料展示館条例の一部改正） 

第１５条 池田市立上方落語資料展示館条例（平成１９年池田市条例第２号）の一部を次のように改正する。 

  別表中「３８，０００円」を「４５，６００円」に改める。 

（池田市自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車秩序の確立に関する条例の一部改正） 

第１６条 池田市自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車秩序の確立に関する条例（昭和６１年池田市条例第１１号）の一部を

次のように改正する。 

第１３条第１項第１号中「２，５００円」を「３，５００円」に改め、同項第２号中「４，０００円」を「７，０００円」に改

２，５００ ３，０００ 

 

３，０００ ３，６００ 

 

を に、「６，１００」を「７，３２０」 
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める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和８年８月１日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 

(1) 附則第３項、第１７項、第２２項及び第２３項の規定 令和８年５月１日 

(2) 次項の規定 令和８年６月１日 

(3) 附則第８項の規定 令和８年７月２５日 

(4) 附則第２０項及び第２１項の規定 令和８年１０月１日 

(5) 第１０条及び第１５条の規定 令和８年１１月１日 

(6) 附則第４項の規定 令和９年２月２１日 

(7) 附則第１３項、第１４項及び第１８項の規定 令和９年３月１３日 

(8) 第２条の規定（池田市立市民活動交流センター条例別表第２の改正規定に限る。）、第８条の規定（池田市都市公園条例別表

の(3)の表空港緑地グラウンドの項の改正規定に限る。）並びに第９条及び第１１条から第１３条まで並びに附則第６項、第１

５項、第１６項及び第１９項の規定 令和９年４月１日 

(9) 第１４条の規定 令和９年５月１日 

（池田市ダイバーシティセンター条例の一部改正に伴う準備行為） 

２ 市長は、この条例の施行の日（以下「施行日」という。）以後における池田市ダイバーシティセンターの施設の使用に係る使用

料について、施行日前においても、第１条の規定による改正後の池田市ダイバーシティセンター条例別表に規定する使用料の額の

例により徴収することができる。 

（池田市立市民活動交流センター条例の一部改正に伴う準備行為） 

３ 市長は、施行日以後における池田市立市民活動交流センターの施設（附則第５項において「センター施設」という。）の使用に

係る使用料について、施行日前においても、第２条の規定による改正後の池田市立市民活動交流センター条例（次項において「新

市民活動交流センター条例」という。）別表第１に規定する使用料の額の例により徴収することができる。 

４ 市長は、附則第１項第８号に掲げる規定の施行の日（以下「第８号施行日」という。）以後における池田市立市民活動交流セン

ターの設備（附則第６項において「センター設備」という。）の使用に係る使用料について、第８号施行日前においても、新市民

活動交流センター条例別表第２に規定する使用料の額の例により徴収することができる。 

（池田市立市民活動交流センター条例の一部改正に伴う経過措置） 

５ 施行日前におけるセンター施設の使用に係る使用料の額については、なお従前の例による。 

６ 第８号施行日前におけるセンター設備の使用に係る使用料の額については、なお従前の例による。 

（池田市立休日急病診療所設置条例の一部改正に伴う経過措置） 

７ 第３条の規定による改正後の池田市立休日急病診療所設置条例別表の規定は、施行日以後になされる申請に対する池田市立休日

急病診療所における診断書及び証明書の交付（以下この項において単に「交付」という。）に係る手数料について適用し、施行日

前になされた申請に対する交付に係る手数料については、なお従前の例による。 

（池田市立火葬場条例の一部改正に伴う準備行為） 

８ 市長は、施行日以後における池田市立火葬場の使用に係る使用料について、施行日前においても、第４条の規定による改正後の

池田市立火葬場条例第３条に規定する使用料の額の例により徴収することができる。 

（池田市立火葬場条例の一部改正に伴う経過措置） 

９ 施行日前における池田市立火葬場の使用に係る使用料の額については、なお従前の例による。 

（池田市葬祭条例の一部改正に伴う経過措置） 

１０ 施行日前に開始した池田市立葬祭場の斎場、やすらぎ会館、死体預所及び葬祭用具の使用に係る利用料金の上限額については、

なお従前の例による。 

（池田市立桃園墓地使用条例の一部改正に伴う経過措置） 

１１ 第６条の規定による改正後の池田市立桃園墓地使用条例別表の規定は、施行日以後にその納期（第２回目以降の納入に係る管

理料にあっては、当該管理料の納入に係る同条例第１２条第３項（同条第４項において準用する場合を含む。）に規定する基準日。

以下この項において同じ。）が到来する池田市立桃園墓地の区画墓地の使用に係る永代使用料及び管理料について適用し、施行日

前に納期が到来した池田市立桃園墓地の区画墓地の使用に係る永代使用料及び管理料については、なお従前の例による。 

（五月山霊園使用条例の一部改正に伴う経過措置） 

１２ 第７条の規定による改正後の五月山霊園使用条例別表第１の規定は、施行日以後にその納期（第２回目以降の納入に係る管理

料にあっては、当該管理料の納入に係る同条例第１１条第３項に規定する基準日。以下この項において同じ。）が到来する五月山

霊園の区画墓地の使用に係る永代使用料及び管理料について適用し、施行日前に納期が到来した五月山霊園の区画墓地の使用に係

る永代使用料及び管理料については、なお従前の例による。 

（池田市都市公園条例の一部改正に伴う準備行為） 

１３ 市長は、第８号施行日以後における空港緑地グラウンドの使用に係る使用料について、第８号施行日前においても、第８条の

規定による改正後の池田市都市公園条例別表の(3)の表に規定する使用料の額の例により徴収することができる。 
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（池田市都市公園運動施設条例の一部改正に伴う準備行為） 

１４ 市長は、第８号施行日以後における五月山体育館、テニスコート及び猪名川運動場の施設（次項において「運動施設」とい

う。）の使用に係る使用料（五月山体育館のトレーニングルーム及びプールの回数券（以下この項から附則第１６項までにおいて

「回数券」という。）に係る使用料を除く。）について、第８号施行日前においても、第９条の規定による改正後の池田市都市公

園運動施設条例別表第１から別表第３までに規定する使用料（回数券に係る使用料を除く。）の額の例により徴収することができ

る。 

（池田市都市公園運動施設条例の一部改正に伴う経過措置） 

１５ 第８号施行日前における運動施設の使用に係る使用料（回数券に係る使用料を除く。）の額については、なお従前の例による。 

１６ 第８号施行日前における使用料の納付に係る回数券の取扱いは、なお従前の例による。 

（公民館条例の一部改正に伴う準備行為） 

１７ 教育委員会は、附則第１項第５号に掲げる規定の施行の日（以下この項及び附則第２３項において「第５号施行日」という。）

以後における池田市中央公民館の使用に係る使用料について、第５号施行日前においても、第１０条の規定による改正後の公民館

条例別表に規定する使用料の額の例により徴収することができる。 

（池田市立総合スポーツセンター条例の一部改正に伴う準備行為） 

１８ 教育委員会は、第８号施行日以後における池田市立総合スポーツセンターの施設の使用に係る使用料について、第８号施行日

前においても、第１１条の規定による改正後の池田市立総合スポーツセンター条例別表に規定する使用料の額の例により徴収する

ことができる。 

（池田市立総合スポーツセンター条例の一部改正に伴う経過措置） 

１９ 第８号施行日前における池田市立総合スポーツセンターの施設の使用に係る使用料の額は、なお従前の例による。 

（池田市民文化会館条例の一部改正に伴う準備行為） 

２０ 池田市民文化会館の指定管理者は、第８号施行日以後における池田市民文化会館のホール、コンベンションルーム、イベント

スペース、会議室、スタジオ及び録音室の使用に係る利用料金について、第８号施行日前においても、第１２条の規定による改正

後の池田市民文化会館条例別表に規定する利用料金の上限額の例によりその額を定め、これを徴収することができる。 

（池田市立カルチャープラザ条例の一部改正に伴う準備行為） 

２１ 市長は、第８号施行日以後における池田市立カルチャープラザの施設の使用に係る使用料について、第８号施行日前において

も、第１３条の規定による改正後の池田市立カルチャープラザ条例別表に規定する使用料の額の例により徴収することができる。 

（池田市立ギャラリー条例の一部改正に伴う準備行為） 

２２ 市長は、附則第１項第９号に掲げる規定の施行の日以後における池田市立ギャラリーの使用に係る使用料について、同日前に

おいても、第１４条の規定による改正後の池田市立ギャラリー条例第１１条に規定する使用料の額の例により徴収することができ

る。 

（池田市立上方落語資料展示館条例の一部改正に伴う準備行為） 

２３ 市長は、第５号施行日以後における池田市立上方落語資料展示館の展示室及びイベントホールの使用に係る使用料について、

第５号施行日前においても、第１５条の規定による改正後の池田市立上方落語資料展示館条例別表に規定する使用料の額の例によ

り徴収することができる。 

（池田市自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車秩序の確立に関する条例の一部改正に伴う経過措置） 

２４ 第１６条の規定による改正後の池田市自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車秩序の確立に関する条例第１３条の規定は、

施行日以後に移動する自転車及び原動機付自転車の当該移動、保管その他の措置に係る手数料について適用し、施行日前に移動し

た自転車及び原動機付自転車の当該移動、保管その他の措置に係る手数料については、なお従前の例による。 

 

                                                            

池田市水道事業給水条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

令和８年３月２７日 

池田市長 瀧 澤 智 子    

池田市条例第１２号 

池田市水道事業給水条例の一部を改正する条例 

池田市水道事業給水条例（平成９年池田市条例第３８号）の一部を次のように改正する。 

第７条第３項中「第１項の規定により」を削り、「施行する場合において」を「施行しようとする者」に改め、同項を同条第４項

とし、同条第２項中「前項の規定により、」を削り、「指定給水装置工事事業者」の次に「又は他の水道事業者等（以下「指定給水

装置工事事業者等」という。）」を加え、同項を同条第３項とし、同条第１項の次に次の１項を加える。 

２ 前項ただし書に定めるもののほか、災害その他非常の場合において、管理者が必要と認めるときは、他の水道事業者（法第３条

第５項に規定する水道事業者をいう。以下この項において同じ。）又は他の水道事業者が法第１６条の２第１項の指定をした者

（次項において「他の水道事業者等」という。）が給水装置工事を施行することができる。 

第８条第２項及び第３３条第２項中「指定給水装置工事事業者」を「指定給水装置工事事業者等」に改める。 

附 則 
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この条例は、公布の日から施行する。 

 

                                                            

池田市下水道条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

令和８年３月２７日 

池田市長 瀧 澤 智 子    

池田市条例第１３号 

池田市下水道条例の一部を改正する条例 

池田市下水道条例（昭和４２年池田市条例第１４号）の一部を次のように改正する。 

第８条第１項中「又は」を「及び」に、「、技能」を「技能」に改め、同項に次のただし書を加える。 

ただし、災害その他非常の場合において、管理者が必要と認めるときは、他の公共下水道管理者（法第４条第１項に規定する公

共下水道管理者をいう。）が排水設備等の工事に関し技能を有する者として指定した者の監理の下によることができる。 

 第８条第２項中「前項の」の次に「規定により施行する」を加える。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

 

                                                            

池田市立学校施設の目的外使用に関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

令和８年３月２７日 

池田市長 瀧 澤 智 子 

池田市条例第１４号 

池田市立学校施設の目的外使用に関する条例の一部を改正する条例 

池田市立学校施設の目的外使用に関する条例（令和４年池田市条例第１号）の一部を次のように改正する。 

第２条第１項中「ものは、」の次に「当該学校施設を使用しようとするものが市民等（市内に居住し、在勤し、若しくは在学する

者又はこれらの者がその全構成員の７割以上を占める団体をいう。別表において同じ。）に該当するかどうかの別による区分に応じ

教育委員会規則で定める期間において」を加え、「の許可」を「に申請し、その許可」に改める。 

第３条第１項中第８号を第９号とし、第５号から第７号までを１号ずつ繰り下げ、同項第４号中「各種の検定試験を実施する用途

による使用を」を「次のア及びイに掲げるものを」に改め、同号に次のように加える。 

ア 広く地域住民が参加することができる行事その他の地域の交流により地域住民の福祉の増進に資すると教育委員会が認める

事業を実施する用途による使用 

イ 各種の検定試験を実施する用途による使用 

第３条第１項中第４号を第５号とし、第３号の次に次の１号を加える。 

(4) その使用において火の使用（運動場の使用にあっては、池田市火災予防条例（昭和３７年池田市条例第５号）第４５条の規定

による届出をしたものを除く。）があるとき。 

第４条第１項中「を、当該許可を受けた時」を「について、教育委員会規則で定める期間」に改める。 

第８条中「使用者は、使用する学校施設に」を「学校施設の使用に当たり、」に、「ときは、あらかじめ教育委員会の承認」を

「ものは、その使用に含めて第２条第１項の許可」に改める。 

別表中備考以外の部分を次のように改める。 

別表（第４条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

別表中備考５を備考７とし、備考４を備考６とし、備考３を備考５とし、備考２を備考４とし、同表備考１中「（体育館のアリー

ナ部分の冷暖房設備の使用に係るものを除く。）」を削り、「５割増し」を「３倍（使用者が市民等以外のものである場合にあって

は、６倍）の額」に改め、同表備考１を同表備考３とし、同表に備考１及び備考２として次のように加える。 

１ 時間区分は、次のとおりとする。 

(1) 午前９時から午後１時前まで 

(2) 午後１時から午後５時前まで 

(3) 午後５時から午後９時まで 

２ 使用者が市民等以外のものである場合（入場料等を徴収する場合を除く。）の使用料（体育館のアリーナ部分の冷暖房設備

区分 使用料の額 

体育館 時間区分ごとに２，０００円 

体育館のアリーナ部分の冷暖房設備 ３０分間の使用４回分につき３，０００円 

教室 時間区分ごとに１，６００円 

運動場 時間区分ごとに１，２００円 
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の使用に係るものを除く。備考３において同じ。）の額は、上表に掲げる額の２倍の額とする。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和９年４月１日から施行する。ただし、次項の規定は、同年１月４日から施行する。 

 （準備行為） 

２ この条例の施行の日以後の日の学校施設の使用に係る手続については、同日前においても、この条例による改正後の池田市立学

校施設の目的外使用に関する条例（以下この項において「新条例」という。）及び新条例に基づく教育委員会規則の規定の例によ

り行うことができる。 

 

                                                            

池田市立幼稚園型認定こども園条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

令和８年３月２７日 

池田市長 瀧 澤 智 子    

池田市条例第１５号 

池田市立幼稚園型認定こども園条例の一部を改正する条例 

池田市立幼稚園型認定こども園条例（令和２年池田市条例第３号）の一部を次のように改正する。 

第３条第１項中「という。）に対し」の次に「、認定こども園法第６条の規定による教育及び保育のほか」を加え、同条第２項中

「、認定こども園法第６条の規定により行う教育及び保育並びに認定こども園法第２条第１２項に規定する子育て支援事業又は法第

５９条に規定する事業のうち、地域における教育及び保育に対する需要に照らして教育委員会が定める」を「次に掲げる」に改め、

同項に次の各号を加える。 

(1) 法第５４条の３において読み替えて準用する法第４６条第２項に規定する特定乳児等通園支援事業（以下「特定乳児等通園支

援事業」という。） 

(2) 認定こども園法第２条第１２項に規定する子育て支援事業又は法第５９条に規定する地域子ども・子育て支援事業のうち、地

域における教育及び保育に対する需要に照らして教育委員会が定める事業 

第１３条を第１４条とする。 

第１２条の見出しを「（預かり保育料等の減免）」に改め、同条を第１３条とする。 

第１１条の見出しを「（延長保育料等の納付）」に改め、同条第１項中「を受ける園児、」を「若しくは」に、「受ける園児又は」

を「受け、又は」に、「３月分にあっては、当該月の末日」を「当該日が市の休日に当たる場合は、その日前においてその日に最も

近い市の休日でない日」に改め、同項ただし書を削り、同条に次の１項を加える。 

３ 特定乳児等通園支援事業を利用する幼児の保護者は、当該幼児による特定乳児等通園支援事業の利用の際に特定乳児等通園支援

事業利用料を納付しなければならない。 

第１１条を第１２条とする。 

第１０条の見出しを「（延長保育料等の額）」に改め、同条に次の１項を加える。 

４ 幼児の利用に係る特定乳児等通園支援事業の利用料（以下「特定乳児等通園支援事業利用料」という。）は、別表第３に定める

額とする。 

第１０条を第１１条とし、第９条の次に次の１条を加える。 

（特定乳児等通園支援事業の対象） 

第１０条 特定乳児等通園支援事業は、幼児（児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第４条第１項第２号に規定する幼児をい

う。）であって満３歳未満のもの（以下単に「幼児」という。）について実施する。 

別表第１中「第１０条」を「第１１条」に改め、「における園児」の次に「の保護者」を加え、同表Ａの項中「及び当該年度分

（４月から８月までの月分の延長保育料の額を算定する場合にあっては、前年度分）の市町村民税（地方税法（昭和２５年法律第２

２６号）に規定する特別区民税を含む。）が非課税の世帯」を「又は市町村民税非課税世帯」に改め、同表備考第１項中「被保護世

帯（単給世帯を含む。）及び」を「保護（単給の場合を含む。）を受けている者が属する世帯又は」に、「支援給付受給世帯」を

「支援給付を受ける者が属する世帯」に改め、同表備考第２項を次のように改める。 

２ この表において「市町村民税非課税世帯」とは、その属する者のいずれもが地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２９

５条第１項（第１号を除く。）又は第３項の規定により当該年度（４月から８月までの月分の算定をする場合は、当該年度の

前年度）の市町村民税（特別区民税を含む。）が課されない者である世帯をいう。 

別表第２中「第１０条」を「第１１条」に改め、同表の次に次の１表を加える。 

 別表第３（第１１条関係） 

 

 

 

 

 

幼児の保護者の属する世帯の階層区分 特定乳児等通園支援事業利用料の額 

階層区分 世帯区分 

Ａ 生活保護世帯 ０円 

Ｂ 市町村民税非課税世帯 １時間までごとに６０円 

Ｃ 市町村民税所得割合算額が７７，１０１円未満

の世帯（Ｂの階層区分に該当する世帯を除

く。） 

１時間までごとに９０円 

Ｄ Ａ、Ｂ又はＣのいずれの階層区分にも該当しな １時間までごとに３００円 
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備考 

１ この表において「生活保護世帯」とは、生活保護法の規定による保護（単給の場合を含む。）を受けている者が属する世帯

をいう。 

２ この表において「市町村民税非課税世帯」とは、その属する者のいずれもが地方税法第２９５条第１項（第１号を除く。）

又は第３項の規定により当該年度（４月から８月までの間における利用の場合は、当該年度の前年度）の市町村民税（特別区

民税を含む。次項において同じ。）が課されない世帯（生活保護世帯を除く。）をいう。 

３ この表において「市町村民税所得割合算額」とは、その世帯に属する者の市町村民税の地方税法第２９２条第１項第２号に

規定する所得割の額を合算した額をいう。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和８年１１月１日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 

(1) 第１１条第１項の改正規定及び別表第１の改正規定（「第１０条」を「第１１条」に改める部分を除く。）並びに附則第３項

の規定 令和８年４月１日 

(2) 次項の規定 令和８年１０月１日 

（準備行為） 

２ この条例による改正後の第３条第２項第１号に掲げる事業の利用に関する申込みその他の手続は、この条例の施行の日前におい

ても、これを行うことができる。 

（経過措置） 

３ この条例による改正後の別表第１の規定は、附則第１項第１号に掲げる改正規定の施行の日以後の利用に係る延長保育の利用料

について適用し、同日前の利用に係る延長保育の利用料については、なお従前の例による。 

 

                                                            

池田市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例及び池田市家庭的保育事業等の設備及び運営

に関する基準を定める条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

令和８年３月２７日 

池田市長 瀧 澤 智 子   

池田市条例第１６号 

池田市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例及び池田市家庭的保育事業等の設備及び

運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例 

（池田市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部改正） 

第１条 池田市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例（平成２６年池田市条例第２１号）の

一部を次のように改正する。 

目次中「・第５１条」を「―第５２条」に、「（第５２条」を「（第５３条」に改める。 

第２条第６号を次のように改める。 

(6) 満３歳未満等小規模保育事業 児童福祉法第６条の３第１０項に規定する小規模保育事業（同項第３号に掲げる事業を除

く。）をいう。 

第２条中第２７号を第３１号とし、第１２号から第２６号までを４号ずつ繰り下げ、第１１号を第１２号とし、同号の次に次の

３号を加える。 

(13)教育認定子ども 法第２７条第１項に規定する教育認定子どもをいう。 

(14)満３歳以上保育認定子ども 法第２７条第１項に規定する満３歳以上保育認定子どもをいう。 

(15)保育認定子ども 法第２９条第２項に規定する保育認定子どもをいう。 

第２条中第１０号を第１１号とし、第７号から第９号までを１号ずつ繰り下げ、第６号の次に次の１号を加える。 

(7) 満３歳以上限定小規模保育事業 児童福祉法第６条の３第１０項に規定する小規模保育事業（同項第３号に掲げる事業に限

る。）をいう。 

第６条第２項中「同号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども」を「教育認定子ども」に改め、同条

第３項中「同条第２号又は第３号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども」を「満３歳以上保育認定子

ども又は満３歳未満保育認定子ども（特定満３歳以上保育認定子どもを除く。）」に改め、同条第４項中「選考方法」の次に「又

は前項の規定による選考の方法」を加える。 

Ｃ 市町村民税所得割合算額が７７，１０１円未満

の世帯（Ｂの階層区分に該当する世帯を除

く。） 

１時間までごとに９０円 

Ｄ Ａ、Ｂ又はＣのいずれの階層区分にも該当しな

い世帯 

１時間までごとに３００円 
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第７条第２項中「法第１９条第２号又は第３号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども」を「保育認

定子ども」に改める。 

第９条第１項中「当該申請」を「教育・保育給付認定の申請」に改める。 

第１３条第４項第３号ア(ｱ)中「法第１９条第１号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども」を「教

育認定子ども」に改め、同号ア(ｲ)中「法第１９条第２号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども」を

「満３歳以上保育認定子ども」に改め、同号イ中「以下」の次に「この」を加え、同号イ(ｱ)中「法第１９条第１号に掲げる小学

校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども」を「教育認定子ども」に改め、同号イ(ｲ)中「法第１９条第２号に掲げる

小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども」を「満３歳以上保育認定子ども」に改める。 

第２０条第７号中「及び第３項」を削り、「選考方法」の次に「及び同条第３項の規定による選考の方法」を加える。 

第２５条中「第２７条の２第１項各号、」の次に「学校教育法第１条に規定する」を加え、「にあっては学校教育法」を「にあ

っては同法」に改める。 

第３４条第１項中「法第１９条第１号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども」を「教育認定子ども」

に改め、同条第２項中「法第１９条第１号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもの数」を「教育認定

子ども」に、「同条第２号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども」を「満３歳以上保育認定子ども」

に改め、同条第３項中「同号に掲げる小学校就学前子どもに」を「教育認定子ども」に、「同号又は同条第２号に掲げる小学校就

学前子どもに」を「教育認定子ども又は満３歳以上保育認定子ども」と、「同号」とあるのは「同条第２号」に、「同条第４項第

３号イ(ｱ)中「教育・保育給付認定子ども」とあるのは「教育・保育給付認定子ども」を「同条第４項第３号イ(ｱ)中「教育認定子

ども」とあるのは「教育認定子ども」に、「同号イ(ｲ)中「教育・保育給付認定子ども」とあるのは「教育・保育給付認定子ども」

を「同号イ(ｲ)中「満３歳以上保育認定子ども」とあるのは「満３歳以上保育認定子ども」に改める。 

第３５条第１項中「法第１９条第２号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども」を「満３歳以上保育

認定子ども」に改め、同条第２項中「法第１９条第２号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもの数」

を「満３歳以上保育認定子ども」に、「同条第１号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども」を「教育

認定子ども」に改め、同条第３項中「利用している同号」を「教育認定子ども」に、「利用している同条第１号又は第２号」を

「教育認定子ども又は満３歳以上保育認定子ども」に、「の同号」を「同号」に、「の同条第１号」を「同条第１号」に、「同条

第４項第３号イ(ｱ)中「教育・保育給付認定子ども」とあるのは「教育・保育給付認定子ども」を「同条第４項第３号イ(ｱ)中「教

育認定子ども」とあるのは「教育認定子ども」に、「同号イ(ｲ)中「教育・保育給付認定子ども」とあるのは「教育・保育給付認

定子ども」を「同号イ(ｲ)中「満３歳以上保育認定子ども」とあるのは「満３歳以上保育認定子ども」に改める。 

第３６条第２項を次のように改める。 

２ 特定地域型保育事業者（満３歳以上限定小規模保育事業者（満３歳以上限定小規模保育事業を行う者をいう。以下同じ。）を

除く。）は、次の各号に掲げる地域型保育事業の区分に応じ、当該地域型保育事業を行う事業所ごとに、当該各号に定める利用

定員を、満１歳に満たない小学校就学前子どもと満１歳以上の小学校就学前子どもに区分して定めるものとする。 

(1) 家庭的保育事業、満３歳未満等小規模保育事業及び居宅訪問型保育事業 法第１９条第３号に掲げる小学校就学前子どもに

係る利用定員 

(2) 事業所内保育事業 法第４３条第３項に規定する労働者等監護満３歳未満小学校就学前子どもに係る利用定員及びその他の

法第１９条第３号に掲げる小学校就学前子どもに係る利用定員 

第３６条に次の１項を加える。 

３ 特定地域型保育事業者（満３歳以上限定小規模保育事業者に限る。）は、満３歳以上限定小規模保育事業を行う事業所ごとに、

法第１９条第２号に掲げる小学校就学前子どもに係る利用定員を定めるものとする。 

第３８条第２項中「特定地域型保育事業者」の次に「（満３歳以上限定小規模保育事業者を除く。）」を、「及び特定地域型保

育事業所」の次に「（法第２９条第３項第１号に規定する特定地域型保育事業所をいう。以下同じ。）」を、「この章」の次に

「（第４２条第１項を除く。）」を加え、同条第４項中「満３歳未満保育認定子ども」を「保育認定子ども」に改め、同項を同条

第５項とし、同条第３項中「前項」を「前２項」に、「同項の選考方法」を「前２項の規定による選考の方法」に改め、同項を同

条第４項とし、同条第２項の次に次の１項を加える。 

３ 特定地域型保育事業者（満３歳以上限定小規模保育事業者に限る。）は、利用の申込みに係る法第１９条第２号に掲げる小学

校就学前子どもの数及び特定地域型保育事業所を現に利用している満３歳以上保育認定子どもの総数が、当該特定地域型保育事

業所の同号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る利用定員の総数を超える場合においては、教育・保育給付認定に基づき、

保育の必要の程度及び家族等の状況を勘案し、保育を受ける必要性が高いと認められる満３歳以上保育認定子どもが優先的に利

用できるよう、選考するものとする。 

第３９条第２項及び第４０条中「満３歳未満保育認定子ども」を「保育認定子ども」に改める。 

第４１条第１項中「この項」の次に「、次項及び第４項」を加え、同項第１号中「満３歳未満保育認定子ども」を「保育認定子

ども」に改め、同項第３号中「特定地域型保育事業者」の次に「（満３歳以上限定小規模保育事業者を除く。第６項、第７項及び

第１２項において同じ。）」を、「により特定地域型保育」の次に「（満３歳以上限定小規模保育を除く。第６項及び第１２項に

おいて同じ。）」を、「その他の」の次に「法第１９条第３号に掲げる」を加え、「以下この号及び」を削り、同条第７項中「の

ものに限る。）」の次に「又は満３歳以上限定小規模保育事業を行う事業所」を加え、同条中第１１項を第１２項とし、第８項か
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ら第１０項までを１項ずつ繰り下げ、第７項の次に次の１項を加える。 

８ 特定地域型保育事業者（満３歳以上限定小規模保育事業者に限る。）は、第１項本文の規定にかかわらず、連携施設の確保に

当たって、同項第３号に係る連携協力を求めることを要しない。 

第４２条第１項中「教育・保育給付認定保護者」の次に「（満３歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者に限

る。）」を加える。 

第４５条第７号中「に規定する選考方法」を「及び第３項の規定による選考の方法」に改める。 

第４６条第１項及び第２項ただし書並びに第４８条第２項中「満３歳未満保育認定子ども」を「保育認定子ども」に改める。 

第４９条中「満３歳未満保育認定子どもに限り、特定満３歳以上保育認定子ども」を「教育認定子ども」に、「第１２条の見出

し中「特定教育・保育」とあるのは「特定地域型保育」と、第１４条の見出し中「施設型給付費」とあるのは「地域型保育給付費」

と、同条第１項」を「第１４条第１項」に改め、「事業」と」の次に「、第２５条中「第３３条の１０第１項各号（幼保連携型認

定こども園である特定教育・保育施設の職員にあっては認定こども園法第２７条の２第１項各号、学校教育法第１条に規定する幼

稚園である特定教育・保育施設の職員にあっては同法第２８条第２項において準用する認定こども園法第２７条の２第１項各号）」

とあるのは「第３３条の１０第１項各号」と」を加える。 

第５０条の見出しを削り、同条の前に見出しとして「（特別利用地域型保育の基準）」を付し、同条第１項中「が法第１９条第

１号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども」を「（満３歳以上限定小規模保育事業者を除く。以下こ

の条において同じ。）が教育認定子ども」に改め、同条第２項中「法第１９条第１号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教

育・保育給付認定子どもの数」を「教育認定子ども」に、「次条第１項」を「第５２条第１項」に、「法第１９条第２号に掲げる

小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども」を「満３歳以上保育認定子ども」に改め、同条第３項中「いう。次条

第３項」の次に「及び第５２条第３項」を、「この章（」の次に「第３６条第３項、第３８条第３項及び」を加え、「含む。次条

第３項」を「含む。第５２条第３項」に、「この章において同じ」を「この章（第４２条第１項を除く。）」に、「同条第１号又

は第３号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども（第５１条第１項」を「教育認定子ども及び満３歳未

満保育認定子ども（特定満３歳以上保育認定子どもを除き、第５２条第１項」に、「法第１９条第２号に掲げる小学校就学前子ど

もに該当する教育・保育給付認定子どもを含む」を「満３歳以上保育認定子どもを含む。）」に、「同条第３号」を「法第１９条

第３号」に改め、「第４２条第１項中「教育・保育給付認定保護者」の次に「（満３歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付

認定保護者に限る。）」を加え、「法第１９条第１号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども」を「教

育認定子ども」に改める。 

第５２条を第５３条とする。 

第５１条第１項中「が法第１９条第２号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども」を「（満３歳以上

限定小規模保育事業者を除く。以下この条において同じ。）が満３歳以上保育認定子ども」に改め、同条第２項中「法第１９条第

２号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもの数」を「満３歳以上保育認定子ども」に、「同条第３号

に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども（前条第１項」を「満３歳未満保育認定子ども（第５０条第１

項」に、「法第１９条第１号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育認定子ども」を「教育認定子ども」に改め、同条

第３項中「教育・保育給付認定保護者」」を「満３歳未満保育認定子ども」」に改め、「教育・保育給付認定保護者（」を削り、

「法第１９条第２号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども」を「満３歳以上保育認定子ども」に改め、

「に係る教育・保育給付認定保護者に限る。）」を削り、「令第４条第１項第２号に規定する満３歳以上保育認定子どもをいう」

を「特定満３歳以上保育認定子どもを除く」に改め、第３章第３節中同条を第５２条とし、第５０条の次に次の１条を加える。 

第５１条 特定地域型保育事業者（満３歳以上限定小規模保育事業者に限る。以下この条において同じ。）が教育認定子どもに対

し特別利用地域型保育を提供する場合には、池田市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例に規定する基準

を遵守しなければならない。 

２ 特定地域型保育事業者が、前項の規定により特別利用地域型保育を提供する場合には、当該特別利用地域型保育に係る教育認

定子ども及び特定地域型保育事業所を現に利用している満３歳以上保育認定子どもの総数が、第３６条第３項の規定により定め

られた利用定員の数を超えないものとする。 

３ 特定地域型保育事業者が、第１項の規定により特別利用地域型保育を提供する場合には、特定地域型保育には特別利用地域型

保育を、地域型保育給付費には特例地域型保育給付費をそれぞれ含むものとして、この章（第３６条第２項、第３８条第２項及

び第３９条第２項を除き、第４９条において準用する第８条から第１４条まで（第１０条及び第１３条を除く。）、第１７条か

ら第１９条まで及び第２３条から第３２条までを含む。）の規定を適用する。この場合において、第３８条第３項中「第１９条

第２号」とあるのは「第１９条第１号」と、「満３歳以上保育認定子ども」とあるのは「教育認定子ども又は満３歳以上保育認

定子ども」と、「同号」とあるのは「同条第２号」と、「教育・保育給付認定に基づき、保育の必要の程度及び家族等の状況を

勘案し、保育を受ける必要性が高いと認められる満３歳以上保育認定子どもが優先的に利用できるよう、」とあるのは「抽選、

申込みを受けた順序により決定する方法、当該特定地域型保育事業者の保育に関する理念、基本方針等に基づく選考その他公正

な方法により」と、第４２条第１項中「満３歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者に限る」とあるのは「特別

利用地域型保育の対象となる教育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者を除く」と、同条第２項中「第２９条第３項第１

号に掲げる」とあるのは「第３０条第２項第２号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の」と、同条第３項中「前２

項」とあるのは「前項」と、同条第４項中「前３項」とあるのは「前２項」と、「掲げる費用」とあるのは「掲げる費用及び食
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事の提供（第１３条第４項第３号ア又はイに掲げるものを除く。）に要する費用」と、同条第５項中「前各項」とあるのは「前

３項」とする。 

（池田市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正） 

第２条 池田市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２６年池田市条例第２２号）の一部を次のように

改正する。 

第３条中「又は同条第１２項第２号」を「若しくは同条第１２項第２号」に改め、「場合」の次に「又は同条第１０項第３号の

規定に基づき保育を必要とする児童であって満３歳以上のものについて保育を行う場合」を加える。 

第７条第１項中「事項」の次に「（法第６条の３第１０項第３号に掲げる事業（以下「満３歳以上限定小規模保育事業」とい

う。）を行う事業者（以下「満３歳以上限定小規模保育事業者」という。）にあっては、第１号及び第２号に掲げる事項）」を加

え、同項第３号中「家庭的保育事業者等」の次に「（満３歳以上限定小規模保育事業者を除く。第６項及び第７項において同

じ。）」を加え、同条第７項中「のものに限る。）」の次に「又は満３歳以上限定小規模保育事業を行う事業所」を加える。 

第２０条第６号中「利用定員」の次に「（満３歳以上限定小規模保育事業者にあっては、満３歳以上の幼児の利用定員）」を加

える。 

第２９条中「小規模保育事業は」を「小規模保育事業の基準は」に、「とする」を「の区分によるものとし、満３歳以上限定小

規模保育事業は、小規模保育事業Ａ型による」に改める。 

第３１条第２項第３号中「第６条の３第１０項第２号」の次に「又は第３号」を加える。 

第３７条中「第６条の３第１０項」を「第６条の３第１０項第１号」に改める。 

第５０条中「、同条第４号中「次号」とあるのは「第５０条において準用する次号」と」を削る。 

附則第４項中「家庭的保育事業者等（」の次に「満３歳以上限定小規模保育事業者及び」を加える。 

附則第７項中「家庭的保育事業等」の次に「（満３歳以上限定小規模保育事業を除く。）」を加える。 

附 則 

この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 

                                                            

池田市環境保全条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

令和８年３月２７日 

池田市長 瀧 澤 智 子    

池田市条例第１７号 

   池田市環境保全条例の一部を改正する条例 

池田市環境保全条例（昭和５３年池田市条例第１４号）の一部を次のように改正する。 

第２０条第３号の表中「第二種住居地域」の次に「、準住居地域」を加える。 

附 則 

この条例は、令和８年３月３１日から施行する。 

 

                                                            

池田市議会議員定数条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

令和８年３月３０日 

池田市長 瀧 澤 智 子    

池田市条例第１８号 

池田市議会議員定数条例の一部を改正する条例 

 池田市議会議員定数条例（昭和３３年池田市条例第２４号）の一部を次のように改正する。 

 本則中「２２人」を「２１人」に改める。 

   附 則 

 この条例は、次の一般選挙から施行する。 

 

                                                            

池田市議会常任委員会及び特別委員会条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

令和８年３月３０日 

池田市長 瀧 澤 智 子    

池田市条例第１９号 

池田市議会常任委員会及び特別委員会条例の一部を改正する条例 

 池田市議会常任委員会及び特別委員会条例（平成９年池田市条例第３３号）の一部を次のように改正する。 

 第２条第２項の表総務委員会の項中「監査事務局及び選挙管理委員会」を「選挙管理委員会、監査委員、公平委員会及び固定資産

評価審査委員会」に改め、同表厚生委員会の項中「福祉部及び子ども・健康部」を「健康福祉部及びこども未来部」に改め、同表土
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木消防委員会の項中「まちづくり環境部、」を削る。 

 第１７条中「教育委員会の教育長」を「教育長」に、「公平委員会の委員長、農業委員会の会長及び監査委員」を「監査委員、公

平委員会の委員長、農業委員会の会長及び固定資産評価審査委員会の委員長」に改める。 

   附 則 

 この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 

                                                            

池田市市税条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

令和８年３月３１日 

池田市長 瀧 澤 智 子    

池田市条例第２０号 

池田市市税条例の一部を改正する条例 

池田市市税条例（平成１７年池田市条例第２２号）の一部を次のように改正する。 

第９条中「種別割」を「軽自動車税」に改める。 

第１１条中「、第９３条の６第１項」を削り、同条第２号及び第３号中「第９３条の６第１項の申告書、」を削る。 

第２０条第３項中「以下この項及び次項並びに」を「次項及び」に改め、「。）」の次に「（同号ロに掲げるものを除く。以下こ

の項において同じ。）」を加える。 

第９２条第１項中「３輪以上の軽自動車に対し、当該３輪以上の軽自動車の取得者に環境性能割によって、法第４４２条第３号」

を「法第４４２条第１号」に改め、「種別割によって」を削り、同条第２項を削り、同条第３項中「種別割」を「軽自動車税」に、

「、第１項」を「、前項」に、「その使用者に」を「当該軽自動車等の使用者に軽自動車税を」に改め、同項ただし書中「これを課

さない」を「この限りでない」に改め、同項を同条第２項とする。 

第９３条第１項中「、軽自動車税の賦課徴収については」及び「前条第１項に規定する３輪以上の軽自動車の取得者（以下この節

において「３輪以上の軽自動車の取得者」という。）又は」を削り、同条第２項中「３輪以上の軽自動車の取得者又は」を削り、同

条第３項及び第４項を削る。 

第９３条の２の２から第９３条の８までを削る。 

第９４条（見出しを含む。）、第９５条（見出しを含む。）及び第９６条（見出しを含む。）中「種別割」を「軽自動車税」に改

める。 

第９７条の見出し中「種別割」を「軽自動車税」に改め、同条第１項中「種別割」を「軽自動車税」に、「第３３号の４の２様式」

を「第３３号の４様式」に改め、同条第２項及び第３項中「第３３号の４の２様式」を「第３３号の４様式」に改める。 

第９８条の見出し、第９９条（見出しを含む。）及び第１００条（見出しを含む。）中「種別割」を「軽自動車税」に改める。 

第１０１条第２項中「第９２条第３項ただし書」を「第９２条第２項ただし書」に、「種別割」を「軽自動車税」に改め、同条第

７項中「種別割」を「軽自動車税」に改める。 

附則第１１条の２の前の見出しを削り、同条を次のように改める。 

第１１条の２ 削除 

 附則第１１条の３に見出しとして「（個人の市民税の住宅借入金等特別税額控除）」を付し、同条第１項中「居住年が平成１１年

から平成１８年まで又は」を「同法第４１条第１項に規定する居住年が」に、「において、前条第１項の規定の適用を受けないとき

は、法附則第５条の４の２第５項」を「には、法附則第５条の４第５項」に改める。 

 附則第１３条第２項中「第９項、第１３項、第１５項から第１７項まで、第１９項、第２４項、第３１項から第３３項まで、第３

７項、第４１項若しくは第４４項」を「第８項、第１２項、第１４項から第１６項まで、第１８項、第２３項、第３０項から第３２

項まで、第３６項、第４０項若しくは第４３項」に改める。 

 附則第１３条の２第３項中「附則第１５条第２５項第１号イ」を「附則第１５条第２４項第１号イ」に、「３分の２」を「３分の

１以上３分の２以下の範囲内において市長が定める割合」に改め、同条第４項中「附則第１５条第２５項第１号ロ」を「附則第１５

条第２４項第１号ロ」に、「３分の２」を「３分の１以上３分の２以下の範囲内において市長が定める割合」に改め、同条第５項中

「附則第１５条第２５項第１号ハ」を「附則第１５条第２４項第１号ハ」に、「３分の２」を「３分の１以上３分の２以下の範囲内

において市長が定める割合」に改め、同条第６項中「附則第１５条第２５項第１号ニ」を「附則第１５条第２４項第１号ニ」に、

「３分の２」を「３分の１以上３分の２以下の範囲内において市長が定める割合」に改め、同条第７項中「附則第１５条第２５項第

２号」を「附則第１５条第２４項第２号」に、「７分の６」を「２分の１以上１０分の７以下の範囲内において市長が定める割合」

に改め、同条第８項中「附則第１５条第２５項第３号イ」を「附則第１５条第２４項第３号イ」に、「４分の３」を「２分の１以上

６分の５以下の範囲内において市長が定める割合」に改め、同条第９項中「附則第１５条第２５項第３号ロ」を「附則第１５条第２

４項第３号ロ」に、「４分の３」を「２分の１以上６分の５以下の範囲内において市長が定める割合」に改め、同条第１０項中「附

則第１５条第２５項第３号ハ」を「附則第１５条第２４項第４号」に改め、同条第１１項から第１３項までを削り、同条第１４項中

「附則第１５条第３２項」を「附則第１５条第３１項」に改め、同項を同条第１１項とし、同条第１５項中「附則第１５条第３７項」

を「附則第１５条第３６項」に改め、同項を同条第１２項とし、同条第１６項中「附則第１５条第４０項」を「附則第１５条第３９

項」に改め、同項を同条第１３項とし、同条第１７項中「附則第１５条第４１項」を「附則第１５条第４０項」に改め、同項を同条
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第１４項とし、同条中第１８項を第１５項とし、第１９項を第１６項とする。 

 附則第１４条の見出し中「固定資産税」を「固定資産税等」に改め、同条第７項中「附則第１２条第１６項」を「附則第１２条第

１７項」に改め、同条第８項中「附則第１２条第１９項」を「附則第１２条第２０項」に改め、同条第９項第４号中「附則第１２条

第２３項」を「附則第１２条第２４項」に改め、同項第６号中「附則第１２条第２４項」を「附則第１２条第２５項」に改め、同条

第１０項第５号及び第１２項第５号中「附則第１２条第３１項」を「附則第１２条第３２項」に改め、同条第１５項中「附則第１２

条第１９項」を「附則第１２条第２０項」に改め、同条第１６項中「改修実演芸術公演施設」を「改修特別特定建築物」に、「高齢

者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則（平成１８年国土交通省令第１１０号）第１０条第２項に規定する通知

書の写し及び主として劇場、音楽堂等の活性化に関する法律（平成２４年法律第４９号）第２条第２項に規定する実演芸術の公演の

用に供する施設である」を「施行規則附則第７条の２第１項に規定する補助に係る補助金確定通知書の写し及び高齢者、障害者等の

移動等の円滑化の促進に関する法律（平成１８年法律第９１号）第１４条第１項に規定する建築物移動等円滑化基準（同条第３項の

条例で付加した事項を含む。）又は同法第１７条第３項第１号に規定する同法第２条第２０号に規定する建築物特定施設の構造及び

配置に関する基準に適合する」に改め、同項第３号中「第５条第３号に規定する劇場若しくは演芸場又は同条第４号に規定する集会

場若しくは公会堂」を「第５条各号に掲げる特別特定建築物（高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第１４条第３

項の条例で定める同法第２条第１８号に規定する特定建築物を含む。）」に改める。 

 附則第３４条の２から第３４条の６までを削る。 

 附則第３５条の見出し中「の種別割」を削り、同条第１項中「法第４４４条第３項に規定する」を「道路運送車両法第６０条第１

項後段の規定による」に、「から第４項まで」を「及び第３項」に改め、「の種別割」を削り、同条第２項中「令和４年４月１日か

ら令和８年３月３１日」を「令和７年４月１日から令和１０年３月３１日」に改め、「の種別割」を削り、同条第３項中「法第４４

６条第１項第３号」を「同項」に改め、「及び次項」を削り、「令和４年４月１日」を「令和７年４月１日」に、「当該初回車両番

号指定を受けた日の属する年度の翌年度分」を「令和８年度分」に改め、「の種別割」を削り、同条第４項を削る。 

 附則第３５条の２の見出し中「の種別割」を削り、同条第１項中「の種別割」を削り、「から第４項まで」を「又は第３項」に改

め、同条第２項及び第３項中「の種別割」を削り、同条第４項を削る。 

 附則第３６条第３項第２号、第３７条第３項第２号及び第３８条第３項第２号中「、附則第１１条の２第１項及び附則第１１条の

３第１項」を「及び第１１条の３第１項」に改める。 

 附則第３９条第１項及び第２項中「令和８年度」を「令和１１年度」に改める。 

 附則第４１条第５項第２号、第４２条第２項第２号及び第４８条第２項第２号中「、附則第１１条の２第１項及び附則第１１条の

３第１項」を「及び第１１条の３第１項」に改める。 

附則第４９条第２項第２号及び第５項第２号並びに第５０条第２項第２号及び第５項第２号中「、第１１条の２第１項」を削る。 

附 則 

（施行期日） 

第１条 この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 （固定資産税に関する経過措置） 

第２条 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の池田市市税条例（次条第１項及び附則第４条第１項において「新条

例」という。）の規定中固定資産税に関する部分は、令和８年度以後の年度分の固定資産税について適用し、令和７年度分までの

固定資産税については、なお従前の例による。 

２ 令和６年４月１日から令和８年３月３１日までの間に新たに取得された地方税法等の一部を改正する法律（令和８年法律第２号）

第１条の規定による改正前の地方税法（昭和２５年法律第２２６号。次項及び附則第４条第２項において「旧法」という。）附則

第１５条第２５項に規定する特定再生可能エネルギー発電設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 

３ 平成３０年４月１日から令和８年３月３１日までの間に旧法附則第１５条の１１第１項に規定する利便性等向上改修工事が行わ

れた同項に規定する改修実演芸術公演施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 

 （軽自動車税に関する経過措置） 

第３条 新条例の規定中軽自動車税に関する部分は、令和８年度以後の年度分の軽自動車税について適用する。 

２ この条例の施行の日前の３輪以上の軽自動車の取得に対して課する軽自動車税の環境性能割については、なお従前の例による。 

３ 令和７年度以前の年度分の軽自動車税の種別割については、なお従前の例による。 

（都市計画税に関する経過措置） 

第４条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中都市計画税に関する部分は、令和８年度以後の年度分の都市計画税について

適用し、令和７年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。 

２ 平成３０年４月１日から令和８年３月３１日までの間に旧法附則第１５条の１１第１項に規定する利便性等向上改修工事が行わ

れた同項に規定する改修実演芸術公演施設に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。 

 （池田市市税条例等の一部を改正する条例の一部改正） 

第５条 池田市市税条例等の一部を改正する条例（平成２６年池田市条例第２５号）の一部を次のように改正する。 

  附則第６条中「の種別割」を削る。 
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 池田市個人番号の利用等及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  令和８年１月５日 

池田市長 瀧 澤 智 子   

池田市規則第１号 

池田市個人番号の利用等及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則の一部を改正する規則 

池田市個人番号の利用等及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則（平成２７年池田市規則第４８号）の一部を次のように改

正する。 

別表の１の項を削り、同表の２の項中「地方税関係情報」を「地方税法（昭和２５年法律第２２６号）その他の地方税に関する法

律並びに大阪府税条例（昭和２５年大阪府条例第７５号）及び池田市市税条例（平成１７年池田市条例第２２号）の規定により算定

した税額又はその算定の基礎となる事項に関する情報（以下「地方税関係情報」という。）」に改め、同項を同表の１の項とし、同

表の３の項中「生活保護法」の次に「（昭和２５年法律第１４４号）」を、「進学・就職準備給付金の支給」の次に「、被保護者健

康管理支援事業の実施」を加え、「住民票関係情報、国民年金法（昭和３４年法律第１４１号）、私立学校教職員共済法（昭和２８

年法律第２４５号）、厚生年金保険法（昭和２９年法律第１１５号）、国家公務員共済組合法（昭和３３年法律第１２８号）又は地

方公務員等共済組合法（昭和３７年法律第１５２号）による年金である給付の支給又は保険料の徴収に関する情報（以下「年金給付

関係情報」を「住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）第７条第４号に規定する事項（以下「住民票関係情報」に改め、同項を

同表の２の項とし、同表の４の項中「池田市市税条例」の次に「、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律（平成３１年法律第

３号）又は特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律（平成３１年法律第４号）」を、「による地方税」及び「又は地方

税」の次に「、森林環境税若しくは特別法人事業税」を、「同法第１３６条第１項、第１３８条第１項又は第１４１条第１項の規定

により通知することとされている事項に関する情報」の次に「、住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報（以下「住登外者

宛名情報」という。）」を加え、同項を同表の３の項とし、同項の次に次のように加える。 

 

 

 

別表中６の項を削り、７の項を６の項とし、同表の８の項中「）による」の次に「相談、支援、」を、「妊産婦の訪問指導」の次

に「、産後ケア事業の実施」を加え、「又は費用」を「、費用」に改め、「徴収」の次に「又はこども家庭センターの事業の実施」

を加え、「（道府県民税に関する情報に限る。）」を「、生活保護法による保護の実施又は就労自立給付金若しくは進学・就職準備

給付金の支給に関する情報（同法に準じて実施する生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置の実施に関する情報を含む。以下

「生活保護関係情報」という。）」に改め、同項を同表の７の項とし、同表の９の項を削り、同表の１０の項中「保健事業」を「同

法第１２５条第１項の高齢者保健事業若しくは同条第５項の事業」に、「生活保護法による保護の実施又は就労自立給付金若しくは

進学・就職準備給付金の支給に関する情報（生活保護法に準じて実施する生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置の実施に関

する情報を含む。以下「生活保護関係情報」という。）」を「国民健康保険の被保険者の資格に関する情報（以下「国民健康保険資

格関係情報」という。）、生活保護関係情報、国民年金法（昭和３４年法律第１４１号）、私立学校教職員共済法（昭和２８年法律

第２４５号）、厚生年金保険法（昭和２９年法律第１１５号）、国家公務員共済組合法（昭和３３年法律第１２８号）又は地方公務

員等共済組合法（昭和３７年法律第１５２号）による年金である給付の支給又は保険料の徴収に関する情報（以下「年金給付関係情

報」という。）、住登外者宛名情報」に改め、同項を同表の８の項とし、同表の１１の項中「、年金給付関係情報」を削り、同項を

同表の９の項とし、同項の次に次のように加える。 

 

 

 

別表中１２の項を削り、１３の項を１１の項とし、同表の１４の項中「児童扶養手当関係情報」を「児童扶養手当法（昭和３６年

法律第２３８号）による児童扶養手当の支給に関する情報（以下「児童扶養手当関係情報」という。）」に改め、同項を同表の１２

の項とし、同表中１５の項を１３の項とし、同表の１６の項中「児童手当法」の次に「（昭和４６年法律第７３号）」を加え、「身

体障害者関係情報」を「身体障害者福祉法による身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報」に、「特別児童扶養手当

支給関係情報」を「特別児童扶養手当等の支給に関する法律（昭和３９年法律第１３４号）による特別児童扶養手当の支給に関する

情報」に、「生活保護法による保護の実施又は就労自立給付金若しくは進学・就職準備給付金の支給に関する情報」を「生活保護関

係情報」に改め、同項を同表の１４の項とし、同表に次のように加える。 

 

 

 

 

規   則 

 

４ 国民健康保険法による保険給付の支給、保険料の徴収に関す

る事務又は保健事業の実施に関する事務 

住登外者宛名情報 

 

１０ 健康増進法（平成１４年法律第１０３号）による健康増

進事業の実施に関する事務 

地方税関係情報、住民票関係情報、生活保護関係情報 

 

１５ 住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報の管理

に関する事務 

３の項に掲げる事務に関する住登外者の情報、４の項に

掲げる事務に関する住登外者の情報、８の項に掲げる事

務に関する住登外者の情報 
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附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 

 

                                                            

池田市市税条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

令和８年１月２７日 

池田市長 瀧 澤 智 子    

池田市規則第２号 

池田市市税条例施行規則の一部を改正する規則 

池田市市税条例施行規則（平成１７年池田市規則第５２号）の一部を次のように改正する。 

第４６号様式を次のように改める。 

（様式 略） 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、令和８年２月２日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この規則による改正後の第４６号様式に規定する様式による申告書は、令和８年度以後の年度分の個人の市民税の申告について

使用するものとし、令和７年度分までの個人の市民税の申告については、なお従前の例による。 

 

                                                            

池田市消防団員等の公務災害補償に関する補償基礎額等を定める規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

令和８年２月１０日 

池田市長 瀧 澤 智 子    

池田市規則第３号 

池田市消防団員等の公務災害補償に関する補償基礎額等を定める規則の一部を改正する規則 

池田市消防団員等の公務災害補償に関する補償基礎額等を定める規則（平成８年池田市規則第４０号）の一部を次のように改正す

る。 

第３条第１項第２号中「９，７００円」を「１０，０００円」に改め、同号ただし書中「１４，５００円」を「１５，０００円」

に改め、同条第２項中「１００円」を「４３３円」に、「に該当する扶養親族については１人につき３８３円を、第３号から第６号」

を「から第５号」に改め、同項中第１号を削り、第２号を第１号とし、第３号から第６号までを１号ずつ繰り上げる。 

別表団長及び副団長の項中「１２，９００円」を「１３，３４０円」に、「１３，７００円」を「１４，１７０円」に、「１４，

５００円」を「１５，０００円」に改め、同表分団長及び副分団長の項中「１１，３００円」を「１１，６７０円」に、「１２，１

００円」を「１２，５００円」に、「１２，９００円」を「１３，３４０円」に改め、同表部長、班長及び団員の項中「９，７００

円」を「１０，０００円」に、「１０，５００円」を「１０，８４０円」に、「１１，３００円」を「１１，６７０円」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、令和８年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則による改正後の第３条第１項第２号及び第２項並びに別表の規定は、この規則の施行の日以後に支給すべき事由の生じ

た損害補償（池田市消防団員等公務災害補償条例（昭和４１年池田市条例第１８号）第４条第３号に規定する傷病補償年金、同条

第４号アに規定する障害補償年金及び同条第６号アに規定する遺族補償年金（以下これらを「傷病補償年金等」という。）を除く。

以下同じ。）及び同日以後の期間に係る傷病補償年金等について適用し、同日前に支給すべき事由の生じた損害補償及び同日前の

期間に係る傷病補償年金等については、なお従前の例による。 

 

                                                            

池田市市税条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  令和８年２月２４日 

池田市長 瀧 澤 智 子    

池田市規則第４号 

池田市市税条例施行規則の一部を改正する規則 

第１条 池田市市税条例施行規則（平成１７年池田市規則第５２号）の一部を次のように改正する。 

様式一覧の表１２の項中「軽自動車税（種別割）減免申請書（身体障害者等以外用）」を「軽自動車税（種別割）減免申請書」

に、「第１００条第４項」を「第１００条第２項、第４項」に改め、同表１３の項を次のように改める。 

１３ 削除 
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様式一覧の表１７の項中「原動機付自転車 小型特殊自動車 標識交付証明書」を「原動機付自転車・小型特殊自動車 標識交

付証明書」に改め、同表２６―４の項中「徴収猶予の延長取消通知書」を「徴収猶予の期間延長取消通知書」に改め、同表２７―

２の項及び２８―２の項中「第１５条の５の２第３項、」及び「第６条の５第２項、」を削り、同表２８―４の項中「換価猶予の

延長取消通知書」を「換価猶予の期間延長取消通知書」に改め、同表３３の項中「未納の税額がないことの証明書申請書」を「完

納証明申請書」に改め、同表３４の項中「未納の税額がないことの証明書」を「完納証明書」に改め、同表４９の項中「市・府民

税証明書」を「課税証明書」に改め、同表５５の項中「固定資産税・都市計画税更正決定通知書（土地・家屋）」を「固定資産

税・都市計画税 更正（価格）決定通知書」に改め、同表５６の項中「固定資産税・都市計画税更正決定通知書（賦課）」を「固

定資産税・都市計画税 更正（賦課）決定通知書」に改め、同表５７の項中「土地課税台帳兼土地補充課税台帳」を「土地（補充）

課税台帳」に改め、同表５８の項中「家屋課税台帳兼家屋補充課税台帳」を「家屋（補充）課税台帳」に改め、同表６１の項中

「固定資産課税明細書（名寄帳・閲覧帳簿）」を「名寄帳兼（補充）課税台帳（土地・家屋・償却資産）」に改め、同表６３の項

中「評価証明書」を「固定資産（土地・家屋）評価証明書」に改め、同表６４の項中「登録事項証明（公租公課証明）」を「固定

資産（土地・家屋）公課証明書」に改め、同表６５の項を次のように改める。 

６５ 削除 

様式一覧の表６６の項中「評価証明書（償却資産）（固定資産課税台帳登録事項証明書）」を「固定資産（償却資産）評価証明

書」に改め、同表６７の項を次のように改める。 

６７ 削除 

様式一覧の表６８の項中「登録事項証明（公租公課証明）書（償却資産）」を「固定資産（償却資産）公課証明書」に改め、同

表７０の項中「固定資産 資産証明書」を「資産証明書」に改め、同項の次に次の１項を加える。 

７０―２ 償却資産証明書 法第３８２条の３ 

様式一覧の表８９の項中「原動機付自転車 小型特殊自動車 廃車証明書」を「原動機付自転車・小型特殊自動車 廃車申告受

付書」に改め、同表８９―２の項を削る。 

第１２号様式を次のように改め、同様式を第１２号様式（その１）とする。 

（様式 略） 

第１２号様式（その１）の次に次の１様式を加える。  

 （様式 略） 

第１３号様式を次のように改める。 

第１３号様式 削除 

第１７号様式を次のように改める。  

 （様式 略） 

第２４号様式（その１）から第２４号様式（その６）までを次のように改める。  

 （様式 略） 

第２４号様式（その６）の次に次の１様式を加える。 

 （様式 略） 

第２５号様式から第２８―４号様式までを次のように改める。  

（様式 略） 

第３２号様式を次のように改める。  

 （様式 略） 

  第３３号様式中「未納の税額がないことの証明書申請書」を「完納証明申請書」に改める。 

  第３４号様式を次のように改める。  

（様式 略） 

第３６号様式（その１）及び第３６号様式（その２）を次のように改める。  

 （様式 略） 

第３６号様式（その３）を削る。 

第４４号様式から第４５号様式までを次のように改める。 

 （様式 略） 

第４９号様式から第４９―３号様式までを次のように改める。  

 （様式 略） 

第５３号様式を次のように改める。 

 （様式 略） 

第５５号様式から第５８号様式までを次のように改める。  

 （様式 略） 

第６１号様式（その２）を削る。 

第６１号様式（その１）を次のように改め、同様式を第６１号様式とする。 



- 33 - 

 

 

（様式 略） 

第６２号様式（その１）から第６８号様式までを次のように改める。 

（様式 略） 

第７０号様式を次のように改める。  

 （様式 略） 

第７０号様式の次に次の１様式を加える。  

 （様式 略） 

第７１号様式を次のように改める。 

（様式 略） 

第８９号様式を次のように改め、同様式を第８９号様式（その１）とする。  

 （様式 略） 

第８９号様式（その１）の次に次の１様式を加える。 

 （様式 略） 

第８９―２号様式を削る。 

第２条 池田市市税条例施行規則の一部を次のように改正する。 

「           「 

 

                                 

                                     」             」 

  第２４号様式（その３）を次のように改める。 

 （様式 略） 

第４９号様式から第４９―３号様式までを次のように改める。 

 （様式 略） 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、令和８年２月２４日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 

 (1) 第２条中池田市市税条例施行規則第２４号様式（その３）の改正規定 令和８年５月１５日 

 (2) 第２条中池田市市税条例施行規則第４９号様式から第４９―３号様式までの改正規定 令和８年６月１日 

 (3) 第２条中池田市市税条例施行規則第２４号様式（その１）及び第２４号様式（その２）の改正規定 令和８年６月８日 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際現にある第１条の規定による改正前の池田市市税条例施行規則に規定する様式による書類については、所要

の修正を加え、当分の間第１条の規定による改正後の池田市市税条例施行規則に規定する様式による書類として使用することがで

きる。 

３ 令和８年３月９日までの間、多機能端末機（本市の電子計算機と電気通信回路で接続された民間事業者が設置する端末機で証明

等に係る文書を交付する機能を有するものをいう。）により交付する個人の市民税及び府民税並びに森林環境税（令和５年度以前

の年度分にあっては、個人の市民税及び府民税）の課税に関する証明書並びに所得に関する証明書の様式については、なお従前の

例による。 

 

                                                            

池田市国民健康保険条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

令和８年２月２４日 

池田市長 瀧 澤 智 子   

池田市規則第５号 

池田市国民健康保険条例施行規則の一部を改正する規則 

池田市国民健康保険条例施行規則（昭和３５年池田市規則第２２号）の一部を次のように改正する。 

第１９条第１項中「国民健康保険料納付額通知書」を「国民健康保険料額通知書」に改め、「様式第１１号）」の次に「又は国民

健康保険料決定（更正）通知書（様式第１２号）」を加え、同条第２項中「国民健康保険料特別徴収仮徴収のお知らせ（様式第１２

号）又は国民健康保険料特別徴収仮徴収額通知書（様式第１３号）」を「国民健康保険料仮徴収額のお知らせ（様式第１３号）又は

国民健康保険料仮徴収額決定通知書（様式第１４号）」に改め、同条第３項中「国民健康保険料変更通知書兼特別徴収中止通知書

（様式第１４号）」を「国民健康保険料特別徴収変更通知書（様式第１５号）」に改める。 

第２０条ただし書中「（納付書）納入済通知書（様式第１５号）」を「納付書（納入済通知書）（様式第１６号）」に改める。  

第２１条中「様式第１６号」を「様式第１７号」に改める。 

第２２条第１項中「様式第１７号」を「様式第１８号」に改め、同条第２項中「様式第１８号）により、」を「様式第１９号）に

より、」に、「様式第１９号）により当該」を「様式第２０号）により当該」に改める。 

未成 

年者 

特 

障 

他 

障 

寡 

婦 

    

▼本人該当区分 
特 

親 

未成 

年者 

特 

障 

他 

障 

寡 

婦 

     

▼本人該当区分 

第２４号様式（その１）及び第２４号様式（その２）中 

 

を 

 

に改める。 

 



- 34 - 

 

 

第２３条第１項中「様式第２０号」を「様式第２１号」に改め、同条第２項中「様式第２１号」を「様式第２２号」に改める。 

第２５条第２項を次のように改める。 

２ 市長は、過誤納に係る徴収金について、前項の規定により還付するときは還付通知書（様式第２３号）により、同項ただし書の

規定により充当するときは充当通知書（様式第２４号）により当該過誤納に係る納付義務者に通知しなければならない。 

第２５条第３項中「過誤納還付請求書（様式第２３号）」を「還付請求書（様式第２５号）」に改める。 

第２６条中「様式第２４号」を「様式第２６号」に改める。 

第２７条中「様式第２５号」を「様式第２７号」に改める。 

第２８条第１項中「様式第２６号」を「様式第２８号」に改め、同条第２項中「様式第２７号」を「様式第２９号」に、「様式第

２８号」を「様式第３０号」に改める。 

様式第１１号（その１）中「国民健康保険料 納付額通知書」を「国民健康保険料額通知書」に改める。 

様式第１１号（その２）を次のように改める。 

（様式 略） 

様式第１２号を次のように改め、同様式を様式第１２号（その１）とする。 

（様式 略） 

様式第１２号（その１）の次に次の１様式を加える。 

（様式 略） 

様式第１３号から様式第１６号までを次のように改める。 

（様式 略） 

様式第２２号を削る。 

様式第２１号中「（大阪府健康推進室国民健康保険課内）」を削り、同様式を様式第２２号とし、様式第２０号を様式第２１号と

する。 

様式第１９号中「（大阪府健康推進室国民健康保険課内）」を削り、同様式を様式第２０号とし、様式第１８号を様式第１９号と

し、様式第１７号を様式第１８号とし、様式第１６号の次に次の１様式を加える。 

（様式 略） 

様式第２３号を次のように改める。 

（様式 略） 

様式第２８号中「（大阪府健康推進室国民健康保険課内）」を削り、同様式を様式第３０号とする。 

様式第２７号中「（大阪府健康推進室国民健康保険課内）」を削り、同様式を様式第２９号とし、様式第２６号を様式第２８号と

し、様式第２５号を様式第２７号とし、様式第２４号を様式第２６号とし、様式第２３号の次に次の２様式を加える。 

（様式 略） 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、令和８年２月２４日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この規則の施行の日前に発行したこの規則による改正前の様式第１５号による納付書の取扱いについては、なお従前の例による。 

３ この規則の施行の際現に提出されているこの規則による改正前の様式第２３号による請求書は、この規則による改正後の様式第

２５号により提出されたものとみなす。 

４ この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式第２３号による請求書については、所要の修正を加え、当分の間この

規則による改正後の様式第２５号による請求書として使用することができる。 

 

                                                            

池田市子ども・子育て支援法施行細則の一部を改正する規則をここに公布する。 

令和８年３月３日 

池田市長 瀧 澤 智 子   

池田市規則第６号 

池田市子ども・子育て支援法施行細則の一部を改正する規則 

池田市子ども・子育て支援法施行細則（平成２７年池田市規則第１３号）の一部を次のように改正する。 

第１条の２の見出し中「申請」を「申請等」に改め、同条第１項中「法第１０条の９第１項の規定により同項に規定する認定（以

下「妊婦給付認定」という。）を受けようとする者」を「府令第１条の４の２第１項の申請書」に、「を市長に提出しなければなら

ない」を「とする」に改め、同項後段を削り、同条第２項中「市長は、前項に規定する申請書の提出があった場合は、その内容を審

査し、」を「法第１０条の９第２項の規定により」に、「とき」を「場合に係る府令第１条の４の５の規定による通知」に改め、

「同項に規定する」及び「（以下「妊婦支援給付金」という。）」を削り、「当該申請をした者に通知する」を「行うものとする」

に改め、同条第３項中「市長は、前項の規定による審査の結果、妊婦給付認定をしないとき」を「法第１０条の９第１項の規定によ

る妊婦給付認定の申請に対して却下することを決定した場合に係る府令第１条の４の５の規定による通知」に、「当該申請をした者
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に通知する」を「行うものとする」に改め、同条を第１条の２の２とし、第１条の次に次の１条を加える。 

（定義） 

第１条の２ この規則において使用する用語の意義は、法において使用する用語の例による。 

第１条の３中「市長は、」を削り、「とき」を「場合に係る府令第１条の４の５の規定による通知」に、「当該取消しに係る同条

に規定する妊婦給付認定者（以下「妊婦給付認定者」という。）に通知する」を「行う」に改める。 

第１条の４中「市長は、」を削り、「とき」を「場合」に、「は、その内容を」を「に係る府令第１条の４の５の規定による通知

は、」に、「当該支給に係る妊婦給付認定者に通知する」を「行う」に改める。 

第１条の５第２項を削る。 

第２条中「規定により」を削る。 

第３条の見出し中「申請」を「申請等」に改め、同条第１項中「小学校就学前子どもの保護者は、法第２０条第１項の規定により、

教育・保育給付の認定を受けようとするとき」を「府令第２条第１項の申請書」に、「を市長に提出しなければならない」を「とす

る」に改め、同条第２項中「市長は、前項に規定する申請書の提出があったときは、その内容を審査し、当該申請に係る小学校就学

前子どもの保護者が法第２０条第４項に規定する教育・保育給付認定保護者（以下「教育・保育給付認定保護者」という。）に該当

すると認めるとき」を「法第２０条第４項前段（法第２３条第３項又は第５項において準用する場合を含む。）の規定による通知」

に、「を当該申請に係る小学校就学前子どもの保護者に交付する」を「により行うものとし、これを府令第４条の２（府令第１３条

第１項において準用する場合を含む。）又は第１６条第１項の規定による交付に係る法第２０条第４項後段に規定する支給認定証と

する」に改め、同条第３項中「前項の規定による審査の結果、当該申請に係る小学校就学前子どもの保護者が教育・保育給付認定保

護者に該当しないと認める」を「法第２０条第１項の規定による教育・保育給付認定の申請に対して却下することを決定した」に、

「に係る小学校就学前子どもの保護者」を「をした者」に改め、「通知する」の次に「ものとする」を加える。 

第４条第１項中「の各号に掲げる」の次に「場合の」を加え、「掲げるところ」を「定めるところ」に改め、同項第５号中「前各

号に掲げる」の次に「場合の」を加え、同条第２項中「前項第４号」を「前項（第４号に係る部分に限る。）」に改める。 

第５条第１項及び第２項中「規定により」を削り、同項第２号中「当該育児休業」を「教育・保育給付認定が効力を生じた日から

当該育児休業」に改め、同条第３項中「規定により」を削り、同項第２号中「当該育児休業」を「教育・保育給付認定が効力を生じ

た日から当該育児休業」に改める。 

第６条中「教育・保育給付認定保護者は、法第２２条の規定により」を「府令第９条第１項の届書は、」に、「を市長に届け出な

ければならない」を「とする」に改める。 

第７条の見出し中「申請」を「申請等」に改め、同条第１項中「法第２３条第１項の規定により、既に受けた教育・保育給付認定

の変更の認定を受けようとするとき」を「府令第１１条第１項の申請書」に、「を市長に提出しなければならない」を「とする」に

改め、同条第２項中「第３条第２項及び第３項」を「第３条第３項」に、「前項に規定する」を「法第２３条第２項の」に改める。 

第８条中「市長は、法第２３条第４項の規定により職権で教育・保育給付認定の変更をしたとき」を「府令第１２条第１項の書面」

に、「により教育・保育給付認定保護者に通知する」を「とする」に改める。 

第９条中「市長は、法第２４条第１項の規定により教育・保育給付認定を取り消したとき」を「府令第１４条第１項の書面」に改

め、「により教育・保育給付認定保護者に通知するもの」を削る。 

第１０条中「教育・保育給付認定保護者は、」を削り、「規定により教育・保育給付認定の申請内容に変更があったとき」を「届

書」に、「を市長に届け出なければならない」を「とする」に改める。 

第１１条第１項中「教育・保育給付認定保護者は、」を削り、「規定により支給認定証の再交付の申請をしようとするとき」を

「申請書」に、「を市長に提出しなければならない」を「とする」に改め、同条第２項を削る。 

第１２条の見出し中「申請」を「申請等」に改め、同条第１項中「小学校就学前子どもの保護者は、法第３０条の５第１項の規定

により同項に規定する認定（以下「施設等利用給付認定」という。）を受けようとするとき」を「府令第２８条の３第１項の申請書」

に、「を市長に提出しなければならない」を「とする」に改め、同条第２項中「市長は、前項に規定する申請書の提出があったとき

は、その内容を審査し、当該申請に係る小学校就学前子どもの保護者が」を削り、「に規定する施設等利用給付認定保護者（以下

「施設等利用給付認定保護者」という。）に該当すると認めるとき」を「（法第３０条の８第３項において準用する場合を含む。）

の規定による通知」に、「当該申請に係る小学校就学前子どもの保護者に通知する」を「行うものとする」に改め、同条第３項中

「市長は、前項の規定による審査の結果、当該申請に係る小学校就学前子どもの保護者が施設等利用給付認定保護者に該当しないと

認めるとき」を「法第３０条の５第４項（法第３０条の８第３項において準用する場合を含む。）の規定による通知」に、「当該申

請に係る小学校就学前子どもの保護者に通知する」を「行うものとする」に改める。 

第１３条第１項中「規定により」を削り、同条第２項中「第２８条の５条第６号の規定により」を「第２８条の５第６号の」に改

め、「法第３０条の８第１項に規定する」及び「（以下「施設等利用給付認定子ども」という。）」を削り、同項第２号中「当該育

児休業」を「施設等利用給付認定が効力を生じた日から当該育児休業」に改める。 

第１４条中「施設等利用給付認定保護者は、法第３０条の７の規定により」を「府令第２８条の６第１項の届書は、」に、「を市

長に届け出なければならない」を「とする」に改める。 

第１５条第１項中「法第３０条の８第１項の規定により、既に受けた施設等利用給付認定の変更の認定を受けようとするとき」を

「府令第２８条の８第１項の申請書」に、「を市長に提出しなければならない」を「とする」に改め、同条第２項を削る。 

第１６条中「市長は、法第３０条の８第４項の規定により職権で施設等利用給付認定の変更をしたとき」を「法第３０条の８第５



- 36 - 

 

 

項において準用する法第３０条の５第３項の規定による通知」に、「施設等利用給付認定保護者に通知する」を「行うものとする」

に改める。 

第１７条中「市長は、法第３０条の９第１項の規定により施設等利用給付認定を取り消したとき」を「府令第２８条の１１の書面」

に改め、「により施設等利用給付認定保護者に通知するもの」を削る。 

第１８条中「施設等利用給付認定保護者は、」を削り、「規定により施設等利用給付認定の申請内容に変更があったとき」を「届

書」に、「を市長に届け出なければならない」を「とする」に改める。 

第１９条の見出し中「申請」を「申請等」に改め、同条第１項中「特定教育・保育施設の確認を受けようとする者」を「府令第２

９条の申請書」に、「を市長に提出しなければならない」を「とする」に改め、同条第２項中「前項の規定により申請書が提出され

たときは、特定教育・保育施設の」を「法第３１条第１項の法第２７条第１項の確認（以下この項、次条第２項、第２３条及び第２

４条において「確認」という。）に係る申請に対し、」に、「を、確認する」を「により、確認をする」に、「を当該申請書を提出

した」を「により当該申請をした」に改める。 

第２０条の見出し中「申請」を「申請等」に改め、同条第１項中「特定教育・保育施設の設置者は、前条第２項の確認において定

められた利用定員を増加しようとするとき」を「府令第３１条の申請書」に、「を市長に提出しなければならない」を「とする」に

改め、同条第２項中「前項に規定する特定教育・保育施設の確認の変更の確認」を「法第３２条第１項の規定による確認の変更に係

る申請」に改める。 

第２１条中「特定教育・保育施設の設置者は、」を削り、「に規定する事項に変更があったときは、１０日以内に」を「の規定に

よる届出は」に、「を市長に届け出なければならない」を「により行うものとする」に改める。 

第２２条中「特定教育・保育施設の設置者は、第１９条第２項の確認において定められた利用定員を減少しようとするときは、そ

の利用定員の減少の日の３か月前までに」を「府令第３４条の書類は」に、「を市長に届け出なければならない」を「とする」に改

める。 

第２３条中「第１９条第２項の」を「法第３６条の規定により」に、「を市長」を「により市長」に改める。 

第２４条中「第１９条第２項の」を削る。 

第２５条の見出し中「申請」を「申請等」に改め、同条第１項中「特定地域型保育事業者の確認を受けようとする者」を「府令第

３９条の申請書」に、「を市長に提出しなければならない」を「とする」に改め、同条第２項中「前項の規定により申請書が提出さ

れたときは、特定地域型保育事業者の」を「法第４３条第１項の法第２９条第１項の確認（以下この項、次条第２項、第２９条及び

第３０条において「確認」という。）に係る申請に対し、」に、「を、確認する」を「により、確認をする」に、「を当該申請書を

提出した」を「により当該申請をした」に改める。 

第２６条の見出し中「申請」を「申請等」に改め、同条第１項中「特定地域型保育事業者の設置者は、前条第２項の確認において

定められた利用定員を増加しようとするとき」を「府令第４０条の申請書」に、「を市長に提出しなければならない」を「とする」

に改め、同条第２項中「前項に規定する特定地域型保育事業者の確認の変更の確認」を「法第４４条の規定による確認の変更に係る

申請」に改める。 

第２７条中「特定地域型保育事業者の設置者は、」を削り、「に規定する事項に変更があったときは、１０日以内に」を「の規定

による届出は」に、「を市長に届け出なければならない」を「により行うものとする」に改める。 

第２８条を次のように改める。 

（特定地域型保育事業の利用定員の減少の届出） 

第２８条 府令第４１条第３項において準用する府令第３４条の書類は、特定地域型保育事業利用定員減少届出書（様式第３０号）

とする。 

第２９条中「の設置者」を削り、「第２５条第２項の」を「法第４８条の規定により」に、「を市長」を「により市長」に改める。 

第３０条中「第２５条第２項の」及び「の設置者」を削り、同条の次に次の６条を加える。 

（特定乳児等通園支援事業者の確認の申請等） 

第３０条の２ 府令第４４条の２において準用する府令第３９条の申請書は、特定乳児等通園支援事業者確認申請書（様式第３２号

の２）とする。 

２ 市長は、法第５４条の２第２項の同条第１項の確認（以下この項及び次条第２項、第３０条の６及び第３０条の７において「確

認」という。）に係る申請に対し、確認をしたときは特定乳児等通園支援事業者確認通知書（様式第３２号の３）により、確認を

することができないときは特定乳児等通園支援事業者不確認通知書（様式第３２号の４）により当該申請をした者に通知するもの

とする。 

（特定乳児等通園支援事業者の確認の変更の申請等） 

第３０条の３ 府令第４４条の２において準用する府令第４０条の申請書は、特定乳児等通園支援事業者確認変更申請書（様式第３

２号の５）とする。 

２ 前条第２項の規定は、法第５４条の３において準用する法第４４条の規定による確認の変更に係る申請について準用する。 

（特定乳児等通園支援事業者の変更の届出） 

第３０条の４ 法第５４条の３において準用する法第４７条第１項の規定による届出は、特定乳児等通園支援事業者確認事項変更届

出書（様式第３２号の６）により行うものとする。 

（特定乳児等通園支援事業の利用定員の減少の届出） 
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第３０条の５ 府令第４４条の２において準用する府令第４１条第３項において準用する府令第３４条の書類は、特定乳児等通園支

援事業利用定員減少届出書（様式第３２号の７）とする。 

（特定乳児等通園支援事業者の確認の辞退） 

第３０条の６ 特定乳児等通園支援事業者は、法第５４条の３において準用する法第４８条の規定により確認を辞退しようとすると

きは、その辞退の日の３か月前までに、特定乳児等通園支援事業者確認辞退届出書（様式第３２号の８）により市長に届け出なけ

ればならない。 

（特定乳児等通園支援事業者の確認の取消し等） 

第３０条の７ 市長は、法第５４条の３において準用する法第５２条第１項の規定により確認を取り消し、又は期間を定めてその確

認の全部若しくは一部の効力を停止するときは、特定乳児等通園支援事業者確認取消（停止）通知書（様式第３２号の９）により

特定乳児等通園支援事業者に通知するものとする。 

第３１条第１項中「特定教育・保育施設の設置者及び特定地域型保育事業者（以下「特定教育・保育提供者」という。）は、法第

５５条第１項の規定により整備した業務管理体制について、遅滞なく」を「府令第４６条第１項の届書は」に、「を市長に届け出な

ければならない」を「とする」に改め、同条第２項中「特定教育・保育提供者は、前項により届け出た事項に変更があったときは、

遅滞なく」を「法第５５条第３項の規定による届出は」に、「を市長に届け出なければならない」を「により行うものとする」に改

め、同条第３項中「第１項の規定を準用する」を「業務管理体制届出書により行うものとする」に改める。 

第３２条の見出し中「申請」を「申請等」に改め、同条第１項中「法第３０条の１１第１項に規定する特定子ども・子育て支援施

設等（以下「特定子ども・子育て支援施設等」という。）の確認を受けようとする者」を「府令第５３条の２の申請書」に、「を市

長に提出しなければならない」を「とする」に改め、同条第２項中「前項の規定により申請書が提出されたときは、特定子ども・子

育て支援施設等の」を「法第５８条の２の法第３０条の１１第１項の確認（以下この項、第３４条及び第３５条において「確認」と

いう。）に係る申請に対し、」に、「を、確認する」を「により、確認をする」に、「を当該申請書を提出した」を「により当該申

請をした」に改める。 

第３３条中「特定子ども・子育て支援施設等の設置者は、府令第５３条の３第１項に規定する事項に変更があったときは、１０日

以内に」を「法第５８条の５の規定による届出は」に、「を市長に届け出なければならない」を「により行うものとする」に改める。 

第３４条中「第３２条第２項の」を「法第５８条の６第１項の規定により」に、「を市長」を「により市長」に改める。 

第３５条中「第３２条第２項の」を削る。 

第３６条の見出し中「申請」を「申請等」に改め、同条第１項中「第１２条第１項」を「法第３０条の５第１項」に改め、同条第

２項中「に規定する申請書の提出があった場合は、その内容を審査し」を「の規定による申請に対し」に改め、同項第１号中「含む」

の次に「。第３号において同じ」を加える。                      

                                                        「□ その 

 

 

 

他（                   ） 

 

                      」                                 

様式第１号の２から様式第１号の４までの規定中「第１条の２」を「第１条の２の２」に改める。 

 様式第１号の７を次のように改める。 

（様式 略） 

様式第３号中「第３条」の次に「、第７条」を加える。 

様式第１７号中「指定都市等所在幼保連携型認定こども園」を「指定都市等所在認定こども園」に、「報告又は」を「報告若しく

は」に、「五年」を「５年」に改める。 

様式第１８号中「第１９条」の次に「、第２０条」を加え、同様式備考を削る。 

様式第１９号中「第１９条」の次に「、第２０条」を加える。 

様式第２５号中「第４５条第６項」を「第４５条第５項」に、「報告又は」を「報告若しくは」に改める。 

様式第２６号中「第２５条」の次に「、第２６条」を加え、同様式備考を削る。 

様式第２７号中「第２５条」の次に「、第２６条」を加える。 

        「                「 

 

 

 

 

 

□郵送 

□郵送 

 

（□上記住所 □別住所） 

不可 

 

様式第１号中「第１条の２」を「第１条の２の２」に、「□ その他（                    ）」を 

に改める。 

 
 
 
 

利 用 定 員 

(変 更 前) 

 

 
 ( ) 内に保育短時間認定に係

る利用定員数を記入すること。 

 
 
 
 

利 用 定 員 

(変 更 後) 

 

 
 ( ) 内に保育短時間認定に係

る利用定員数を記入すること。 
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                       」                」 

様式第２９号中「第４０条第２項」を「第５２条第２項」に改める。 

        「                「 

 

 

          

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      」                」 

様式第３２号の次に次の８様式を加える。  

（様式 略）  

様式第３６号備考を削る。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則中第３０条の次に６条を加える改正規定及び様式第３２号の次に８様式を加える改正規定は令和８年４月１日から、そ

の他の規定は公布の日から施行する。 

（準備行為） 

２ 子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律（令和６年法律第４７号。次項において「改正法」という。）附則第５条第１項

の規定による改正法第１条の規定による改正後の子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号）第５４条の２第１項の確認

（次項において「確認」という。）の申請は、この規則による改正後の第３０条の２第１項及び様式第３２号の２の規定の例によ

り行うものとする。 

３ 改正法附則第５条第２項の規定による確認は、この規則による改正後の第３０条の２第２項並びに様式第３２号の３及び様式第

３２号の４の規定の例により行うものとする。 

（経過措置） 

４ この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式（次項において「旧様式」という。）により提出されている書類は、この

規則による改正後の様式（同項において「新様式」という。）により提出された書類とみなす。 

５ この規則の施行の際現にある旧様式による書類については、所要の修正を加え、当分の間新様式による書類として使用すること

ができる。 

 

                                                            

 池田市都市計画法施行細則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  令和８年３月９日 

           池田市長 瀧 澤 智 子   

池田市規則第７号 

池田市都市計画法施行細則の一部を改正する規則 

(変 更 前) 

 
 

 ( ) 内に保育短時間認定に係

る利用定員数を記入すること。 

該当する定員区分のみ記入する

こと。 
 

利用定員を増加しよう

とする理由 

 

(変 更 後) 

 
 

 ( ) 内に保育短時間認定に係

る利用定員数を記入すること。 

該当する定員区分のみ記入する

こと。 
 

利用定員を増加しよう

とする理由 

 

様式第２８号中 に改める。 を 

 
 
 
 

利 用 定 員 

(変 更 前) 

 
 

 ( ) 内に保育短時間認定に係

る利用定員数を記入すること。 

該当する定員区分のみ記入する

こと。 
 

利用定員を減少しよう

とする理由 

 

 
 
 
 

利 用 定 員 

(変 更 後) 

 
 

 ( ) 内に保育短時間認定に係

る利用定員数を記入すること。 

該当する定員区分のみ記入する

こと。 
 

利用定員を減少しよう

とする理由 

 

様式第３０号中 を に改める。 
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池田市都市計画法施行細則（平成１６年池田市規則第１９号）の一部を次のように改正する。 

 第５条中「第３条及び第４条」を「第４条及び第５条」に改める。 

 第６条（見出しを含む。）及び第７条（見出しを含む。）中「第３条第２号」を「第４条第２号」に改める。 

 第８条（見出しを含む。）中「第３条第３号」を「第４条第３号」に改める。 

 第１８条（見出しを含む。）中「第４条第２号」を「第５条第２号」に改める。 

 第１９条の見出し中「第４条第３号」を「第５条第３号」に改め、同条中「第４条第３号」を「第５条第３号」に、「第３条第１

号」を「第４条第１号」に改める。 

 第３２条中「第７条」を「第８条」に改める。 

 様式第８号中「建築を」を「承認を」に改める。 

                     「                 「 
様式第１２号中「申請者」を「届出者」に、                 を                 に改める。 
                                    」                 」 

 様式第１８号中「第５条」を「第６条」に、「第７条」を「第８条」に改める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、令和８年４月１日から施行する。ただし、様式第８号及び様式第１２号の改正規定並びに附則第４項及び第５項の

規定は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際現にこの規則（前項ただし書に規定する改正規定（以下「公布の日施行改正規定」という。）を除く。以下

この項及び次項において同じ。）による改正前の様式第１８号に規定する様式（次項において「旧様式」という。）により提出さ

れている書類は、この規則による改正後の様式第１８号に規定する様式（同項において「新様式」という。）により提出された書

類とみなす。 

３ この規則の施行の際現にある旧様式による書類については、所要の修正を加え、当分の間、新様式による書類として使用するこ

とができる。 

４ 公布の日施行改正規定の施行の際現に公布の日施行改正規定による改正前の様式第８号又は様式第１２号に規定する様式（次項

において「旧様式」という。）により提出されている書類は、それぞれ公布の日施行改正規定による改正後の様式第８号又は様式

第１２号に規定する様式（同項において「新様式」という。）により提出された書類とみなす。 

５ 公布の日施行改正規定の施行の際現にある旧様式による書類については、所要の修正を加え、当分の間、それぞれ新様式による

書類として使用することができる。 

 

                                                            

池田市建築基準法施行細則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  令和８年３月１７日 

池田市長 瀧 澤 智 子    

池田市規則第８号 

池田市建築基準法施行細則の一部を改正する規則 

池田市建築基準法施行細則（平成１４年池田市規則第１１号）の一部を次のように改正する。 

第３４条第２号中「第２種住居地域」の次に「、準住居地域」を加える。 

附 則 

この規則は、令和８年３月３１日から施行する。 

 

                                                            

池田市公印規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

令和８年３月１８日 

池田市長 瀧 澤 智 子   

池田市規則第９号 

池田市公印規則の一部を改正する規則 

池田市公印規則（昭和３７年池田市規則第１２号）の一部を次のように改正する。 

別表の２専用公印の表中「住民基本台帳カード、」及び「、通知カード」を削る。 

附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 

 

                                                            

 池田市介護保険条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

被 承 継 の 氏 名 

 

被 承 継 人 の 氏 名 
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  令和８年３月１８日 

池田市長 瀧 澤 智 子   

池田市規則第１０号 

   池田市介護保険条例施行規則の一部を改正する規則 

 池田市介護保険条例施行規則（平成１２年池田市規則第１６号）の一部を次のように改正する。 

様式第１０号及び様式第１１号を次のように改める。 

（様式 略） 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、令和８年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式第１０号及び様式第１１号により提出されている申請書の取扱いは、なお

従前の例による。 

３ この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式第１０号及び様式第１１号による申請書については、当分の間これを

取り繕って使用することができる。 

 

                                                            

池田市行政組織及び事務分掌規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

令和８年３月２３日 

池田市長 瀧 澤 智 子    

池田市規則第１１号 

池田市行政組織及び事務分掌規則の一部を改正する規則 

池田市行政組織及び事務分掌規則（昭和５８年池田市規則第２１号）の一部を次のように改正する。 

第２条第１項の表を次のように改める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部 課 

総合政策部 政策企画課 

行政管理課 

秘書広報課 

人事課 

危機管理課 

地域未来課 

公共建築課 

法制課 

総務部 総務課 

財政課 

契約検査課 

課税課 

収納債権管理課 

市民活動部 総合窓口課 

シティプロモーション課 

商工振興課 

ダイバーシティ共創課 

 環境政策課 

広域商工課 

広域人権課 

広域環境保全課 

健康福祉部 高齢・福祉総務課 

生活福祉課 

障がい福祉課 

介護保険課 

国保・年金課 

保険医療課 

健康増進課 

広域福祉課 

こども未来部 こども政策課 

幼児保育課 
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第３条第１項の表を次のように改める。 

 

 

 

 

第５条第１項中「債権回収センター、休日急病診療所、」を削り、同条第２項中「及びウォンバット企画監」を「、ウォンバット

企画監及び課長」に改める。 

第８条第１項第１号中コ及びサを削り、シをコとし、スからタまでをサからセまでとし、同項第２号中イを削り、ウをイとし、エ

からカまでをウからオまでとし、オの次に次のように加える。 

    カ 情報化の推進に係る総合的企画に関すること。 

第８条第１項第２号中ヒをフとし、キからハまでをクからヒまでとし、カの次に次のように加える。 

キ デジタルトランスフォーメーションの推進に関すること。 

第８条第１項第３号を削り、同項第４号中「広報広聴課」を「秘書広報課」に改め、カからセまでを削り、同号オ中「アからエ」

を「カからケ」に改め、同号オを同号コとし、同号中エをケとし、アからウまでをカからクまでとし、カの前に次のように加える。 

ア 市長及び副市長の秘書に関すること。 

イ 市長及び副市長の交際及び渉外に関すること。 

ウ 市の儀式及び表彰に関すること。 

エ 市長及び副市長が使用する公用車の運用に関すること。 

オ 後援等による市長の名義の使用に関すること。 

第８条第１項中第４号を第３号とし、同号の次に次の１号を加える。 

(4) 人事課 

ア 人事制度に関すること。 

イ 給与制度に関すること。 

ウ 職員の任免、分限及び懲戒に関すること。 

エ 職員の表彰に関すること。 

オ 職員の定数に関すること。 

カ 職員の人事評価、人事記録及び人事相談に関すること。 

キ 職員の勤務条件に関すること。 

ク 職員の服務に関すること。 

ケ 公益通報（公益通報者保護法（平成１６年法律第１２２号）第２条第１項に規定する公益通報のうち、本市が同項に規定す

る役務提供先となるものに限る。）に関すること。 

コ 職員の健康管理及び安全衛生に関すること。 

サ 職員の公務災害及び事故処理に関すること。 

シ 公職者名簿に関すること。 

ス 職員団体及び労働組合に関すること。 

 
健康増進課 

広域福祉課 

こども未来部 こども政策課 

幼児保育課 

発達支援課 

こども家庭課 

広域子育て支援課 

広域幼児育成課 

都市整備部 都市政策課 

道路河川課 

みどり農政課 

審査指導課 

広域住宅課 

広域まちづくり課 

広域公園みどり課 

 
広域風致緑政課 

広域指導課 

 

施設名 所属部 

業務センター 市民活動部 

クリーンセンター 
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セ 職員の研修に関すること。 

ソ 職員の被服の貸与に関すること。 

タ 職員の福利厚生に関すること。 

チ 共済組合に関すること。 

ツ 池田市職員厚生会に関すること。 

テ 職員の貸付金に関すること。 

ト 市友会及び年金者連盟に関すること。 

ナ 人事関係予算の調整及び管理に関すること。 

ニ 諸手当の認定に関すること。 

ヌ 給与、旅費及び報酬の支給に関すること。 

ネ 職員の所得税の源泉徴収並びに都道府県民税及び市区町村民税の特別徴収に関すること。 

ノ 退隠料及び遺族扶助料に関すること。 

ハ 特別職報酬等審議会に関すること。 

ヒ 職員の業務改善提案等に関すること。 

第８条第１項中第７号を第８号とし、同項第６号中カからクまでを削り、同号を同項第７号とし、同項第５号の次に次の１号を加

える。 

(6) 地域未来課 

ア 公共施設等総合管理計画及び個別施設計画の推進に関すること。 

イ 公共施設その他の公的資産の適正管理に係る計画の総合調整に関すること。 

ウ ＰＰＰ／ＰＦＩ（指定管理者制度を除く。）に関すること。 

エ 住民自治推進施策に関すること。 

オ 地縁による団体の認可に関すること。 

カ 共同利用施設の管理運営に関すること。 

キ コミュニティセンター及び石橋会館の管理運営に関すること。 

第８条第２項第１号中チをハとし、タをノとし、ソの次に次のように加える。 

タ 投書、陳情及び苦情の処理に関すること。 

チ タに掲げるもののほか、広聴に関すること。 

ツ 市長の資産等の公開に関すること。 

テ 審議会等の会議の公開に関すること。 

ト 個人情報保護制度の運用に関すること。 

ナ 情報公開制度の運用に関すること。 

ニ 情報公開・個人情報保護審査会に関すること。 

ヌ 行政相談、法律相談等に関すること。 

ネ 行政情報コーナーに関すること。 

第８条第２項第２号を次のように改める。 

(2) 財政課 

ア 予算編成及び執行管理に関すること。 

イ 財政計画及び資金計画に関すること。 

ウ 市債に関すること。 

エ 地方交付税に関すること。 

オ アからエまでに掲げるもののほか、財政に関すること。 

カ ボートレース事業に関すること。 

第８条第２項第３号を削り、同項中第４号を第３号とし、第５号を第４号とし、同項第６号中「納税課」を「収納債権管理課」に

改め、同号中サをシとし、エからコまでをオからサまでとし、ウの次に次のように加える。 

エ アからウまでに掲げるもののほか、市が有する滞納債権の徴収に関すること。 

第８条第２項第６号に次のように加える。 

ス 池田市債権管理条例（平成３０年池田市条例第３号）に基づく市の債権の徴収指導に関すること。 

セ 市の収納対策の推進に関すること。 

第８条第２項中第６号を第５号とし、第７号を削り、同条第３項第３号ウ中「支援」の次に「及び企業立地」を加え、同項第４号

中「人権・文化国際課」を「ダイバーシティ共創課」に改め、同号に次のように加える。 

ヒ 特定非営利活動法人の設立の認証等に関すること。 

フ 公益活動の支援及び市民協働の推進に関すること。 

ヘ 公益活動関係機関との連絡調整に関すること。 

ホ 市民活動交流センターの管理運営に関すること。 
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第８条第３項第５号を次のように改める。 

(5) 環境政策課 

ア 環境施策の計画立案、調査研究及び推進に関すること。 

イ 池田市環境基本条例（平成２８年池田市条例第４０号）及び池田市環境保全条例（昭和５３年池田市条例第１４号）に係る

連絡調整に関すること。 

ウ 環境審議会に関すること。 

エ ごみの減量及び再資源利用の推進に関すること。 

オ 集団回収の奨励に関すること。 

カ 業務センター及びクリーンセンターとの連絡調整に関すること。 

キ 環境美化運動に関すること。 

ク 産業廃棄物に係る関係機関との連絡調整に関すること。 

ケ ３Ｒ推進センターの管理運営に関すること。 

コ 飼犬登録及び飼犬等の飼育に関すること。 

サ 公害の検査及び分析に関すること。 

シ 公害（騒音関係、振動関係及び悪臭関係）の規制及び指導に関すること。 

ス 環境破壊に係る紛争の処理に関すること。 

セ 空き地及び資材置場等の管理指導に関すること。 

ソ 墓地、納骨堂及び火葬場の経営の許可に関すること。 

タ 専用水道及び簡易専用水道に関すること。 

第８条第３項に次の１号を加える。 

(8) 広域環境保全課 

ア 共同処理センター協定書に定める処理すべき事務 

第８条第４項中「福祉部」を「健康福祉部」に改め、同項第４号ク中「キまで」を「セまで」に改め、「（次号に掲げるものを除

く。）」を削り、同号クを同号ソとし、同号キの次に次のように加える。 

ク 地域包括ケアシステムの構築に関すること（他の課の所管に属する事項を除く。）。 

ケ 居宅サービス事業者、居宅介護支援事業者及び介護予防サービス事業者並びに当該基準該当事業者の育成に関すること。 

コ 地域密着型サービス事業者及び地域密着型介護予防サービス事業者の指定等に関すること。 

サ 介護予防支援事業者及び当該基準該当事業者の指定等に関すること。 

シ 介護予防・日常生活支援総合事業を行う者の指定等に関すること。 

ス 認知症施策の推進に関すること。 

セ 高齢者虐待防止に関すること。 

第８条第４項第５号を削り、同項第６号カ中「保健事業」の次に「（他の課の所管に属する事項を除く。）」を加え、同号を同項

第５号とし、同項中第７号を第６号とし、同号の次に次の１号を加える。 

(7) 健康増進課 

ア 保健事業に係る調査研究及び企画立案に関すること。 

イ 広域医療対策事業に関すること。 

ウ 感染症に関すること。 

エ 成人保健及び健康づくりに関すること。 

オ 介護予防に関すること。 

カ 生活習慣病予防に関すること。 

キ 結核予防に関すること。 

ク がん検診等に関すること。 

ケ 衛生協力団体の指導及び育成に関すること。 

コ 保健と医療の連携に関すること。 

サ アからコまでに掲げるもののほか、保健事業（母子保健に関するものを除く。）に関すること。 

シ 予防接種に関すること。 

ス 休日急病診療所に関すること。 

第８条第５項中「子ども・健康部」を「こども未来部」に改め、同項第１号中「子ども・若者政策課」を「こども政策課」に改め、

同号イ中「子ども・子育て支援事業計画」を「こども計画」に改め、同号カ中「家庭的保育事業等」の次に「及び乳児等通園支援事

業」を加え、同号ク中「及び特定地域型保育事業者」を「、特定地域型保育事業者及び特定乳児等通園支援事業者」に改め、同号中

サをチとし、コをタとし、同号ケの次に次のように加える。 

コ 子育て支援事業に関すること。 

サ 児童手当及び児童扶養手当に関すること。 

シ 助産施設入所事業に関すること。 
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ス 母子生活支援施設入所事業に関すること。 

セ 母子・父子自立支援に関すること。 

ソ 母子・父子住宅の入居審査に関すること。 

第８条第５項第２号を削り、同項第３号中エを削り、オをエとし、カをオとし、同号キ中「障がい児保育」を「特別支援保育」に

改め、同号キを同号カとし、同号中クをキとし、ケからスまでをクからシまでとし、同号に次のように加える。 

ス 乳児等支援給付の支給に関すること。 

第８条第５項中第３号を第２号とし、第４号を第３号とし、第５号を削り、同項第６号中「子ども未来課」を「こども家庭課」に

改め、同号に次のように加える。 

エ 妊婦のための支援給付に関すること。 

第８条第５項中第６号を第４号とし、第７号を第５号とし、第８号を第６号とし、同条第６項及び第７項第２号を削り、同項第１

号中「土木管理課」を「道路河川課」に改め、同号中チをヌとし、コからタまでをタからニまでとし、ケの次に次のように加える。 

コ 市道等の整備に関すること。 

サ 都市計画道路の施工に関すること。 

シ 交通安全施設の計画及び施設の整備に関すること。 

ス 市道等の災害復旧に関すること。 

セ 道路事業に係る各種協議会等に関すること。 

ソ アからセまでに掲げるもののほか、道路に関すること（他の課の所管に属する事項を除く。）。 

第８条第７項第１号に次のように加える。 

ネ 河川等の災害復旧に関すること。 

第８条第７項中第１号を第２号とし、同号の前に次の１号を加える。 

(1) 都市政策課 

ア 住宅政策に関すること（他の課の所管に属する事項を除く。）。 

イ 市営住宅に関すること（他の課の所管に属する事項を除く。）。 

ウ 空家等対策に関すること。 

エ 空家等対策協議会に関すること。 

オ 都市計画の立案、調査研究及び調整に関すること。 

カ 都市計画の手続に関すること。 

キ 都市計画に係る各種審議会等に関すること。 

ク 都市計画に係る諸証明に関すること。 

ケ 国土利用計画法（昭和４９年法律第９２号）に基づく土地利用計画等に関すること。 

コ 都市計画道路に係る明示に関すること。 

サ 市街地整備に関すること。 

シ 建築協定の企画立案に関すること。 

ス 景観に関すること。 

セ 地区計画の企画立案に関すること。 

ソ まちづくりに係る活動の支援に関すること。 

タ まちづくりの立案、調査研究及び調整に関すること。 

チ オからタまでに掲げるもののほか、都市計画及びまちづくりに関すること。 

ツ 交通施策に関すること。 

テ 公共交通機関に関すること。 

ト 放置自転車対策に関すること。 

ナ 市立駐車場に関すること。 

ニ 交通安全の啓発に関すること。 

ヌ 交通施策に係る各種協議会等に関すること。 

ネ 水防に関すること。 

ノ 土地等の取得及び支障物件の移転補償に関すること。 

ハ 土地、支障物件等の調査及び評価に関すること。 

ヒ 土地収用法（昭和２６年法律第２１９号）に関すること。 

フ 土地等の取得に係る関係機関との連絡調整に関すること。 

ヘ 国土利用計画法に基づく土地に関する権利の移転等の届出に関すること。 

ホ 公有地の拡大の推進に関する法律（昭和４７年法律第６６号）による届出等に関すること。 

マ 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法（平成３０年法律第４９号）に関すること。 

ミ 一般財団法人池田みどりスポーツ財団との連絡調整に関すること。 

ム 池田市再開発ビル株式会社との連絡調整に関すること。 
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メ 池田駅南開発株式会社との連絡調整に関すること。 

モ 都市整備部の所管に係る相談に関すること。 

ヤ 都市整備部の庶務及び連絡調整に関すること。 

第８条第７項中第７号を第９号とし、第６号を第８号とし、第５号を第７号とし、第４号の次に次の２号を加える。 

(5) 広域住宅課 

ア 共同処理センター協定書に定める処理すべき事務 

(6) 広域まちづくり課 

ア 共同処理センター協定書に定める処理すべき事務 

第８条中第７項を第６項とする。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、令和８年４月１日から施行する。 

 （池田市地域分権の推進に関する条例施行規則の一部改正） 

２ 池田市地域分権の推進に関する条例施行規則（平成１９年池田市規則第３９号）の一部を次のように改正する。 

  第１１条中「市民活動部コミュニティ推進課」を「総合政策部地域未来課」に改める。 

 （副市長事務分担規則の一部改正） 

３ 副市長事務分担規則（昭和５０年池田市規則第５３号）の一部を次のように改正する。 

  第２条第１項の表石田 健二の項中「福祉部、子ども・健康部」を「健康福祉部、こども未来部」に改め、同表手向 健二の項

中「、まちづくり環境部」を削る。 

 （池田市公印規則の一部改正） 

４ 池田市公印規則（昭和３７年池田市規則第１２号）の一部を次のように改正する。 

  別表の１一般公印の表中「休日急病診療所長」を「健康増進課長」に改め、別表の２専用公印の表中「秘書課長」を「秘書広報

課長」に、「土木管理課専用池田市長之印」を「道路河川課専用池田市長之印」に、「土木管理課長」を「道路河川課長」に、

「休日急病診療所長」を「健康増進課長」に、「人権・文化国際課長」を「ダイバーシティ共創課長」に、「子ども未来課長」を 

            「               「      

 

 

「こども家庭課長」に、           を             に改める。 

 

 

                        」           」 

 （池田市公共事業評価委員会規則の一部改正） 

５ 池田市公共事業評価委員会規則（平成２５年池田市規則第８号）の一部を次のように改正する。 

  第７条中「まちづくり環境部」を「都市整備部」に改める。 

 （池田市公益活動促進に関する条例施行規則の一部改正） 

６ 池田市公益活動促進に関する条例施行規則（平成１３年池田市規則第２９号）の一部を次のように改正する。 

  第７条中「コミュニティ推進課」を「ダイバーシティ共創課」に改める。  

 （池田市職員採用規則の一部改正） 

７ 池田市職員採用規則（昭和３１年池田市規則第１４号）の一部を次のように改正する。 

  第５条第１項第２号を次のように改める。 

(2) 総合政策部長 

第５条第１項第３号及び第２項中「総務部」を「総合政策部」に改め、同条第４項中「総務部長」を「総合政策部長」に改める。 

  第７条中「総務部」を「総合政策部」に改める。 

 （池田市職員分限懲戒等調査委員会規則の一部改正） 

８ 池田市職員分限懲戒等調査委員会規則（平成２５年池田市規則第９号）の一部を次のように改正する。 

  第３条第３項中「総務部長」を「総合政策部長」に、「総務部人事課長」を「総合政策部人事課長」に改める。 

  第７条中「総務部」を「総合政策部」に改める。 

 （池田市職員の厚生制度に関する条例施行規則の一部改正） 

９ 池田市職員の厚生制度に関する条例施行規則（昭和３８年池田市規則第２２号）の一部を次のように改正する。 

  第４条中「総務部」を「総合政策部」に改める。 

 （池田市職員安全衛生規則の一部改正） 

１０ 池田市職員安全衛生規則（昭和４９年池田市規則第２７号）の一部を次のように改正する。 

  第１１条及び第１７条並びに様式第３号中「総務部」を「総合政策部」に改める。 

 （池田市一般職の職員の給与に関する条例施行規則の一部改正） 

２４ 

池 田 市 
 

長 之 印 

土木 

管理課 
専用 

   

２４ 

池 田 市 
 

長 之 印 

道路河川課専用 
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１１ 池田市一般職の職員の給与に関する条例施行規則（昭和３３年池田市規則第８号）の一部を次のように改正する。 

  別表第１の５級の項中「人権文化交流センター館長」の次に「、休日急病診療所長」を加え、同表の６級の項中「、債権回収セ

ンター所長」及び「休日急病診療所長、」を削る。 

「            「            

                」            」 

 （職員の退職手当に関する条例施行規則の一部改正） 

１２ 職員の退職手当に関する条例施行規則（平成６年池田市規則第１３号）の一部を次のように改正する。 

  第３０条第３項中「総務部長」を「総合政策部長」に、「総務部人事課長」を「総合政策部人事課長」に改める。 

第３４条中「総務部」を「総合政策部」に改める。 

 （池田市財務規則の一部改正） 

１３ 池田市財務規則（昭和３９年池田市規則第１９号）の一部を次のように改正する。 

  第４条から第６条まで、第７条第１項、第９条、第１１条、第１２条第１項及び第２項、第１３条、第１５条第１項から第３項

まで、第１６条第１項から第３項まで、第１７条第１項から第３項まで、第１８条（見出しを含む。）、第１９条、第２０条、第

２１条第１項及び第２項並びに第７４条第１項及び第３項並びに第２０号様式中「総合政策部長」を「総務部長」に改める。  

       「 

 

 

 
 

 

                                  

 

              

                                   」 

 

 

 

 

 

 

 

     」 

 （池田市市税条例施行規則の一部改正） 

１４ 池田市市税条例施行規則（平成１７年池田市規則第５２号）の一部を次のように改正する。 

  第２条第２項中「、納税課又は債権回収センター」を「又は収納債権管理課」に改める。 

 （池田市収入証紙に関する条例施行規則の一部改正） 

１５ 池田市収入証紙に関する条例施行規則（昭和３２年池田市規則第２号）の一部を次のように改正する。 

  第２条の２第６号中「納税課」を「収納債権管理課」に改める。 

 （池田市税外収入金徴収職員証に関する規則の一部改正） 

１６ 池田市税外収入金徴収職員証に関する規則（平成２１年池田市規則第３７号）の一部を次のように改正する。 

  第１条中「債権回収センター」を「収納債権管理課」に改める。 

 （池田市子ども・子育て会議規則の一部改正） 

１７ 池田市子ども・子育て会議規則（平成１７年池田市規則第３９号）の一部を次のように改正する。 

  第７条中「子ども・健康部子ども・若者政策課」を「こども未来部こども政策課」に改める。 

 （池田市総合福祉施策推進審議会規則の一部改正） 

１８ 池田市総合福祉施策推進審議会規則（平成１０年池田市規則第３５号）の一部を次のように改正する。 

  第５条中「福祉部」を「健康福祉部」に改める。 

 （池田市地域福祉計画策定委員会規則の一部改正） 

１９ 池田市地域福祉計画策定委員会規則（平成２５年池田市規則第１３号）の一部を次のように改正する。 

  第６条中「福祉部」を「健康福祉部」に改める。 

 （障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等施行細則の一部改正） 

２０ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等施行細則（平成１８年池田市規則第３２号）の一部を次のよ

うに改正する。 

総 務 部 長 

 

総 合 政 策 部 長 

 

様式第２号中 を に改める。 

市 長  

副市長  主 管 部 長  課 長  担 当  

副市長  
総 合 

政 策 
部 長 

 

 
課 長  担 当  

 
 課 長  担 当  

 

 
課 長  担 当  

 

第２１号様式中 

を 市 長 

 副市長 主 管 部 長  課 長  

副市長 総 務 部 長  課 長  

 
 主 管 部 長  課 長  担 当  

 総 務 部 長  課 長  担 当  

 

に改める。 

「 
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  様式第１３号の３中「池田市福祉部障がい福祉課」を「池田市      課」に改める。 

 （池田市地域自立支援協議会規則の一部改正） 

２１ 池田市地域自立支援協議会規則（平成２４年池田市規則第２０号）の一部を次のように改正する。 

  第８条中「福祉部」を「健康福祉部」に改める。 

 （池田市地域生活支援事業実施規則の一部改正） 

２２ 池田市地域生活支援事業実施規則（平成２５年池田市規則第６５号）の一部を次のように改正する。 

  様式第１０号、様式第１２号及び様式第１４号中「池田市福祉部障がい福祉課」を「池田市      課」に改める。 

 （池田市障害者計画、障害福祉計画及び障害児福祉計画策定委員会規則の一部改正） 

２３ 池田市障害者計画、障害福祉計画及び障害児福祉計画策定委員会規則（平成２５年池田市規則第１４号）の一部を次のように

改正する。 

  第７条中「福祉部」を「健康福祉部」に、「子ども・健康部」を「こども未来部」に改める。 

 （池田市福祉部窓口業務等委託事業者選定委員会規則の一部改正） 

２４ 池田市福祉部窓口業務等委託事業者選定委員会規則（平成２５年池田市規則第７８号）の一部を次のように改正する。 

  題名を次のように改める。 

    池田市健康福祉部窓口業務等委託事業者選定委員会規則 

第１条中「池田市福祉部窓口業務等委託事業者選定委員会」を「池田市健康福祉部窓口業務等委託事業者選定委員会」に改める。 

第２条第１号及び第６条中「福祉部」を「健康福祉部」に改める。 

 （池田市人権擁護推進審議会規則の一部改正） 

２５ 池田市人権擁護推進審議会規則（平成１０年池田市規則第８号）の一部を次のように改正する。 

  第６条中「人権・文化国際課」を「ダイバーシティ共創課」に改める。 

 （池田市男女共同参画審議会規則の一部改正） 

２６ 池田市男女共同参画審議会規則（平成１４年池田市規則第４１号）の一部を次のように改正する。 

  第７条中「人権・文化国際課」を「ダイバーシティ共創課」に改める。 

 （池田市男女共同参画苦情処理委員会規則の一部改正） 

２７ 池田市男女共同参画苦情処理委員会規則（平成１５年池田市規則第１３号）の一部を次のように改正する。 

第５条中「人権・文化国際課」を「ダイバーシティ共創課」に改める。 

（オーブ・池田賞選考委員会規則の一部改正） 

２８ オーブ・池田賞選考委員会規則（平成２５年池田市規則第２５号）の一部を次のように改正する。 

  第６条中「人権・文化国際課」を「ダイバーシティ共創課」に改める。 

（池田市ＩＷＮチャレンジ計画選考審査会規則の一部改正） 

２９ 池田市ＩＷＮチャレンジ計画選考審査会規則（令和６年池田市規則第５０号）の一部を次のように改正する。 

  第９条中「人権・文化国際課」を「ダイバーシティ共創課」に改める。 

（池田市保健福祉総合センター指定管理者選定・評価委員会規則の一部改正） 

３０ 池田市保健福祉総合センター指定管理者選定・評価委員会規則（平成２８年池田市規則第４６号）の一部を次のように改正する。 

  第６条中「福祉部」を「健康福祉部」に改める。 

 （池田市立市民活動交流センター指定管理者選定・評価委員会規則の一部改正） 

３１ 池田市立市民活動交流センター指定管理者選定・評価委員会規則（令和３年池田市規則第３８号）の一部を次のように改正する。 

  第６条中「コミュニティ推進課」を「ダイバーシティ共創課」に改める。 

 （池田市コミュニティセンター指定管理者評価委員会規則の一部改正） 

３２ 池田市コミュニティセンター指定管理者評価委員会規則（平成２５年池田市規則第３０号）の一部を次のように改正する。 

  第６条中「市民活動部コミュニティ推進課」を「総合政策部地域未来課」に改める。 

 （池田市石橋会館指定管理者評価委員会規則の一部改正） 

３３ 池田市石橋会館指定管理者評価委員会規則（平成３１年池田市規則第４号）の一部を次のように改正する。 

  第６条中「市民活動部コミュニティ推進課」を「総合政策部地域未来課」に改める。 

 （池田市立保育所の民間保育所等への移行に係る運営者選考委員会規則の一部改正） 

３４ 池田市立保育所の民間保育所等への移行に係る運営者選考委員会規則（平成２５年池田市規則第２４号）の一部を次のように

改正する。 

  第６条中「子ども・健康部子ども・若者政策課」を「こども未来部こども政策課」に改める。 

 （池田市立保育所の跡地活用に係る保育施設設置運営者選考委員会規則の一部改正） 

３５ 池田市立保育所の跡地活用に係る保育施設設置運営者選考委員会規則（令和３年池田市規則第５２号）の一部を次のように改正する。 

  第６条中「子ども・健康部子ども・若者政策課」を「こども未来部こども政策課」に改める。 

 （池田市立待機児童解消保育施設運営事業者選考委員会規則の一部改正） 

３６ 池田市立待機児童解消保育施設運営事業者選考委員会規則（平成２８年池田市規則第３６号）の一部を次のように改正する。 

  第６条中「子ども・健康部子ども・若者政策課」を「こども未来部こども政策課」に改める。 
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 （送迎保育ステーション及び地域子育て支援拠点施設に係る運営事業者選定委員会規則の一部改正） 

３７ 送迎保育ステーション及び地域子育て支援拠点施設に係る運営事業者選定委員会規則（平成２９年池田市規則第３２号）の一

部を次のように改正する。 

  第７条中「子ども・健康部子育て支援課」を「こども未来部こども政策課」に改める。 

 （池田市保育士等キャリアアップ研修に係る運営事業者選定委員会規則の一部改正） 

３８ 池田市保育士等キャリアアップ研修に係る運営事業者選定委員会規則（令和４年池田市規則第５７号）の一部を次のように改正する。 

  第６条中「子ども・健康部」を「こども未来部」に改める。 

 （池田市給付費管理支援システム等整備事業者選定委員会規則の一部改正） 

３９ 池田市給付費管理支援システム等整備事業者選定委員会規則（令和４年池田市規則第７０号）の一部を次のように改正する。 

  第６条中「子ども・健康部」を「こども未来部」に改める。 

（池田市くすのき学園指定管理者選定・評価委員会規則の一部改正） 

４０ 池田市くすのき学園指定管理者選定・評価委員会規則（平成２５年池田市規則第３１号）の一部を次のように改正する。 

  第６条中「福祉部」を「健康福祉部」に改める。 

 （池田市福祉事務所老人ホーム入所判定委員会規則の一部改正） 

４１ 池田市福祉事務所老人ホーム入所判定委員会規則（平成２５年池田市規則第１５号）の一部を次のように改正する。 

  第６条中「福祉部」を「健康福祉部」に改める。 

 （池田市発達支援システム検討委員会規則の一部改正） 

４２ 池田市発達支援システム検討委員会規則（平成２５年池田市規則第１６号）の一部を次のように改正する。 

  第７条中「子ども・健康部」を「こども未来部」に改める。 

 （池田市営住宅等指定管理者選定・評価委員会規則の一部改正） 

４３ 池田市営住宅等指定管理者選定・評価委員会規則（令和元年池田市規則第１１号）の一部を次のように改正する。 

  第６条中「まちづくり環境部」を「都市整備部」に改める。 

 （池田市国民健康保険条例施行規則の一部改正） 

４４ 池田市国民健康保険条例施行規則（昭和３５年池田市規則第２２号）の一部を次のように改正する。 

  第６条中「福祉部」を「健康福祉部」に改める。 

 （池田市休日急病診療所医療事故等調査委員会規則の一部改正） 

４５ 池田市休日急病診療所医療事故等調査委員会規則（平成２５年池田市規則第１９号）の一部を次のように改正する。 

  第６条中「子ども・健康部休日急病診療所」を「健康福祉部健康増進課」に改める。 

 （池田市保健医療対策協議会規則の一部改正） 

４６ 池田市保健医療対策協議会規則（平成２５年池田市規則第１７号）の一部を次のように改正する。 

  第６条中「子ども・健康部」を「健康福祉部」に改める。 

 （池田市予防接種健康被害調査委員会規則の一部改正） 

４７ 池田市予防接種健康被害調査委員会規則（平成２５年池田市規則第１８号）の一部を次のように改正する。 

  第６条中「子ども・健康部」を「健康福祉部」に改める。 

 （池田市介護保険事業運営委員会規則の一部改正） 

４８ 池田市介護保険事業運営委員会規則（平成１２年池田市規則第１５号）の一部を次のように改正する。 

  第６条中「福祉部」を「健康福祉部」に改める。 

 （池田市介護保険システム構築事業者選定委員会設置規則の一部改正） 

４９ 池田市介護保険システム構築事業者選定委員会設置規則（平成２６年池田市規則第２５号）の一部を次のように改正する。 

  第１１条中「福祉部」を「健康福祉部」に改める。 

 （池田市高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定委員会規則の一部改正） 

５０ 池田市高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定委員会規則（平成２５年池田市規則第２０号）の一部を次のように改正する。 

  第６条中「福祉部」を「健康福祉部」に改める。 

 （池田市地域包括支援センター業務委託事業者選定委員会規則の一部改正） 

５１ 池田市地域包括支援センター業務委託事業者選定委員会規則（令和３年池田市規則第１０号）の一部を次のように改正する。 

  第３条第１項第４号を次のように改める。 

(4) 健康福祉部長 

  第６条中「福祉部地域支援課」を「健康福祉部介護保険課」に改める。 

 （池田市地域密着型サービス運営委員会規則の一部改正） 

５２ 池田市地域密着型サービス運営委員会規則（平成２５年池田市規則第２１号）の一部を次のように改正する。 

  第６条中「福祉部地域支援課」を「健康福祉部介護保険課」に改める。 

 （池田市市民文化会館・カルチャープラザ指定管理者選定・評価委員会規則の一部改正） 

５３ 池田市市民文化会館・カルチャープラザ指定管理者選定・評価委員会規則（平成２５年池田市規則第３６号）の一部を次のよ

うに改正する。 
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  第６条中「人権・文化国際課」を「ダイバーシティ共創課」に改める。 

 （池田市ギャラリー指定管理者選定・評価委員会規則の一部改正） 

５４ 池田市ギャラリー指定管理者選定・評価委員会規則（平成２５年池田市規則第３７号）の一部を次のように改正する。 

  第６条中「人権・文化国際課」を「ダイバーシティ共創課」に改める。 

 （池田市上方落語資料展示館指定管理者選定・評価委員会規則の一部改正） 

５５ 池田市上方落語資料展示館指定管理者選定・評価委員会規則（平成２５年池田市規則第３８号）の一部を次のように改正する。 

  第６条中「人権・文化国際課」を「ダイバーシティ共創課」に改める。 

 （池田市環境審議会規則の一部改正） 

５６ 池田市環境審議会規則（昭和５３年池田市規則第２６号）の一部を次のように改正する。 

  第７条中「まちづくり環境部」を「市民活動部」に改める。 

 （池田市一般廃棄物処理業務等委託事業者選定委員会規則の一部改正） 

５７ 池田市一般廃棄物処理業務等委託事業者選定委員会規則（平成２６年池田市規則第３３号）の一部を次のように改正する。 

  第６条中「まちづくり環境部」を「市民活動部」に改める。 

 （池田市３Ｒ推進センター指定管理者選定・評価委員会規則の一部改正） 

５８ 池田市３Ｒ推進センター指定管理者選定・評価委員会規則（平成２５年池田市規則第３９号）の一部を次のように改正する。 

  第６条中「まちづくり環境部」を「市民活動部」に改める。 

 （池田市共同利用施設指定管理者選定・評価委員会規則の一部改正） 

５９ 池田市共同利用施設指定管理者選定・評価委員会規則（平成２５年池田市規則第４０号）の一部を次のように改正する。 

  第６条中「市民活動部コミュニティ推進課」を「総合政策部地域未来課」に改める。 

 

                                                            

池田市一般職の職員の給与に関する条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

令和８年３月２３日 

           池田市長 瀧 澤 智 子                 

池田市規則第１２号 

池田市一般職の職員の給与に関する条例施行規則の一部を改正する規則 

 池田市一般職の職員の給与に関する条例施行規則（昭和３３年池田市規則第８号）の一部を次のように改正する。 

第７条第２号中「年額１３０万円以上」の次に「（満１８歳に達する日以後の最初の４月１日から満２２歳に達する日以後の最初

の３月３１日までの間にある者にあっては、年額１５０万円以上）」を加える。 

      「             「 

                 」             」 

に改め、同部技監の職の項中「１１０，０００円」を「１１０，０００」に改め、同部理事及び教育次長の職の項中「９７，０００

円」を「９７，０００」に改め、同部部長、議会事務局長の職又はこれに相当する職の項中「部長、」を「部長及び」に改め、「又

はこれに相当する職」を削り、同部参事の職又はこれに相当する職の項中「又はこれに相当する職」を削り、同部次長（会計管理者、

生涯学習推進室長）、選挙管理委員会事務局長、監査事務局長の職又はこれに相当する職の項中「次長（会計管理者、生涯学習推進

室長）、選挙管理委員会事務局長、監査事務局長の職又はこれに相当する職」を「部の次長、会計管理者、議会事務局の次長、選挙

管理委員会事務局長、監査事務局長及び生涯学習推進室長の職（以下この表において「次長級の職」という。）」に改め、同部課長

の職又はこれに相当する職の項中「の職又はこれに相当する職」を「その他等級が６級の職務の職（次長級の職を除く。）」に改め、

同部主幹の職又はこれに相当する職の項中「の職又はこれに相当する」を「その他等級が５級の職務の」に改め、同部副主幹、副

（所、館、園）長の職又はこれに相当する職の項中「、副（所、館、園）長の職又はこれに相当する」を「その他等級が４級の職務

の」に改め、同部教育委員会指導主事の職又はこれに相当する職の項及び同表技能労務職の部を削り、同表消防職の部消防本部、消

防署及び分署の主幹の職又はこれに相当する職の項及び消防本部、消防署及び分署の副主幹の職又はこれに相当する職の項中「又は

これに相当する職」を削り、同表に次のように加える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

手当額 

 

手当額（円） 

 

別表第４中 を に改め、同表一般行政職の部中「一般行政職」を「行政職」 

 

技能職 主幹の職 ４５，０００ 

副主幹の職 ４１，０００ 

教育職 教育次長の職 ９７，０００ 

部長の職 ９５，０００ 

参事の職 ６５，０００ 

次長及び生涯学習推進室長の職 ６０，０００ 

課長、人権教育監及び教育センター所長の職 ５４，０００ 

主幹の職 ４５，０００ 

副主幹及び教育センター副所長の職 ４１，０００ 

指導主事の職 ３５，０００ 
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別表第４備考を削る。 

附 則 

 この規則は、令和８年４月１日から施行する。ただし、別表第４の改正規定は、公布の日から施行する。 

 

                                                            

池田市地域生活支援事業実施規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

令和８年３月２３日 

池田市長 瀧 澤 智 子   

池田市規則第１３号 

池田市地域生活支援事業実施規則の一部を改正する規則 

池田市地域生活支援事業実施規則（平成２５年池田市規則第６５号）の一部を次のように改正する。 

第２条第１項中第１１号を第１２号とし、第１０号の次に次の１号を加える。 

(11)重度訪問介護利用対象者大学等修学支援事業 

第２条中第１３項を第１４項とし、第１２項を第１３項とし、第１１項の次に次の１項を加える。 

１２ この規則において「重度訪問介護利用対象者大学等修学支援事業」とは、重度訪問介護を利用する障がい者等が修学するため

に必要な支援体制を大学等が構築するまでの間において、当該障がい者等に対して修学に必要な身体介護等を提供する事業をいう。 

第１５条中「及び社会参加促進事業」を「、社会参加促進事業及び重度訪問介護利用対象者大学等修学支援事業」に改める。 

附 則 

この規則は、令和８年４月１日から施行する。 

 

                                                            

 池田市環境保全条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  令和８年３月２４日 

           池田市長 瀧 澤 智 子  

池田市規則第１４号 

 池田市環境保全条例施行規則の一部を改正する規則 

 池田市環境保全条例施行規則（昭和５３年池田市規則第２５号）の一部を次のように改正する。 

第１０条第１項中「及び第二種住居地域」を「、第二種住居地域及び準住居地域」に改め、同条第２項第４号中「第７条第１項」

を「第３９条第１項」に改め、同項第６号中「第１１条第１項第２号」を「第２０条の５」に改める。 

別表第３中「第二種住居地域」の次に「、準住居地域」を加える。 

   附 則 

 この規則は、令和８年３月３１日から施行する。 

 

                                                            

池田市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

令和８年３月２５日 

         池田市長 瀧 澤 智 子    

池田市規則第１５号 

池田市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償条例施行規則の一部を改正する規則 

池田市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償条例施行規則（平成１８年池田市規則第２７号）の一部を次のように改

正する。 

第４条第２項第２号ウ中「７，１００円」を「７，３００円」に改め、同号エ中「１０，０００円」を「１０，４００円」に改め、

同号オ中「１２，９００円」を「１３，５００円」に改め、同号カ中「１５，８００円」を「１６，６００円」に改め、同号キ中

「１８，７００円」を「１９，７００円」に改め、同号ク中「２１，６００円」を「２２，８００円」に改め、同号ケ中「２４，４

００円」を「２５，９００円」に改め、同号コ中「２６，２００円」を「２９，１００円」に改め、同号サ中「２８，０００円」を

「３２，３００円」に改め、同号シ中「２９，８００円」を「３５，５００円」に改め、同号ス中「３１，６００円」を「３８，７

００円」に改める。 

   附 則 

 この規則は、令和８年４月１日から施行する。 

 

                                                            

池田市社会福祉法人の設立の認可、社会福祉連携推進法人の認定、老人福祉センターを経営する事業の開始の届出等に係る事務に

関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

令和８年３月２５日 



- 51 - 

 

 

            池田市長 瀧 澤 智 子 

池田市規則第１６号 

池田市社会福祉法人の設立の認可、社会福祉連携推進法人の認定、老人福祉センターを経営する事業の開始の届出等に係る事

務に関する規則の一部を改正する規則 

池田市社会福祉法人の設立の認可、社会福祉連携推進法人の認定、老人福祉センターを経営する事業の開始の届出等に係る事務に

関する規則（平成２３年池田市規則第２６号）の一部を次のように改正する。 

第１条中「第５条第２項」を「第５条第３項」に改める。 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 

 

                                                            

池田市マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行細則の一部を改正する規則をここに公布する。 

令和８年３月２５日 

池田市長 瀧 澤 智 子   

池田市規則第１７号 

池田市マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行細則の一部を改正する規則 

 池田市マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行細則（平成２７年池田市規則第２５号）の一部を次のように改正する。 

 題名を次のように改める。 

池田市マンションの再生等の円滑化に関する法律施行細則 

 第１条中「マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行令」を「マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令」に、「マ

ンションの建替え等の円滑化に関する法律施行規則」を「マンションの再生等の円滑化に関する法律施行規則」に、「定めるものの」

を「に定めるものの」に、「マンションの建替え等の円滑化に関する法律（」を「マンションの再生等の円滑化に関する法律（」に

改める。 

 第２条の見出し中「除却」を「除却等」に改め、同条第１項中「第４９条第１項第３号」を「第７６条の２５第１項第３号」に、

「第１０２条第１項」を「第１６３条の５６第１項」に改め、同項第３号中「第１０２条第２項第１号」を「第１６３条の５６第２

項第１号」に改め、同条第２項中「第４９条第２項第３号」を「第７６条の２５第２項第３号」に改め、同項第３号中「除却の必要

性に係る認定に関する基準等を定める告示」を「除却等の必要性に係る認定に関する基準等を定める告示」に改める。 

 第３条の見出し中「容積率」を「容積率等」に改め、同条中「第５２条第１項」を「第７６条の３０第１項」に改め、同条第１号

中「第５０条の除却の必要性に係る認定通知書」を「第７６条の２８の除却等の必要性に係る認定通知書」に改める。 

   附 則 

 この規則は、令和８年４月１日から施行する。 

 

                                                            

池田市財務規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

令和８年３月２５日 

池田市長 瀧 澤 智 子   

池田市規則第１８号 

池田市財務規則の一部を改正する規則 

池田市財務規則（昭和３９年池田市規則第１９号）の一部を次のように改正する。 

第７６条第１項を削り、同条第２項各号列記以外の部分を次のように改める。 

本市において、一般競争入札を行おうとするときは、当該入札の期日（電子入札システム（市が行う入札に関する事務を処理す

るための市の使用に係る電子計算機（入出力装置を含む。以下この条において同じ。）と入札に参加する者の使用に係る電子計算

機 とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。）を使用して行う入札（以下「電子入札」という。）にあ

っては、入札の期間の末日）前少なくとも５日前までに池田市公告式条例（昭和２５年池田市条例第２４号）に定める方法により、

次に掲げる事項について公告しなければならない。 

第７６条第２項中第１１号を第１２号とし、第３号から第１０号までを１号ずつ繰り下げ、同項第２号中「入札場所」を「入札の

場所」に改め、「日時」の次に「（電子入札にあっては、入札の期間及び開札の日時）」を加え、同号を同項第３号とし、同項中第

１号を第２号とし、同号の前に次の１号を加える。 

(1) 電子入札にあっては、その旨 

第７６条第２項を同条とする。 

第７９条中「次の」を「次に掲げる」に改め、「これを」を削り、同条第４号中「ない入札」の次に「（電子入札にあっては、第

８３条第２項に規定する方法によらない入札）」を加える。 

第８３条中「一般競争入札」の次に「（電子入札を除く。）」を加え、「記入の」を「記入し、かつ、記名押印をした」に改め、

同条に次の１項を加える。 
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２ 一般競争入札（電子入札に限る。）において入札しようとする者は、入札保証金の要するものについては、第８１条第２項の規

定により交付を受けた入札保証金納付済書を提出し、電子入札システムに必要な事項を登録することにより入札しなければならな

い。 

第８４条中「一般競争入札」の次に「（電子入札を除く。）」を加え、「行なおう」を「行おう」に、「ときは」を「ときは、」

に、「を特に」を「及び」に、「封書」を「記載した書面を作成して封書」に改め、同条に次の１項を加える。 

２ 一般競争入札（電子入札に限る。）の開札を行おうとするときは、予定価格及び最低制限価格を定める必要があるものについて

は、その予定価格及び最低制限価格を記載した書面を作成して封書にし、開札の際開封の上、当該予定価格及び最低制限価格を電

子入札システムに登録しなければならない。 

第９２条中「に掲げる場合において」を「のいずれかに該当するときは」に改め、同条第１号中「又は指名競争入札若しくは」を

「若しくは指名競争入札又は」に、「による契約で」を「により」に、「、６００，０００円をこえない」を「１，０００，０００

円を超えない」に、「とき」を「とき。」に改め、同条第２号から第４号までの規定中「とき」を「とき。」に改める。 

別表第１中「別表第１」を「別表第１（第３９条、第１５６条関係）」に改め、同表(1)の表を次のように改める。 

 (1) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区分 支出負担行為として整

理する時期 

支出負担行為の範囲 支出負担行為に必要な

主な書類 

備考 

１ 報酬及び給料 支出決定のとき 当該期間分 支給調書  

２ 職員手当 支出決定のとき 支出しようとする額 支給調書、死亡届書  

３ 災害補償費 支出決定のとき 支出しようとする額 本人の請求書、病院等

の請求書、受領書又は

証明書、戸籍謄本（又

は抄本）、死亡届書 

 

４ 恩給及び退職年金 支出決定のとき 支出しようとする額 請求書  

５ 報償費 支出決定のとき 支出しようとする額   

６ 旅費 支出決定のとき 支出しようとする額 旅費請求書  

７ 交際費 支出決定のとき 支出しようとする額 請求書  

８ 需用費 契約を締結しようとす

るとき又は請求のあっ

たとき 

契約金額又は請求のあ

った額 

契約書、請書、見積

書、仕様書、請求書、

入札調書、見積調書 

 

９ 役務費 契約を締結しようとす

るとき又は請求のあっ

たとき 

契約金額又は請求のあ

った額 

契約書、請書、見積

書、仕様書、請求書、

入札調書、見積調書 

 

１０ 委託料 契約を締結しようとす

るとき又は請求のあっ

たとき 

契約金額又は請求のあ

った額 

契約書、請書、見積

書、仕様書、請求書、

入札調書、見積調書 

 

１１ 使用料及び賃借

料 

契約を締結しようとす

るとき又は請求のあっ

たとき 

契約金額又は請求のあ

った額 

契約書、請書、見積

書、仕様書、請求書、

入札調書、見積調書 

 

１２ 工事請負費 契約を締結しようとす

るとき 

契約金額 契約書、請書、見積

書、仕様書、入札調

書、見積調書 

 

１３ 原材料費、公有

財産購入費及び備品

購入費 

購入契約を締結しよう

とするとき又は請求の

あったとき 

購入契約金額又は請求

のあった額 

契約書、請書、見積

書、仕様書、請求書、

入札調書、見積調書 

 

１４ 負担金、補助金

及び交付金 

請求のあったとき又は

指令をするとき 

請求のあった額又は指

令金額 

内訳書の写  

１５ 扶助費 支出の決定のとき 支出しようとする額 請求書、扶助決定通知

の写 

 

１６ 貸付金 貸付決定のとき 貸付を要する額 契約書、確約書、申請

書 

 

１７ 補償、補填及

び賠償金 

支払期日及び支出決

定のとき 

支出しようとする額 判決書謄本、請求書  

１８ 償還金、利子

及び割引料 

支出決定のとき 支出しようとする額 借入れに関する書類

の写 

 

１９ 投資及び出資 出資又は払込決定の 出資又は払込を要す 申請書  
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附 則 

この規則は、令和８年４月１日から施行する。 

 

                                                            

池田市職員の特殊勤務手当の支給に関する条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

令和８年３月２７日 

池田市長 瀧 澤 智 子   

池田市規則第１９号 

池田市職員の特殊勤務手当の支給に関する条例施行規則の一部を改正する規則 

池田市職員の特殊勤務手当の支給に関する条例施行規則（平成１７年池田市規則第４１号）の一部を次のように改正する。 

第２条から第４条までを次のように改める。 

（支給基準） 

第２条 条例第２条第３項の規則で定める手当は、条例別表の１の項及び５の項に掲げる手当とする。 

（火葬業務等従事手当） 

第３条 条例別表の１の項に掲げる手当に係る同表備考２の規則で定める職員は、市民活動部総合窓口課の職員とする。 

（ごみ・し尿等取扱手当） 

第４条 条例別表の３の項に掲げる手当に係る同表備考３の規則で定める職員は、次の各号に掲げる当該手当の区分に応じ、当該各

号に定める職員とする。 

(1) 条例別表の３の項第１号に規定する作業に従事した者に支給することとされる当該手当 市民活動部業務センター及びクリー

ンセンターの職員 

(2) 条例別表の３の項第２号に規定する作業に従事した者に支給することとされる当該手当 市民活動部業務センターの職員 

(3) 条例別表の３の項第３号に規定する作業に従事した者に支給することとされる当該手当 市民活動部総合窓口課の職員 

２ 条例別表備考４ただし書の規定による午後１２時を越えて同表の３の項各号に規定する作業に連続して３時間以上従事した場合

における同項に掲げる手当の支給は、その従事した時間が長い方の日（その従事した時間数が同一の場合にあっては、その従事を

終えた日）によるものとする。 

第５条第１項を次のように改める。 

条例別表の４の項第１号の規則で定める救急救命処置は、救急救命士法（平成３年法律第３６号）第４４条第１項の厚生労働省

令で定める救急救命処置その他市長が必要と認める救急救命処置とする。 

第５条第２項中「別表４の項第２号に規定する救急救命処置等従事手当」を「別表の４の項第２号の規則で定める救急業務」に、

「の心身に著しい負担を与える業務に従事した消防職員に支給する」を「これらに準ずるものとして市長が認める救急業務とする」

に改める。 

第６条を次のように改める。 

（夜間特殊業務従事手当） 

第６条 条例別表の５の項の規則で定める業務は、次に掲げる業務とする。 

(1) ごみ処理施設の運転管理、点検作業又は修繕作業 

(2) 消防通信指令設備を用いて行う災害通報の受理、出動指令の発令及び通信の統制に係る業務又は消防警備に係る受付対応業務 

２ 条例別表の５の項に掲げる手当に係る同表備考３の規則で定める職員は、次の各号に掲げる当該手当の区分に応じ、当該各号に

定める職員とする。 

(1) 深夜に前項第１号に掲げる業務に従事した者に支給することとされる当該手当 市民活動部クリーンセンターの職員 

(2) 深夜に前項第２号に掲げる業務に従事した者に支給することとされる当該手当 消防職員 

第７条を削る。 

第８条中「条例及びこの規則に定める」を削り、同条を第７条とする。 

１７ 補償、補填及び

賠償金 

支払期日及び支出決定

のとき 

支出しようとする額 判決書謄本、請求書  

１８ 償還金、利子及

び割引料 

支出決定のとき 支出しようとする額 借入れに関する書類の

写 

 

１９ 投資及び出資金 出資又は払込決定のと

き 

出資又は払込を要する

額 

申請書  

２０ 積立金 積立て決定のとき 積立てようとする額   

２１ 寄附金 支出決定のとき 支出しようとする額 申込書  

２２ 公課金 支出決定のとき 支出しようとする額 公課令書の写  

２３ 繰出金 支出決定のとき 支出しようとする額   
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第９条中「による」を「により記録した」に、「別に」を「総合政策部人事課長に対し、その」に改め、「、総務部人事課長へ」

を削り、同条を第８条とする。 

第１０条中「第２条から第６条までに規定する手当の支給の対象となる作業又は業務以外のものでこれらと同等と認められる作業

又は業務に従事した者に対する手当の取り扱いその他手当の支給」を「この規則に定めるもののほか、条例の施行」に改め、同条を

第９条とする。 

附 則 

この規則は、令和８年４月１日から施行する。 

 

                                                            

池田市収入証紙に関する条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  令和８年３月２７日 

            池田市長 瀧 澤 智 子   

池田市規則第２０号 

  池田市収入証紙に関する条例施行規則の一部を改正する規則 

 池田市収入証紙に関する条例施行規則（昭和３２年池田市規則第２号）の一部を次のように改正する。 

 第２条の２第２８号中「マンションの建替え等の円滑化に関する法律」を「マンションの再生等の円滑化に関する法律」に、「第

１０５条第１項」を「第１６３条の５９第１項」に改める。 

   附 則 

 この規則は、令和８年４月１日から施行する。 

 

                                                            

池田市立コミュニティセンター条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  令和８年３月２７日 

池田市長 瀧 澤 智 子   

池田市規則第２１号 

池田市立コミュニティセンター条例施行規則の一部を改正する規則 

池田市立コミュニティセンター条例施行規則（平成１１年池田市規則第４３号）の一部を次のように改正する。 

第６条第１項ただし書を削る。 

別表第１池田市立細河コミュニティセンターの部を削り、同表池田市立伏尾台コミュニティセンターの部伏尾台第２会館の項中

「翌々日。」を「翌々日」に改める。 

附 則 

この規則は、令和８年１０月１日から施行する。ただし、第６条第１項ただし書を削る改正規定は、公布の日から施行する。 

 

                                                            

池田市立多世代交流センター条例施行規則をここに公布する。 

令和８年３月３０日 

池田市長 瀧 澤 智 子   

池田市規則第２２号 

池田市立多世代交流センター条例施行規則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、池田市立多世代交流センター条例（令和８年池田市条例第２号。以下「条例」という。）の施行について、必

要な事項を定めるものとする。 

（老人福祉エリア及び交流エリアの範囲） 

第２条 条例第２条第２項の規定により池田市立多世代交流センター（以下「センター」という。）に設ける老人福祉エリア及び交

流エリアの範囲は、別図のとおりとする。 

（開館時間及び休館日） 

第３条 センターの開館時間は、午前９時から午後９時までとする。ただし、老人福祉エリアの供用時間は、午後５時３０分までとする。 

２ センターの休館日は、次のとおりとする。 

(1) 毎月第１土曜日 

(2) １月から１１月までの各月の末日 

(3) １２月２８日から翌年１月３日まで（第１号に掲げる日を除く。） 

３ 前２項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、臨時にセンターの開館時間（老人福祉エリアの供用時間を含む。）及

び休館日を変更することができる。 

（指定管理者の指定の申請） 
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第４条 条例第７条の規定による指定管理者の指定の申請（次項、第６条及び第７条において「指定申請」という。）は、市長が別

に定める期間内に行わなければならない。 

２ 指定申請は、池田市立多世代交流センター指定管理者指定申請書（様式第１号）により行わなければならない。 

（指定管理者の候補者の要件） 

第５条 条例第８条の規定による指定管理者の候補者の選定（次条において「候補者選定」という。）は、次に掲げる要件を満たす

ものについて行うものとする。 

(1) 市民の平等な利用が確保されること。 

(2) 条例第７条の事業計画書に記載されている管理の内容が、条例第１条に規定するセンターの設置目的に照らし、及び条例第４

条に規定する事業の実施に当たり、効果的かつ効率的なものであること。 

(3) 前号に規定する管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有するものであること。 

（候補者選定の結果の通知） 

第６条 市長は、候補者選定をしたときは、指定申請をしたものに対し、池田市立多世代交流センター指定管理者候補者選定結果通

知書（様式第２号）によりその結果を通知するものとする。 

（指定管理者の指定の通知） 

第７条 市長は、条例第８条の規定により指定管理者を指定したときは、その指定申請をしたものに対し、池田市立多世代交流セン

ター指定管理者指定書（様式第３号）によりその旨を通知するものとする。 

（老人福祉自主活動団体の登録） 

第８条 条例第１０条の規則で定める要件は、次のとおりとする。 

(1) ５人以上で構成された団体であること。 

(2) その構成員において代表者、会計を担当する者及び会計監査を担当する者を定めていること。ただし、併任を認めない。 

(3) 当該団体の目的、組織、運営等に関し明らかにした会則、規約その他これに類する書類（第３項第２号において「会則等」と

いう。）を有していること。 

２ 条例第１０条の規定による登録（以下「登録」という。）は、１か年度ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によっ

て、その効力を失う。 

３ 登録（前項の更新による登録を含む。以下同じ。）を受けようとする団体は、老人福祉自主活動団体登録申請書（様式第４号）

に次の各号（同項の更新の場合にあっては、第３号）に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。 

(1) 構成員の名簿 

(2) 会則等 

(3) 活動計画書 

４ 前項の規定による申請は、その受けようとする登録に係る年度の前年度の１２月１日（当該日がセンターの休館日に当たるとき

は、その日後において最も近いセンターの休館日でない日）から受け付けるものとする。 

（登録の通知） 

第９条 市長は、登録をしたときは、老人福祉自主活動団体登録決定通知書（様式第５号）により当該登録について申請した団体に

通知するものとする。 

（登録事項の変更の届出） 

第１０条 条例第１０条に規定する老人福祉自主活動団体（以下「自主活動団体」という。）は、第８条第３項の規定による申請に

より届け出た次に掲げる事項（この条の規定により変更を届け出た事項を含む。）に変更があったときは、遅滞なく、老人福祉自

主活動団体登録事項変更届出書（様式第６号）を市長に提出し、その旨を届け出なければならない。 

(1) 団体名 

(2) 代表者の氏名、住所及び生年月日 

(3) 構成員の名簿 

(4) 会則等 

(5) 活動計画書に記載した活動の内容 

（自主活動団体の解散等の届出） 

第１１条 自主活動団体は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく、老人福祉自主活動団体解散等届出書（様式第７号）

を市長に提出しなければならない。 

(1) 自主活動団体を解散するとき。 

(2) 第８条第１項に規定する要件を満たさなくなったとき。 

(3) 前２号に掲げるもののほか、自主活動団体の活動を継続できなくなったとき。 

（自主活動団体の活動の報告） 

第１２条 自主活動団体は、その登録を受けた日の属する年度が終了したときは、速やかに、市長に対し、活動報告書及び当該年度

の決算書を提出し、当該年度における活動の実績について報告しなければならない。 

（自主活動団体が遵守すべき事項） 

第１３条 自主活動団体は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。 
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(1) 条例及びこの規則その他関係法令を遵守して活動すること。 

(2) 自主活動団体の代表者又はその構成員のうちから代表者が指定した者にあっては、センターが定例的に開催する自主活動団体

同士の情報交換、連絡調整等を行うための集会に参加すること。 

(3) 市の機関及び指定管理者がセンターにおいて実施する事業に積極的に参加すること。 

(4) 自主活動団体の構成員にあっては、積極的に、他の自主活動団体が開催するその活動の成果に関する発表会その他の行事（そ

の準備を含む。）に参加すること。 

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長及び指定管理者が指示した事項を遵守すること。 

（許可の申請） 

第１４条 条例第１３条第１項の規定による許可の申請（第４項及び次条において「許可申請」という。）は、池田市立多世代交流

センター使用許可申請書兼同意書（様式第８号）により行うものとする。 

２ 老人福祉エリア施設等（条例第１３条第１項に規定する老人福祉エリア施設等をいう。以下同じ。）の使用（平日における老人

福祉エリア施設（同項に規定する老人福祉エリア施設をいう。以下同じ。）及びセンター設備（同項に規定するセンター設備をい

う。以下同じ。）の使用を除く。）に係る同項の規則で定める期間は、その使用しようとする日の属する月の２か月前の月の初日

（当該日がセンターの休館日に当たるときは、その日後において最も近いセンターの休館日でない日）から当該使用しようとする

日の前日（当該日がセンターの休館日に当たるときは、その日前において最も近いセンターの休館日でない日）までとする。 

３ 平日における老人福祉エリア施設又はセンター設備の使用に係る条例第１３条第１項の規則で定める期間は、次の各号に掲げる

当該平日において老人福祉エリア施設又はセンター設備を使用しようとするものの区分に応じ、当該各号に定める期間とする。 

(1) 自主活動団体（その使用しようとする日を有効期間に含む登録を受けているものに限る。） その使用しようとする日の属す

る月の３か月前の月の初日（当該日がセンターの休館日に当たるときは、その日後において最も近いセンターの休館日でない日）

から当該使用しようとする日の前日（当該日がセンターの休館日に当たるときは、その日前において最も近いセンターの休館日

でない日）まで 

(2) 前号に掲げるもの以外のもの その使用しようとする日の属する月の２か月前の月の初日（当該日がセンターの休館日に当た

るときは、その日後において最も近いセンターの休館日でない日）から当該使用しようとする日の前日（当該日がセンターの休

館日に当たるときは、その日前において最も近いセンターの休館日でない日）まで 

４ 前項第１号に規定する期間の初月において、自主活動団体が平日における老人福祉エリア施設の使用について許可申請をするこ

とができる時間区分（条例別表第１備考１に規定する時間区分をいう。）の区分数は、合計４までとする。 

（使用許可書） 

第１５条 指定管理者は、許可申請があった場合は、これを精査し、許可を決定したときは、池田市立多世代交流センター使用許可

書（様式第９号。以下「使用許可書」という。）を当該申請をしたものに交付する。 

（変更許可） 

第１６条 条例第１３条第３項の規定による同項の変更の許可の申請（以下この条において「変更許可申請」という。）は、当該変

更に係る使用の日の前日（当該日がセンターの休館日に当たるときは、その日前において最も近いセンターの休館日でない日）ま

でに、池田市立多世代交流センター使用許可変更申請書兼同意書（様式第１０号）を指定管理者に提出して行うものとする。この

場合において、当該使用者は、その変更許可申請の際、使用許可書の提示その他指定管理者が認める方法により使用者（同項に規

定する使用者をいう。以下同じ。）であることの指定管理者の確認を受けなければならない。 

２ 指定管理者は、変更許可申請があった場合は、これを精査し、変更の許可を決定したときは、変更後の内容による使用許可書を

当該変更許可申請をした使用者に交付する。この場合において、書面により交付された変更前の内容による使用許可書にあっては、

指定管理者に返却しなければならない。 

（使用者であることの確認） 

第１７条 使用者は、老人福祉施設エリア等の使用中において、指定管理者から求めがあったときは、使用許可書の提示その他指定

管理者が認める方法により使用者であることの確認に応じなければならない。 

（使用許可の取下げ） 

第１８条 使用者は、その使用を取りやめようとするとき（第２１条第１項第１号に規定する場合を除く。）は、池田市立多世代交

流センター使用許可取下げ届（様式第１１号。同項第３号において「取下げ届」という。）を指定管理者に提出しなければならな

い。この場合において、書面により交付された使用許可書にあっては、指定管理者に返却しなければならない。 

（使用料の前納） 

第１９条 条例第１５条第１項の規定による使用料の前納は、老人福祉エリア施設等の使用の許可を受けた日から起算して３日以内

（老人福祉エリア施設等の使用の日の２日前の日以後に使用の許可を受けた場合にあっては、その使用前まで）に行わなければな

らない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。 

（使用料の減免） 

第２０条 条例第１５条第２項の規定による使用料の減免は、次の各号に掲げる場合において、当該各号に定める額について行うも

のとする。 

(1) 官公庁が老人福祉エリア施設等を使用する場合（市の機関以外の官公庁がセンター設備を使用する場合を除く。） 使用料の全額 

(2) 市又は教育委員会の主催又は共催による催しの実施（当該催しを実施し、又は当該催しに参加するための準備を含む。）のた
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めに老人福祉エリア施設等を使用する場合（前号に掲げる場合を除く。） 使用料の全額 

(3) 市又は教育委員会の後援による催しの実施（当該催しを実施し、又は当該催しに参加するための準備を除く。）のために老人

福祉エリア施設等を使用する場合 使用料の全額 

(4) 市内に設置された学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第１条に規定する学校又は児童福祉法（昭和２２年法律第１６４

号）第７条第１項に規定する児童福祉施設が教育又は保育の実施に交流エリア施設（条例第１３条第１項に規定する交流エリア

施設をいう。次号及び第６号において同じ。）を使用する場合（前３号に掲げる場合を除く。） 使用料の全額 

(5) 市内に存する老人クラブその他老人の福祉を増進することを目的とする事業その他の活動を行う団体が交流エリア施設を使用

する場合（当該団体の設置目的を達成するための活動の実施に使用する場合に限り、第２号及び第３号に掲げる場合を除く。）

 使用料の全額 

(6) 地域コミュニティ推進協議会又は市内に存する自治会、町内会その他これらに類する団体として市長が認めるものが交流エリ

ア施設を使用する場合（当該団体の設置目的を達成するための活動であって市長が必要と認めるものの実施に使用する場合に限

り、第２号及び第３号に掲げる場合を除く。） 使用料の全額 

(7) 自主活動団体が第８条第３項の規定により市長に提出した活動計画書に基づく活動の実施（当該活動を実施するための準備を

含む。）のために老人福祉エリア施設又はセンター設備を使用する場合（第２号及び第３号に掲げる場合を除く。） 使用料の半額 

(8）前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める場合 市長が定める額 

２ 条例第１５条第２項の規定により使用料の減免を受けようとするものは、池田市立多世代交流センター使用料減免申請書（様式

第１２号）を市長に提出しなければならない。 

３ 市長は、条例第１２条の規定により登録の取消しを行う場合において、その登録を取り消そうとする日以後における老人福祉エ

リア施設又はセンター設備の使用に係る使用料についてした減免の決定があるときは、当該減免の決定を取り消すことができる。 

（使用料の還付） 

第２１条 条例第１６条の規定による使用料の還付は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額について行うもの

とする。 

(1) 災害その他使用者の責めに帰すことのできない事由により老人福祉エリア施設等を使用できなくなった場合 既納の使用料の

全額 

(2) 老人福祉エリア施設等を使用する日の１４日前の日以前における最も遅いセンターの休館日でない日（次号において「使用１

４日前開館日」という。）までにされた変更許可申請による変更の許可に伴い使用料の額が減少した場合 既納の使用料と当該

変更後の使用料の差額 

(3) 使用１４日前開館日までに取下げ届の提出があった場合 既納の使用料の全額 

２ 条例第１６条の規定により使用料の還付を受けようとするものは、池田市立多世代交流センター使用料還付申請書兼請求書（様

式第１３号）を市長に提出しなければならない。 

（指定管理者の立入り等） 

第２２条 指定管理者は、職務遂行のため使用者が使用中の老人福祉エリア施設等に立ち入り、条例第１７条第１項各号のいずれか

に該当するときは、必要な措置を講ずることができる。この場合において、当該使用者は、これを拒むことはできない。 

（特別の設備の設置等） 

第２３条 条例第２０条の許可を受けようとするものは、池田市立多世代交流センター特別設備設置等許可申請書（様式第１４号）

を指定管理者に提出しなければならない。 

２ 指定管理者は、前項の規定による申請があった場合は、これを精査し、許可を決定したときは、池田市立多世代交流センター特

別設備設置等許可書（様式第１５号）を当該申請をしたものに交付する。 

（使用後の点検） 

第２４条 使用者は、老人福祉エリア施設等の使用が終了したときは、指定管理者の点検を受けなければならない。 

（毀損滅失届） 

第２５条 建物、附属設備（センター設備を含む。）又は備品を毀損し、又は滅失した者は、その毀損又は滅失後遅滞なく、池田市

立多世代交流センター建物等毀損（滅失）届（様式第１６号）により指定管理者に届け出なければならない。 

（補則） 

第２６条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和９年６月１日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 

(1) 次項の規定 令和８年４月１日 

(2) 附則第３項及び第５項の規定 令和９年２月１日 

(3) 附則第４項の規定 令和９年３月１日 

（準備行為） 

２ 条例附則第２項の規定により行う指定管理者の指定等に関する行為は、第４条から第７条まで及び様式第１号から様式第３号ま

での規定の例により行うものとする。 
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３ 条例附則第３項の規定により行う登録の手続に関する行為は、第８条第３項及び第９条並びに様式第４号及び様式第５号の規定

の例により行うものとする。 

４ 条例附則第４項の規定により行う老人福祉エリア施設等の使用の許可に関する行為は、第１４条から第１６条まで、第１８条か

ら第２１条まで及び第２３条並びに様式第８号から様式第１５号までの規定の例により行うものとする。この場合において、第１

５条、第１６条、第１８条及び第２３条中「指定管理者」とあるのは「市長」と、様式第８号から様式第１１号まで、様式第１４

号及び様式第１５号中「池田市立多世代交流センター指定管理者」とあるのは「池田市長」と、様式第８号及び様式第１０号中

「池田市長を通じてこの」とあるのは「この」とする。 

（登録の有効期限に関する特例） 

５ 条例附則第３項の規定により条例の施行の日前にされた登録の有効期限は、第８条第２項の規定にかかわらず、令和１０年３月

３１日とする。 

（別図 略） 

（様式 略） 

 

                                                            

池田市立多世代交流センター指定管理者選定・評価委員会規則をここに公布する。 

  令和８年３月３０日 

           池田市長 瀧 澤 智 子   

池田市規則第２３号 

   池田市立多世代交流センター指定管理者選定・評価委員会規則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、池田市指定管理者による公の施設の管理に関する条例（平成１８年池田市条例第２４号）第１５条の規定に基

づき、池田市立多世代交流センター指定管理者選定・評価委員会（以下「委員会」という。）の組織、運営その他委員会に関し必

要な事項を定めるものとする。 

（所掌事項） 

第２条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。 

(1) 池田市立多世代交流センターの指定管理者の選定に関すること。 

(2) 池田市立多世代交流センターの指定管理者の評価に関すること。 

（組織等） 

第３条 委員会の委員（以下「委員」という。）は、６人以内とし、その半数以上を学識経験者等外部委員で構成するものとし、市

長が委嘱し、又は任命する。 

２ 委員は、前条の所掌事項に係る審議が終了したときは、解嘱され、又は解任されるものとする。 

３ 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。 

（会長） 

第４条 委員会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。 

２ 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。 

３ 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指定した委員が、その職務を代理する。 

（会議） 

第５条 委員会の会議（以下「会議」という。）は、会長が招集し、会長がその議長となる。 

２ 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。 

３ 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 

４ 会議は、公開とする。ただし、会長が、会議の公正が害されるおそれがあると認めるときは、公開しないことができる。 

５ 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。 

（庶務） 

第６条 委員会の庶務は、健康福祉部高齢・福祉総務課において処理する。 

（補則） 

第７条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、令和８年４月１日から施行する。 

 （会議の招集の特例） 

２ 第５条第１項の規定にかかわらず、未選出、辞任等の事由により会長が未定の場合（第４条第３項の規定により会長があらかじ

め指定した委員が会長の職務を代理する場合を除く。）における会議は、市長が招集する。 
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「池  発  第       号 

       年   月   日」 

「池  発 第       号 

      年   月   日」 

「池   第     号 

     年  月  日」 

池田市聴聞等の手続に関する規則等の一部を改正する規則をここに公布する。 

令和８年３月３０日 

  池田市長 瀧 澤 智 子    

池田市規則第２４号 

池田市聴聞等の手続に関する規則等の一部を改正する規則 

（池田市聴聞等の手続に関する規則の一部改正） 

第１条 池田市聴聞等の手続に関する規則（平成６年池田市規則第２０号）の一部を次のように改正する。 

  様式第１号及び様式第１０号中「池  発第     号」を「池   第     号」に改める。 

（池田市情報公開条例施行規則の一部改正） 

第２条 池田市情報公開条例施行規則（平成１６年池田市規則第２２号）の一部を次のように改正する。 

  様式第２号から様式第７号までの規定中                を             に改める。 

様式第８号から様式第１１号までの規定中                 を             に改める。 

  様式第１３号から様式第１５号までの規定中                を             に改める。 

 （池田市個人情報の保護に関する法律施行細則の一部改正） 

第３条 池田市個人情報の保護に関する法律施行細則（令和５年池田市規則第１８号）の一部を次のように改正する。 

  様式第４号から様式第１０号まで、様式第１２号、様式第１５号から様式第２０号まで及び様式第２２号から様式第２７号まで

の規定中「池  発第      号」を「池   第     号」に改める。 

（池田市特定非営利活動促進法施行細則の一部改正） 

第４条 池田市特定非営利活動促進法施行細則（平成２２年池田市規則第６７号）の一部を次のように改正する。 

  様式第５号中「池  発 第   号」を「池   第     号」に改める。 

 （職員の退職手当に関する条例施行規則の一部改正） 

第５条 職員の退職手当に関する条例施行規則（平成６年池田市規則第１３号）の一部を次のように改正する。 

  様式第１３号、様式第１５号及び様式第２０号中「池  発第    号」を「池   第     号」に改める。 

 （池田市行政財産の使用料に関する条例施行規則の一部改正） 

第６条 池田市行政財産の使用料に関する条例施行規則（平成１９年池田市規則第４６号）の一部を次のように改正する。 

様式第２号中           を             に改める。 

（児童福祉法による障害児通所給付費等の支給及び障害児通所支援等の措置に関する規則の一部改正） 

第７条 児童福祉法による障害児通所給付費等の支給及び障害児通所支援等の措置に関する規則（平成２４年池田市規則第２１号） 

の一部を次のように改正する。 

  様式第１６号中            を             に改める。 

（池田市児童福祉法に基づく家庭支援事業の利用勧奨及び措置の手続等に関する規則の一部改正） 

第８条 池田市児童福祉法に基づく家庭支援事業の利用勧奨及び措置の手続等に関する規則（令和６年池田市規則第６０号）の一部 

を次のように改正する。 

  様式第１号から様式第３号までの規定中           を             に改める。 

様式第４号及び様式第５号中           を             に、「池  発第   号に」を「池  

  第     号に」に改める。 

（池田市営住宅条例施行規則の一部改正） 

第９条 池田市営住宅条例施行規則（平成９年池田市規則第２２号）の一部を次のように改正する。 

  様式第５号及び様式第８号中            を             に改める。 

様式第１６号中           を             に改める。 

（池田市建築協定に関する条例施行規則の一部改正） 

第１０条 池田市建築協定に関する条例施行規則（昭和５３年池田市規則第７号）の一部を次のように改正する。 

  様式第２号、様式第４号及び様式第８号中              を             に改める。 

「池  発 第       号 

年   月    日」 

「池   第     号 

     年  月  日」 

「池   第     号 

     年  月  日」 

「池   第     号 

     年  月  日」 

「池  発第   号 

   年  月  日」 

 

「池   第     号 

     年  月  日」 

「池 発第     号 

    年  月  日」 

「池  発第   号 

   年  月  日」 

  「池   第     号 

       年  月  日」 

「池  発第   号 

   年  月  日」 

「池   第     号 

     年  月  日」 

「池  発第    号 

    年  月  日」 

「池   第     号 

     年  月  日」 

「池  発第   号 

   年  月  日」 

「池   第     号 

     年  月  日」 

「池 都 発 第     号 

      年  月  日」 

「池   第     号 

     年  月  日」 
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附 則 

この規則は、令和８年４月１日から施行する。 

 

                                                            

池田市非常勤職員の勤務時間及び休暇に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

令和８年３月３０日                         

            池田市長 瀧 澤 智 子        

池田市規則第２５号 

池田市非常勤職員の勤務時間及び休暇に関する規則の一部を改正する規則 

池田市非常勤職員の勤務時間及び休暇に関する規則（令和２年池田市規則第３６号）の一部を次のように改正する。 

第９条第１項中「及び第１２号」を「、第１２号、第１６号及び第１７号」に改め、同項第１２号中「次項第３号ア」を「第１７

号ア」に改め、同項第１４号中「次項第６号から第８号」を「次項第３号から第５号」に改め、同項に次の４号を加える。 

 (15)生後１年に達しない子を育てる非常勤職員がその子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 １日２回それぞれ３

０分以内の期間（男子の非常勤職員にあっては、その子の当該非常勤職員以外の親（当該子について民法（明治２９年法律第８

９号）第８１７条の２第１項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者（当該請求に係る家事審判事件

が裁判所に係属している場合に限る。）であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第２

７条第１項第３号の規定により当該子を委託されている同法第６条の４第２号に規定する養子縁組里親（以下この号において

「養子縁組里親」という。）である者若しくは同条第１号に規定する養育里親である者（同法第２７条第４項の規定により養子

縁組里親として委託することができない者に限る。）を含む。）が当該非常勤職員がこの号に掲げる場合による休暇を使用しよ

うとする日におけるこの号に掲げる場合による休暇（これに相当する休暇を含む。）を承認され、又は労働基準法（昭和２２年

法律第４９号）第６７条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、１日２回それぞれ３０分から当該承認又は請求

に係る各回の期間を差し引いた期間を超えない期間） 

(16)小学校修了前の子（配偶者の子を含む。以下この号において同じ。）を養育する非常勤職員がその子の看護等（負傷し、若し

くは疾病にかかったその子の世話を行うこと、疾病の予防を図るために予防接種若しくは健康診断を受けさせること、学校保健

安全法（昭和３３年法律第５６号）第２０条の規定による学校の休業その他これに準ずるものに伴い子の世話を行うこと又は当

該子の教育若しくは保育に係る行事のうち入園、卒園、入学若しくは卒業の式典その他これに準ずる式典への参加をすることを

いう。）のため勤務しないことが相当であると認められる場合 １の年度において５日（その養育する小学校修了前の子が２人

以上の場合にあっては、１０日）（勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない非常勤職員にあっては、勤務日１日当たりの勤

務時間に５（その養育する小学校修了前の子が２人以上の場合にあっては、１０）を乗じて得た数の時間）の範囲内の期間 

(17)次に掲げる者（ウに掲げる者にあっては、非常勤職員と同居しているものに限る。）で負傷、疾病又は老齢により２週間以上

の期間にわたり日常生活を営むのに支障があるもの（以下「要介護者」という。）の介護、要介護者の通院等の付添い、要介護

者が介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行その他の要介護者の必要な世話を行う非常勤職員が当該世話を行うた

め勤務しないことが相当であると認められる場合 １の年度において５日（要介護者が２人以上の場合にあっては、１０日）

（勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない非常勤職員にあっては、勤務日１日当たりの勤務時間に５（要介護者が２人以上

の場合にあっては、１０）を乗じて得た数の時間）の範囲内の期間 

ア 配偶者（届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。）、父母、子及び配偶者

の父母 

イ 祖父母、孫及び兄弟姉妹 

ウ 非常勤職員又は配偶者との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び非常勤職員との間において事実上

子と同様の関係にあると認められる者のうち、父母の配偶者、配偶者の父母の配偶者、子の配偶者及び配偶者の子 

(18)非常勤職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢(しょう)血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を

実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹

細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得

ないと認められるとき 必要と認められる期間 

第９条第２項中「第２号及び第３号に掲げる場合による休暇にあっては週の勤務日数が３日以上とされている非常勤職員又は週以

外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で年間の勤務日数が１２１日以上であるもの、第４号」を「第１号」に、「、

第５号」を「、第２号」に改め、第１号から第３号までを削り、第４号を第１号とし、第５号から第７号までを３号ずつ繰り上げ、

同項第８号中「又は疾病」を「若しくは疾病又は通勤（地方公務員災害補償法（昭和４２年法律第１２１号）第２条第２項及び第３

項若しくは労働者災害補償保険法（昭和２２年法律第５０号）第７条第２項及び第３項又は池田市議会の議員その他非常勤の職員の

公務災害補償等に関する条例（昭和４３年池田市条例第２号）第２条の２に規定する通勤をいう。）による負傷若しくは疾病」に改

め、同号を同項第５号とし、同項第９号を削り、同条第４項本文中「及び第１２号並びに第２項第２号及び第３号」を「、第１２号、

第１６号及び第１７号」に改め、同項ただし書中「第１項第８号」を「同項第８号」に、「及び第１２号並びに第２項第２号及び第

３号」を「、第１２号、第１６号及び第１７号」に改め、同条第５項中「第２項第４号」を「第２項第１号」に、「同項第５号」を

「同項第２号」に改め、同条第６項中「第２項第５号」を「第２項第２号」に改める。 
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附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、令和８年４月１日から施行する。 

（池田市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則の一部改正） 

２ 池田市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則（令和２年池田市規則第３７号）の一部を次のように改正す

る。 

第１５条第５項第４号中「第９条第２項第５号」を「第９条第２項第２号」に改め、同項第６号中「第９条第２項第４号」を

「第９条第２項第１号」に改める。 

 

                                                            

池田市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

令和８年３月３０日 

 池田市長 瀧 澤 智 子  

池田市規則第２６号 

池田市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則の一部を改正する規則 

池田市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則（昭和４３年池田市規則第１８号）の一部を次のよ

うに改正する。 

第１条中「第２条の２第２項ただし書、第４条第８項、第８条ただし書、第１５条、第１９条第８項、第２０条第２項、第２２条

の２第１項、第２３条並びに附則第３条第１項及び第２項の規定に基づき、認定委員会及び公務災害補償等審査会の組織及び運営、

補償の手続きその他条例の実施に関し、」を「の施行に関し」に改める。 

第２条の４を第２条の５とし、第２条の３の次に次の１条を加える。 

（就業の場所から勤務場所への移動等） 

第２条の４ 条例第２条の２第１項第２号の規則で定める就業の場所から勤務場所への移動は、次に掲げる就業の場所から勤務場所

への移動とする。 

(1) 労働者災害補償保険法（昭和２２年法律第５０号）第３条第１項の適用事業に係る就業の場所 

(2) 国家公務員災害補償法（昭和２６年法律１９１号）第１条第１項に規定する職員の勤務場所 

(3) その他勤務場所及び前２号に掲げる就業の場所に類するもの 

２ 条例第２条の２第１項第２号の規則で定める職員に対する法令の規定に違反して就業している場合は、次に掲げる法令の規定に

違反している場合とする。 

(1) 地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第３８条第１項 

(2) 前号に掲げる法令の規定に類する法令の規定 

３ 条例第２条の２第１項第３号の規則で定める要件は、同号に掲げる移動が、単身赴任手当の支給を受ける地方公務員災害補償法

（昭和４２年法律第１２１号）第２条第１項に規定する職員と均衡上必要があると認められる職員により行われるものであること

とする。 

 第１１条第１項中「（昭和４２年法律第１２１号）」を削る。 

附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 

 

                                                            

池田市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

令和８年３月３０日 

池田市長 瀧 澤 智 子 

池田市規則第２７号 

池田市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則の一部を改正する規則 

池田市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則（令和２年池田市規則第３７号）の一部を次のように改正する。 

第５条中「会計年度任用職員として」を「フルタイム会計年度任用職員となった者のうち、会計年度任用職員として」に、「（以

下」を「（会計年度の途中で会計年度任用職員を退職した者が当該会計年度にフルタイム会計年度任用職員となった場合で当該会計

年度において会計年度任用職員として同種の職務に在職した月数を有するときは、当該会計年度における会計年度任用職員として同

種の職務に在職した月数を除く。以下この項において」に、「フルタイム会計年度任用職員の」を「ものの」に改め、「（年度（４

月１日から翌年３月３１日までをいう。以下同じ。）の途中で退職した会計年度任用職員が当該年度にフルタイム会計年度任用職員

となった場合にあっては、当該年度における経験月数を除く。）」を削り、「乗じて得た数（」の次に「当該数に」を加え、「当該

フルタイム会計年度任用職員について定められている」を「その者の」に、「号給を」を「号給の数を」に、「号給）」を「号給の

数）」に改め、同条に次の１項を加える。 

２ 前項の規定により前条第２項に定める号給の数に加える数は、２０を限度とする。 
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第１８条中「会計年度任用職員として経験月数」を「パートタイム会計年度任用職員となった者のうち、会計年度任用職員として

同種の職務に在職した月数（会計年度の途中で会計年度任用職員を退職した者が当該会計年度にパートタイム会計年度任用職員とな

った場合で当該会計年度において会計年度任用職員として同種の職務に在職した月数を有するときは、当該会計年度における会計年

度任用職員として同種の職務に在職した月数を除く。以下この項において「経験月数」という。）」に、「パートタイム会計年度任

用職員の」を「ものの」に改め、「（年度の途中で退職した会計年度任用職員が当該年度にパートタイム会計年度任用職員となった

場合にあっては、当該年度における経験月数を除く。）」を削り、「乗じて得た数（」の次に「当該数に」を加え、「当該パートタ

イム会計年度任用職員については定められている」を「その者の」に、「号給を」を「号給の数を」に、「号給）」を「号給の数）」

に改め、同条に次の１項を加える。 

２ 前項の規定により前条第２項に定める号給の数に加える数は、２０を限度とする。 

附 則 

 この規則は、令和８年４月１日から施行する。 

 

                                                            

池田市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則及び通勤手当支給規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

令和８年３月３０日 

池田市長 瀧 澤 智 子   

池田市規則第２８号 

池田市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則及び通勤手当支給規則の一部を改正する規則 

（池田市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則の一部改正） 

第１条 池田市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則（令和２年池田市規則第３７号）の一部を次のように改

正する。 

第６条の見出し中「通勤手当」を「交通機関等に係る通勤手当の額の算出」に改め、同条第３項を削る。 

第７条を次のように改める。 

（フルタイム会計年度任用職員の通勤に係る交通用具） 

第７条 条例第８条第１項第２号の規則で定める交通用具は、自動車、原動機付自転車その他の原動機付の交通用具及び自転車と

する。ただし、市の所有に属するものを除く。 

第２５条を第２８条とする。 

第２４条第２項前段中「第１１条」を「第１４条」に改め、同項後段を次のように改める。 

この場合において、第６条第１項、第１０条第３項第１号、第１１条第１項及び第１３条中「フルタイム会計年度任用職員」

とあるのは「パートタイム会計年度任用職員」と、第６条第１項中「に係る通勤手当」とあるのは「による通勤に係る費用弁償」

と、第７条から第９条まで、第１０条第１項及び第３項並びに第１３条第２項中「条例」とあるのは「条例第３０条において準

用する条例」と、第８条第１号中「第１３条第３項」とあるのは「第２７条第２項において準用する第１３条第３項」と、「手

当額」とあるのは「費用弁償額」と、第１０条第２項及び第３項、第１１条、第１２条、第１３条第３項並びに第１４条中「通

勤手当」とあるのは「通勤に係る費用弁償」と、第１１条第１項中「第１３条第１項」とあるのは「第２７条第２項において準

用する第１３条第１項」と読み替える。 

第２４条を第２７条とする。 

第２３条前段中「第１６条」を「第１９条」に改め、同条を第２６条とする。 

第２２条中「第１５条第２項」を「第１８条第２項」に改め、同条を第２５条とする。 

第２１条第１項中「第１４条第１項各号」を「第１７条第１項各号」に改め、同条第３項前段中「第１４条第２項」を「第１７

条第２項」に改め、同条を第２４条とする。 

第２０条を第２３条とし、第１２条から第１９条までを３条ずつ繰り下げる。 

第１１条中「通勤手当支給要件」を「支給要件」に、「求め、又は通勤の実情を実地に調査する」を「求める」に改め、同条を

第１４条とし、同条の前に次の１条を加える。 

（フルタイム会計年度任用職員の通勤の届出） 

第１３条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者は、会計年度任用・非常勤職員通勤届（様式第１号。以下この条におい

て「通勤届」という。）により通勤の実情を速やかに任命権者に届け出なければならない。フルタイム会計年度任用職員が次の

各号のいずれかに該当する場合についても、同様とする。 

(1) 任命権者を異にして異動した場合 

(2) 住居、通勤の経路若しくは方法若しくは支給対象駐車場を変更し、支給対象駐車場の利用を開始し若しくは終了し、又は通

勤のため負担する運賃等若しくは支給対象駐車場の駐車料金の額に変更があった場合 

２ 前項の場合において、新たにフルタイム会計年度任用職員となった者が条例第８条第３項に規定するフルタイム会計年度任用

職員たる要件を具備するとき、又は支給対象駐車場の変更、支給対象駐車場の利用の開始若しくは通勤のため負担する支給対象

駐車場の駐車料金の額の変更があったときは、通勤届の提出の際、支給対象駐車場の利用に関する契約書の写しを添付しなけれ

ばならない。 
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３ 任命権者は、フルタイム会計年度任用職員から第１項の規定による届出があった場合は、その通勤届の内容を審査し、当該フ

ルタイム会計年度任用職員が支給要件を具備するときは、当該フルタイム会計年度任用職員に支給すべき通勤手当の額を決定し、

又は改定しなければならない。 

第１０条を第１２条とする。 

第９条第１項中「通勤手当支給要件」を「支給要件」に改め、同項ただし書中「第７条第１項」を「第１３条第１項」に改め、

同条を第１１条とする。 

第８条第２項中「第８条第３項」を「第８条第４項」に改め、「の各号」を削り、同項第１号中「通勤職員」を「条例第８条第

１項各号に掲げる通勤手当の支給を受ける要件（次条第１項、第１３条第３項及び第１４条において「支給要件」という。）を具

備するフルタイム会計年度任用職員（以下「通勤職員」という。）」に改め、同項第２号中「及び同項第２号」を「並びに同項第

２号及び同条第３項」に改め、同項を同条第３項とし、同条中第１項を第２項とし、同条に第１項として次の１項を加える。 

条例第８条第２項第１号の規則で定める期間は、１か月とする。 

第８条を第１０条とし、第７条の次に次の２条を加える。 

（フルタイム会計年度任用職員の通勤手当に係る駐車場） 

第８条 条例第８条第３項の規則で定める駐車場は、次の各号のいずれにも該当する駐車場とする。 

(1) 勤務場所の周辺又は第１３条第３項の規定に基づき決定し、若しくは改定する手当額の基礎となる経路上にある交通機関の

駅若しくは停留所の周辺にあること。 

(2) 通勤に使用する４輪以上の自動車を駐車するためのものであって、当該自動車を通常保管するための場所でないこと。 

(3) 月又は年を単位として駐車料金の額が定められていること。 

（フルタイム会計年度任用職員の駐車場に係る通勤手当の額の算出） 

第９条 条例第８条第３項の規定による１か月当たりの同項に規定する駐車場（以下この条並びに第１３条第１項第２号及び第２

項において「支給対象駐車場」という。）の駐車料金の額の算定は、次に掲げるところによる。 

(1) １の支給対象駐車場を利用する場合にあっては、次のア又はイに掲げる場合の区分に応じ、当該ア又はイに定める額とする

こと。 

ア 月を単位として駐車料金が定められている場合 当該駐車料金の額 

イ 駐車料金を定める期間が２以上の月にわたる場合 当該駐車料金の額を当該期間の月数で除して得た額（１円未満の端数

があるときは、これを切り捨てた額） 

(2) ２以上の支給対象駐車場を利用する場合にあっては、それぞれの支給対象駐車場について前号ア及びイに定める額を合計し

た額とすること。 

別表第２中「第１７条」を「第２０条」に改める。 

様式第１号を次のように改める。 

（様式 略） 

様式第２号から様式第８号までの規定中「第１６条、第２３条」を「第１９条、第２６条」に改める。 

 （通勤手当支給規則の一部改正） 

第２条 通勤手当支給規則（昭和３３年池田市規則第１７号）の一部を次のように改正する。 

第３条第２号中「若しくは通勤」を「、通勤」に改め、「方法」の次に「若しくは条例第２９条の２第３項に規定する駐車場

（以下この条及び第１２条において「支給対象駐車場」という。）」を、「変更し」の次に「、支給対象駐車場の利用を開始し若

しくは終了し」を、「運賃等」の次に「若しくは支給対象駐車場の駐車料金」を加え、同条に次の１項を加える。 

２ 前項の場合において、新たに職員となった者が条例第２９条の２第３項に規定する職員たる要件を具備するとき、又は支給対

象駐車場の変更、支給対象駐車場の利用の開始若しくは通勤のため負担する支給対象駐車場の駐車料金の額の変更があったとき

は、通勤届の提出の際、支給対象駐車場の利用に関する契約書の写しを添付しなければならない。 

第４条中「その届出に係る事実を通勤用定期乗車券（これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。）の提示を求める等の

方法により確認し」を「その通勤届の内容を審査し」に、「その職員」を「当該職員」に改める。 

第６条の前の見出し中「の基準」を削り、同条中「運賃」を「運賃等」に改める。 

第８条第１号中「定期券を」を「通勤用定期乗車券（これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。）を」に改める。 

第１８条を第２０条とする。 

第１７条中「第２９条の２第２項」の次に「及び第３項」を加え、同条を第１９条とし、第１６条を第１８条とする。 

第１５条第１項中「第１２条第１項」を「第１４条第１項」に改め、同条を第１７条とする。 

第１４条第１項中「第２９条の２第５項」を「第２９条の２第６項」に改め、同条を第１６条とする。 

第１３条第１項中「第２９条の２第４項」を「第２９条の２第５項」に改め、同項第３号中「公益法人等への一般職の地方公務

員の派遣等に関する法律」を「公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律」に、「第１５条」を「第１７条第２

項」に改め、同条第２項中「第２９条の２第４項」を「第２９条の２第５項」に改め、同項第２号イ中「第１１条第４項第１号」

を「第１３条第４項第１号」に改め、同条第３項中「第２９条の２第４項」を「第２９条の２第５項」に改め、同条を第１５条と

し、第１２条を第１４条とする。 

第１１条第１項中「第１６条」を「第１８条」に改め、同条第４項中「第２９条の２第３項」を「第２９条の２第４項」に改め、
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同項第２号中「及び同項第２号」を「並びに同項第２号及び同条第３項」に改め、同条を第１３条とする。 

第１０条の次に次の２条を加える。 

（支給対象駐車場） 

第１１条 条例第２９条の２第３項の規則で定める駐車場は、次の各号のいずれにも該当する駐車場とする。 

(1) 勤務場所の周辺又は第４条の規定に基づき決定し、若しくは改定する手当額の基礎となる経路上にある交通機関の駅若しく

は停留所の周辺にあること。 

(2) 通勤に使用する４輪以上の自動車を駐車するためのものであって、当該自動車を通常保管するための場所でないこと。 

(3) 月又は年を単位として駐車料金の額が定められていること。 

（支給対象駐車場に係る通勤手当の額の算出） 

第１２条 条例第２９条の２第３項の規定による１か月当たりの支給対象駐車場の駐車料金の額の算定は、次に掲げるところによる。 

(1) １の支給対象駐車場を利用する場合にあっては、次のア又はイに掲げる場合の区分に応じ、当該ア又はイに定める額とすること。 

ア 月を単位として駐車料金が定められている場合 当該駐車料金の額 

イ 駐車料金を定める期間が２以上の月にわたる場合 当該駐車料金の額を当該期間の月数で除して得た額（１円未満の端数

があるときは、これを切り捨てた額） 

(2) ２以上の支給対象駐車場を利用する場合にあっては、それぞれの支給対象駐車場について前号ア及びイに定める額を合計し

た額とすること。 

別記様式を次のように改める。 

 （様式 略） 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、令和８年４月１日から施行する。 

（会計年度任用職員の通勤の届出に関する特例） 

２ この規則の施行の際現に人事院勧告に伴う関係条例の整備に関する条例（令和７年池田市条例第５３号）第１条による改正後の

池田市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例（令和元年池田市条例第１４号）第８条第３項に規定するフルタイム会

計年度任用職員たる要件又は同条例第３０条において準用する同条例第８条第３項に規定するパートタイム会計年度任用職員たる

要件を具備する者（第１条の規定による改正後の池田市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則第１３条第１

項（同規則第２７条第２項において準用する場合を含む。）の規定により通勤の実情に係る届出を行うべき者を除く。）は、この

規則の施行の日以後速やかに、会計年度任用・非常勤職員通勤届（同規則様式第１号）に同規則第９条（同規則第２７条第２項に

おいて準用する場合を含む。）に規定する支給対象駐車場の利用に関する契約書の写しを添えて、通勤の実情を任命権者に届け出

なければならない。 

（一般職の職員の通勤の届出に関する特例） 

３ この規則の施行の際現に人事院勧告に伴う関係条例の整備に関する条例第２条による改正後の池田市一般職の職員の給与に関す

る条例（昭和３２年池田市条例第１９号）第２９条の２第３項に規定する職員たる要件を具備する者（第２条の規定による改正後

の通勤手当支給規則第３条第１項の規定により通勤の実情に係る届出を行うべき者を除く。）は、この規則の施行の日以後速やか

に、通勤届（同規則別記様式）に同規則第３条第１項第２号に規定する支給対象駐車場の利用に関する契約書の写しを添えて、通

勤の実情を任命権者に届け出なければならない。 

（池田市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償条例施行規則の一部改正） 

４ 池田市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償条例施行規則（平成１８年池田市規則第２７号）の一部を次のように

改正する。 

第７条中「第７条第１項」を「第１３条第１項」に改める。 

 

                                                            

池田市指定障害福祉サービス事業者等の指定等に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

令和８年３月３０日 

  池田市長 瀧 澤 智 子  

池田市規則第２９号 

池田市指定障害福祉サービス事業者等の指定等に関する規則の一部を改正する規則 

池田市指定障害福祉サービス事業者等の指定等に関する規則（平成２３年池田市規則第３２号）の一部を次のように改正する。 

第１条中「。）第１０条」を「）第１０条」に改め、「、法、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行

令（平成１８年政令第１０号。以下「政令」という。）及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則

（平成１８年厚生労働省令第１９号。以下「省令」という。）に定めるもののほか」を削る。 

第２条中「政令」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令（平成１８年政令第１０号）」に、

「省令」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則（平成１８年厚生労働省令第１９号。以下「省

令」という。）」に改める。 
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 第３条中「指定障害福祉サービス事業者・指定障害者支援施設指定申請書（様式第１号）」を「児童福祉法施行規則の規定に基づ

きこども家庭庁長官が定める様式並びに障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則の規定に基づき厚生

労働大臣が定める様式及びこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める様式（令和７年こども家庭庁・厚生労働省告示第３号。以下

「様式告示」という。）別紙様式第１号」に改める。 

第４条中「指定障害福祉サービス事業者指定障害者支援施設指定変更申請書（様式第２号）」を「様式告示別紙様式第１号」に改

める。 

 第４条の２中「指定障害福祉サービス事業者指定障害者支援施設指定更新申請書（様式第２号の２）」を「様式告示別紙様式第１

号」に改める。 

 第４条の３の見出し中「共生型」を「共生型障害福祉サービス事業者」に改め、同条中「様式第２号の３」を「様式第１号」に改める。 

第５条第１項中「指定障害福祉サービス事業者指定障害者支援施設変更届（様式第３号）」を「様式告示別紙様式第２号」に、

「様式第４号」を「様式第２号」に改め、同条第２項中「様式第５号」を「様式第３号」に改める。 

第６条第１項中「様式第６号」を「様式第４号」に改め、同条第２項中「様式第７号」を「様式第５号」に改める。 

様式第１号から様式第２号の２までを削り、様式第２号の３を様式第１号とし、様式第３号を削り、様式第４号を様式第２号とし、

様式第５号から様式第７号までを２様式ずつ繰り上げる。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、令和８年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式（以下「旧様式」という。）により提出されている書類は、この規則によ

る改正後の様式（以下「新様式」という。）により提出された書類とみなす。 

３ この規則の施行の際現にある旧様式による書類については、所要の修正を加え、当分の間新様式による書類として使用すること

ができる。 

 

                                                            

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定特定相談支援事業者の指定等及び児童福祉法に基づく

指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

令和８年３月３０日 

池田市長 瀧 澤 智 子   

池田市規則第３０号 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定特定相談支援事業者の指定等及び児童福祉法に基

づく指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則の一部を改正する規則 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定特定相談支援事業者の指定等及び児童福祉法に基づく

指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則（平成２４年池田市規則第１９号）の一部を次のように改正する。 

第１条中「平成１７年法律第１２３号」の次に「。以下「障害者総合支援法」という。」を、「平成１８年厚生労働省令第１９号」

の次に「。以下「障害者総合支援法施行規則」という。」を加える。 

第２条を次のように改める。 

（指定の通知等） 

第２条 市長は、障害者総合支援法施行規則第３４条の５９第１項又は児童福祉法施行規則第２５条の２６の６第１項の規定による

申請があった場合は、その内容を審査し、指定特定相談支援事業者又は指定障害児相談支援事業者（以下「指定特定相談支援事業

者等」という。）の指定を決定したときは指定特定相談支援事業所指定通知書（様式第１号）又は指定障害児相談支援事業所指定

通知書（様式第２号）（次項においてこれらを「指定通知書」という。）により、指定特定相談支援事業者等の指定の却下を決定

したときは指定特定相談支援事業所・指定障害児相談支援事業所指定却下通知書（様式第３号）により当該申請をした者に通知す

るものとする。 

２ 前項の規定による指定特定相談支援事業者等の指定の通知を受けた者は、その指定に係る期間中、指定通知書を当該指定に係る

事業所の見やすい場所に掲示するものとする。 

３ 前２項の規定は、指定特定相談支援事業者等の指定の更新の申請等について準用する。この場合において、第１項中「第３４条

の５９第１項」とあるのは「第３４条の５９第３項」と、「第２５条の２６の６第１項」とあるのは「第２５条の２６の６第３項」

と、「の指定」とあるのは「の指定の更新」と、前項中「指定の」とあるのは「指定の更新の」と、「その指定」とあるのは「そ

の指定の更新」と読み替えるものとする。 

第３条の見出しを「（廃止の届出等）」に改め、同条中「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第５１条

の２５第３項及び第４項並びに児童福祉法第２４条の３２の規定による届出は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する

ための法律施行規則第３４条の６０及び」を「障害者総合支援法施行規則第３４条の６０第２項及び第３項並びに」に、「第２５条

の２６の７に掲げる事項の変更に係るものにあっては指定特定相談支援事業所指定障害児相談支援事業所変更届出書（様式第２号）

により、事業の廃止、休止又は再開に係るものにあっては」を「第２５条の２６の７第２項及び第３項の規定による届出は、」に、
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「様式第３号」を「様式第４号」に改め、「、それぞれ」を削る。 

第４条中「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第５１条の３０」を「障害者総合支援法第５１条の３０

第２項」に改め、同条第１号中「指定等に係る指定特定相談支援事業者又は指定障害児相談支援事業者」を「指定、事業の廃止又は

指定の取消し（以下この条において「指定等」という。）に係る指定特定相談支援事業者等」に改める。 

第６条を削る。 

様式第１号から様式第３号までを次のように改める。 

（様式 略） 

様式第３号の次に次の１様式を加える。 

（様式 略） 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、令和８年４月１日から施行する。 

（指定通知書の掲示に関する特例） 

２ この規則の施行の際現に指定特定相談支援事業者又は指定障害児相談支援事業者の指定（指定の更新を含む。以下この項におい

て同じ。）を受けている者は、その指定に係る期間中、当該指定の決定に係る通知書を当該指定に係る事業所の見やすい場所に掲

示するものとする。 

 

                                                            

池田市保健福祉総合センター条例施行規則等の一部を改正する規則をここに公布する。 

令和８年３月３０日 

池田市長 瀧 澤 智 子    

池田市規則第３１号 

池田市保健福祉総合センター条例施行規則等の一部を改正する規則 

（池田市保健福祉総合センター条例施行規則の一部改正） 

第１条 池田市保健福祉総合センター条例施行規則（平成２１年池田市規則第６号）の一部を次のように改正する。 

第２条の見出し中「指定」を「指定管理者の指定」に改め、同条第１項中「池田市保健福祉総合センター（以下「センター」と

いう。）」を「条例第６条の規定による指定管理者」に改め、「申請」の次に「（次項、第４条及び第５条において「指定申請」

という。）」を加え、同条第２項中「条例第６条の規定による申請」を「指定申請」に改める。 

第３条の見出し中「選定」を「候補者の要件」に改め、同条中「第７条に規定する」を「第７条の規定による」に改め、「候補

者」の次に「の選定（次条において「候補者選定」という。）」を加え、「選定する」を「行う」に改め、同条第２号中「センタ

ー」を「池田市保健福祉総合センター（以下「センター」という。）」に改める。 

 第４条及び第５条を次のように改める。 

（候補者選定の結果の通知） 

第４条 市長は、候補者選定をしたときは、指定申請をしたものに対し、池田市保健福祉総合センター指定管理者候補者選定結果

通知書（様式第２号）によりその結果を通知するものとする。 

（指定管理者の指定の通知） 

第５条 市長は、条例第７条の規定により指定管理者を指定したときは、その指定申請をしたものに対し、池田市保健福祉総合セ

ンター指定管理者指定書（様式第３号）によりその旨を通知するものとする。 

様式第２号を次のように改め、同様式を様式第２号（その１）とする。 

（様式 略） 

様式第２号（その１）の次に次の１様式を加える。 

（様式 略） 

様式第３号を次のように改める。 

 （様式 略） 

  （池田市立市民活動交流センター条例施行規則の一部改正） 

第２条 池田市立市民活動交流センター条例施行規則（令和３年池田市規則第４３号）の一部を次のように改正する。 

 第２条中「池田市立市民活動交流センター（以下「センター」という。）の」を削り、「の申請」の次に「（第４条及び第５条

において「指定申請」という。）」を加える。 

 第３条の見出し中「選定」を「要件」に改め、同条中「選定」の次に「（次条において「候補者選定」という。）」を加え、同

条第２号中「センター」を「池田市立市民活動交流センター（以下「センター」という。）」に改める。 

 第４条及び第５条を次のように改める。 

（候補者選定の結果の通知） 

第４条 市長は、候補者選定をしたときは、指定申請をしたものに対し、池田市立市民活動交流センター指定管理者候補者選定結

果通知書（様式第２号）によりその結果を通知するものとする。 
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（指定管理者の指定の通知） 

第５条 市長は、条例第７条の規定により指定管理者を指定したときは、その指定申請をしたものに対し、池田市立市民活動交流

センター指定管理者指定書（様式第３号）によりその旨を通知するものとする。 

 様式第２号を次のように改め、同様式を様式第２号（その１）とする。 

（様式 略） 

様式第２号（その１）の次に次の１様式を加える。  

（様式 略） 

様式第３号を次のように改める。 

（様式 略） 

（池田市立コミュニティセンター条例施行規則の一部改正） 

第３条 池田市立コミュニティセンター条例施行規則（平成１１年池田市規則第４３号）の一部を次のように改正する。 

 第２条中「の申請」の次に「（第４条及び第５条において「指定申請」という。）」を加える。 

 第３条の見出し中「選定」を「候補者の要件」に改め、同条中「に規定する」を「の規定による」に、「は、次の各号」を「の

選定（次条において「候補者選定」という。）は、次」に、「選定する」を「行う」に改める。 

 第４条及び第５条を次のように改める。 

（候補者選定の結果の通知） 

第４条 市長は、候補者選定をしたときは、指定申請をしたものに対し、指定管理者候補者選定結果通知書によりその結果を通知

するものとする。 

（指定管理者の指定の通知） 

第５条 市長は、条例第７条の規定により指定管理者を指定したときは、その指定申請をしたものに対し、指定管理者指定書によ

りその旨を通知するものとする。 

 別表第２指定管理者指定申請書の項中「・名称、」を「、名称及び」に改め、同項の次に次のように加える。 

 

 

 

 

 

 別表第２指定管理者指定書の項中「・名称、」を「、名称及び」に改め、同表指定管理者不指定通知書の項を削る。 

（池田市立石橋会館条例施行規則の一部改正） 

第４条 池田市立石橋会館条例施行規則（平成３０年池田市規則第４４号）の一部を次のように改正する。 

 第２条の見出し中「指定」を「指定管理者の指定」に改め、同条中「池田市立石橋会館（以下「石橋会館」という。）の」を削

り、「の申請」の次に「（次項、第４条及び第５条において「指定申請」という。）」を加え、同条第２項中「前項の規定による

指定の申請」を「指定申請」に改める。 

 第３条の見出し中「選定」を「候補者の要件」に改め、同条中「第６条に規定する」を「第６条の規定による」に改め、「候補

者」の次に「の選定（次条において「候補者選定」という。）」を加え、「選定する」を「行う」に改め、同条第２号中「石橋会

館」を「池田市立石橋会館（以下「石橋会館」という。）」に改める。 

 第４条及び第５条を次のように改める。 

 （候補者選定の結果の通知） 

第４条 市長は、候補者選定をしたときは、指定申請をしたものに対し、池田市立石橋会館指定管理者候補者選定結果通知書（様

式第２号）によりその結果を通知するものとする。 

（指定管理者の指定の通知） 

第５条 市長は、条例第６条の規定により指定管理者を指定したときは、その指定申請をしたものに対し、池田市立石橋会館指定

管理者指定書（様式第３号）によりその旨を通知するものとする。 

 様式第２号を次のように改め、同様式を様式第２号（その１）とする。 

（様式 略） 

様式第２号（その１）の次に次の１様式を加える。 

（様式 略） 

様式第３号を次のように改める。  

（様式 略） 

（池田市立くすのき学園条例施行規則の一部改正） 

第５条 池田市立くすのき学園条例施行規則（昭和６０年池田市規則第１８号）の一部を次のように改正する。 

第２条の見出し中「指定」を「指定管理者の指定」に改め、同条第１項中「指定管理者」を「条例第６条の規定による指定管理

者」に改め、「申請」の次に「（次項、第４条及び第５条において「指定申請」という。）」を加え、同条第２項中「条例第６条

の規定による申請」を「指定申請」に改める。 

指定管理者候補者選定結果通知書（選

定の場合） 

指定管理者の候補者に選定したものの所在地、名称及び代表者名、選定の理由 

指定管理者候補者選定結果通知書（非

選定の場合） 

指定管理者の候補者に選定しなかったものの所在地、名称及び代表者名、非選定の

理由、不服申立てをすべき行政庁等の教示、取消訴訟の提起に関する事項の教示 
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 第３条の見出し中「選定」を「候補者の要件」に改め、同条中「に規定する」を「の規定による」に、「は、次の各号」を「の

選定（次条において「候補者選定」という。）は、次」に、「選定する」を「行う」に改める。 

 第４条及び第５条を次のように改める。 

 （候補者選定の結果の通知） 

第４条 市長は、候補者選定をしたときは、指定申請をしたものに対し、池田市立くすのき学園指定管理者候補者選定結果通知書

（様式第２号）によりその結果を通知するものとする。 

（指定管理者の指定の通知） 

第５条 市長は、条例第７条の規定により指定管理者を指定したときは、その指定申請をしたものに対し、池田市立くすのき学園

指定管理者指定書（様式第３号）によりその旨を通知するものとする。 

 様式第２号を次のように改め、同様式を様式第２号（その１）とする。 

（様式 略） 

様式第２号（その１）の次に次の１様式を加える。 

（様式 略） 

様式第３号を次のように改める。 

（様式 略） 

（池田市営住宅条例施行規則の一部改正） 

第６条 池田市営住宅条例施行規則（平成９年池田市規則第２２号）の一部を次のように改正する。 

 第３条第１項中「申請は」を「指定管理者の指定の申請（第５条及び第６条において「指定申請」という。）は」に改める。 

 第４条の見出し中「選定」を「要件」に改め、同条中「に規定する」を「の規定による」に改め、「候補者」の次に「の選定

（次条において「候補者選定」という。）」を加え、「選定する」を「行う」に改める。 

 第６条を削る。 

第５条の見出し中「指定等」を「指定」に改め、同条第１項中「条例」を「市長は、条例」に、「池田市営住宅等指定管理者指

定通知書（様式第２号」を「その指定申請をしたものに対し、池田市営住宅等指定管理者指定書（様式第３号」に改め、「）によ

り」の次に「その旨を」を加え、同条第２項を削り、同条を第６条とし、第４条の次に次の１条を加える。 

（候補者選定の結果の通知） 

第５条 市長は、候補者選定をしたときは、指定申請をしたものに対し、池田市営住宅等指定管理者候補者選定結果通知書（様式

第２号）によりその結果を通知するものとする。 

様式第２号を次のように改め、同様式を様式第２号（その１）とする。 

（様式 略） 

様式第２号（その１）の次に次の１様式を加える。 

（様式 略） 

様式第３号を次のように改める。  

（様式 略） 

（池田市葬祭条例施行規則の一部改正） 

第７条 池田市葬祭条例施行規則（昭和５０年池田市規則第５６号）の一部を次のように改正する。 

 第２条の見出し中「指定」を「指定管理者の指定」に改め、同条第１項中「指定管理者」を「条例第４条の規定による指定管理

者」に改め、「申請」の次に「（次項、第４条及び第５条において「指定申請」という。）」を加え、同条第２項中「条例第４条

の規定による申請」を「指定申請」に改める。 

 第３条の見出し中「選定」を「候補者の要件」に改め、同条中「に規定する」を「の規定による」に、「は、次の各号」を「の

選定（次条において「候補者選定」という。）は、次」に、「選定する」を「行う」に改める。 

 第４条及び第５条を次のように改める。 

（候補者選定の結果の通知） 

第４条 市長は、候補者選定をしたときは、指定申請をしたものに対し、池田市立葬祭場指定管理者候補者選定結果通知書（様式

第２号）によりその結果を通知するものとする。 

（指定管理者の指定の通知） 

第５条 市長は、条例第５条の規定により指定管理者を指定したときは、その指定申請をしたものに対し、池田市立葬祭場指定管

理者指定書（様式第３号）によりその旨を通知するものとする。 

様式第２号を次のように改め、同様式を様式第２号（その１）とする。 

（様式 略） 

様式第２号（その１）の次に次の１様式を加える。 

（様式 略） 

様式第３号を次のように改める。 

（様式 略） 

（池田市立桃園墓地使用条例施行規則の一部改正） 
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第８条 池田市立桃園墓地使用条例施行規則（昭和５６年池田市規則第４１号）の一部を次のように改正する。 

第２条の見出し中「指定」を「指定管理者の指定」に改め、同条第１項中「指定管理者の指定の申請は、市長が定める期間内に」

を「条例第６条第１項の規定による公募に参加し指定管理者の指定を受けようとするものは、」に、「行わなければ」を「市長に

申請しなければ」に改める。 

 第３条の見出し中「選定」を「候補者」に改め、同条中「指定管理者の候補者は、次の各号」を「前項の規定による選定（次条

において「候補者選定」という。）は、次」に、「選定する」を「行う」に改め、同条を同条第２項とし、同条に第１項として次

の１項を加える。 

市長は、指定管理者の候補者を前条第１項の規定による申請（次条及び第５条において「指定申請」という。）をしたものの

うちから選定し、議会の議決を経て指定管理者を指定するものとする。 

 第４条及び第５条を次のように改める。 

 （候補者選定の結果の通知） 

第４条 市長は、候補者選定をしたときは、指定申請をしたものに対し、池田市立桃園墓地指定管理者候補者選定結果通知書（様

式第２号）によりその結果を通知するものとする。 

（指定管理者の指定の通知） 

第５条 市長は、第３条の規定により指定管理者を指定したときは、その指定申請をしたものに対し、池田市立桃園墓地指定管理

者指定書（様式第３号）によりその旨を通知するものとする。 

様式第２号を次のように改め、同様式を様式第２号（その１）とする。 

（様式 略） 

様式第２号（その１）の次に次の１様式を加える。 

（様式 略） 

様式第３号を次のように改める。 

（様式 略） 

（五月山霊園使用条例施行規則の一部改正） 

第９条 五月山霊園使用条例施行規則（昭和４３年池田市規則第３０号）の一部を次のように改正する。 

 第２条の見出し中「指定」を「指定管理者の指定」に改め、同条第１項中「指定管理者の指定の申請は、市長が定める期間内に」

を「条例第５条第１項の規定による公募に参加し指定管理者の指定を受けようとするものは、」に、「行わなければ」を「市長に

申請しなければ」に改める。 

 第３条の見出し中「選定」を「候補者」に改め、同条中「指定管理者の候補者は、次の各号」を「前項の規定による選定（次条

において「候補者選定」という。）は、次」に、「選定する」を「行う」に改め、同条を同条第２項とし、同条に第１項として次

の１項を加える。 

市長は、指定管理者の候補者を前条第１項の規定による申請（次条及び第５条において「指定申請」という。）をしたものの

うちから選定し、議会の議決を経て指定管理者を指定するものとする。 

 第４条及び第５条を次のように改める。 

（候補者選定の結果の通知） 

第４条 市長は、候補者選定をしたときは、指定申請をしたものに対し、五月山霊園指定管理者候補者選定結果通知書（様式第２

号）によりその結果を通知するものとする。 

（指定管理者の指定の通知） 

第５条 市長は、第３条の規定により指定管理者を指定したときは、その指定申請をしたものに対し、五月山霊園指定管理者指定

書（様式第３号）によりその旨を通知するものとする。 

様式第２号を次のように改め、同様式を様式第２号（その１）とする。 

（様式 略） 

様式第２号（その１）の次に次の１様式を加える。 

（様式 略） 

様式第３号を次のように改める。 

（様式 略） 

（池田市官民連携まちなか広場条例施行規則の一部改正） 

第１０条 池田市官民連携まちなか広場条例施行規則（令和７年池田市規則第１８号）の一部を次のように改正する。 

 第３条第１項中「広場の」を「条例第６条の規定による」に改め、「申請」の次に「（次項、第５条及び第６条において「指定

申請」という。）」を加え、同条第２項中「条例第６条の規定による申請」を「指定申請」に改める。 

 第４条の見出し中「選定」を「要件」に改め、同条中「第７条に規定する」を「第７条の規定による」に改め、「候補者」の次

に「の選定（次条において「候補者選定」という。）」を加え、「選定する」を「行う」に改める。 

 第５条及び第６条を次のように改める。 

（候補者選定の結果の通知） 

第５条 市長は、候補者選定をしたときは、指定申請をしたものに対し、池田市官民連携まちなか広場指定管理者候補者選定結果
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通知書（様式第２号）によりその結果を通知するものとする。 

（指定管理者の指定の通知） 

第６条 市長は、条例第７条の規定により指定管理者を指定したときは、その指定申請をしたものに対し、池田市官民連携まちな

か広場指定管理者指定書（様式第３号）によりその旨を通知するものとする。 

様式第２号を次のように改め、同様式を様式第２号（その１）とする。 

（様式 略） 

 様式第２号（その１）の次に次の１様式を加える。 

（様式 略） 

様式第３号を次のように改める。 

（様式 略） 

（池田市都市公園条例施行規則の一部改正） 

第１１条 池田市都市公園条例施行規則（昭和３９年池田市規則第１７号）の一部を次のように改正する。 

 第１１条の見出し中「指定」を「指定管理者の指定」に改め、同条第１項中「指定管理者」を「条例第１８条の規定による指定

管理者」に改め、「申請」の次に「（次項、第１３条及び第１４条において「指定申請」という。）」を加え、同条第２項中「条

例第１８条の規定による申請」を「指定申請」に改める。 

 第１２条の見出し中「指定」を「候補者の要件」に改め、同条中「第１９条に規定する」を「１９条の規定による」に改め、

「候補者」の次に「の選定（次条において「候補者選定」という。）」を加え、「選定する」を「行う」に改める。 

 第１３条及び第１４条を次のように改める。 

 （候補者選定の結果の通知） 

第１３条 市長は、候補者選定をしたときは、指定申請をしたものに対し、公園施設指定管理者候補者選定結果通知書（様式第１

２号）によりその結果を通知するものとする。 

（指定管理者の指定の通知） 

第１４条 市長は、条例第１９条の規定により指定管理者を指定したときは、その指定申請をしたものに対し、公園施設指定管理

者指定書（様式第１３号）によりその旨を通知するものとする。 

様式第１２号を次のように改め、同様式を様式第１２号（その１）とする。 

（様式 略） 

様式第１２号（その１）の次に次の１様式を加える。 

（様式 略） 

様式第１３号を次のように改める。 

（様式 略） 

（池田市都市公園運動施設条例施行規則の一部改正） 

第１２条 池田市都市公園運動施設条例施行規則（平成８年池田市規則第３５号）の一部を次のように改正する。 

 第２条の見出し中「指定」を「指定管理者の指定」に改め、同条第１項中「指定管理者」を「条例第５条の規定による指定管理

者」に改め、「申請」の次に「（次項、第４条及び第５条において「指定申請」という。）」を加え、同条第２項中「条例第５条

の規定による申請」を「指定申請」に改める。 

 第３条の見出し中「指定」を「候補者の要件」に改め、同条中「第６条に規定する」を「第６条の規定による」に、「は、次の

各号」を「の選定（次条において「候補者選定」という。）は、次」に、「選定する」を「行う」に改める。 

 第４条及び第５条を次のように改める。 

 （候補者選定の結果の通知） 

第４条 市長は、候補者選定をしたときは、指定申請をしたものに対し、指定管理者候補者選定結果通知書によりその結果を通知

するものとする。 

（指定管理者の指定の通知） 

第５条 市長は、条例第６条の規定により指定管理者を指定したときは、その指定申請をしたものに対し、指定管理者指定書によ

りその旨を通知するものとする。 

別表第５指定管理者指定申請書の項中「、代表者氏名」を「・代表者氏名」に改め、同項の次に次のように加える。 

 

 

 

 

 

別表第５指定管理者指定書の項中「、代表者氏名」を「・代表者氏名」に改め、同表指定管理者不指定通知書の項を削る。 

（池田市民文化会館条例施行規則の一部改正） 

第１３条 池田市民文化会館条例施行規則（昭和４９年池田市規則第４９号）の一部を次のように改正する。 

 第２条の見出し中「指定」を「指定管理者の指定」に改め、同条第１項中「指定管理者」を「条例第５条の規定による指定管理

指定管理者候補者選定結果通知書（選

定の場合） 

指定管理者の候補者に選定したものの所在地・名称・代表者氏名、選定の理由 

指定管理者候補者選定結果通知書（非

選定の場合） 

指定管理者の候補者に選定しなかったものの所在地・名称・代表者氏名、非選定の

理由、不服申立てをすべき行政庁等の教示、取消訴訟の提起に関する事項の教示 
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者」に改め、「申請」の次に「（次項、第４条及び第５条において「指定申請」という。）」を加え、同条第２項中「条例第５条

の規定による申請」を「指定申請」に改める。 

 第３条の見出し中「選定」を「候補者の要件」に改め、同条中「に規定する」を「の規定による」に、「は、次の各号」を「の

選定（次条において「候補者選定」という。）は、次」に、「選定する」を「行う」に改める。 

 第４条及び第５条を次のように改める。 

 （候補者選定の結果の通知） 

第４条 市長は、候補者選定をしたときは、指定申請をしたものに対し、池田市民文化会館指定管理者候補者選定結果通知書（様

式第２号）によりその結果を通知するものとする。 

（指定管理者の指定の通知） 

第５条 市長は、条例第６条の規定により指定管理者を指定したときは、その指定申請をしたものに対し、池田市民文化会館指定

管理者指定書（様式第３号）によりその旨を通知するものとする。 

 様式第２号を次のように改め、同様式を様式第２号（その１）とする。 

（様式 略） 

様式第２号（その１）の次に次の１様式を加える。 

（様式 略） 

様式第３号を次のように改める。 

（様式 略） 

（池田市立カルチャープラザ条例施行規則の一部改正） 

第１４条 池田市立カルチャープラザ条例施行規則（平成２１年池田市規則第１２号）の一部を次のように改正する。 

 第２条の見出し中「指定」を「指定管理者の指定」に改め、同条第１項中「指定管理者」を「条例第５条の規定による指定管理

者」に改め、「申請」の次に「（次項、第４条及び第５条において「指定申請」という。）」を加え、同条第２項中「条例第５条

の規定による申請」を「指定申請」に改める。 

 第３条の見出し中「選定」を「候補者の要件」に改め、同条中「第６条に規定する」を「第６条の規定による」に改め、「候補

者」の次に「の選定（次条において「候補者選定」という。）」を加え、「選定する」を「行う」に改める。 

 第４条及び第５条を次のように改める。 

 （候補者選定の結果の通知） 

第４条 市長は、候補者選定をしたときは、指定申請をしたものに対し、池田市立カルチャープラザ指定管理者候補者選定結果通

知書（様式第２号）によりその結果を通知するものとする。 

（指定管理者の指定の通知） 

第５条 市長は、条例第６条の規定により指定管理者を指定したときは、その指定申請をしたものに対し、池田市立カルチャープ

ラザ指定管理者指定書（様式第３号）によりその旨を通知するものとする。 

 様式第２号を次のように改め、同様式を様式第２号（その１）とする。 

（様式 略） 

様式第２号（その１）の次に次の１様式を加える。 

（様式 略） 

様式第３号を次のように改める。 

（様式 略） 

（池田市立ギャラリー条例施行規則の一部改正） 

第１５条 池田市立ギャラリー条例施行規則（昭和６１年池田市規則第５号）の一部を次のように改正する。 

 第２条の見出し中「指定」を「指定管理者の指定」に改め、同条第１項中「指定管理者」を「条例第６条の規定による指定管理

者」に改め、「申請」の次に「（次項、第４条及び第５条において「指定申請」という。）」を加え、同条第２項中「条例第６条

の規定による申請」を「指定申請」に改める。 

第３条の見出し中「選定」を「候補者の要件」に改め、同条中「に規定する」を「の規定による」に、「は、次の各号」を「の

選定（次条において「候補者選定」という。）は、次」に、「選定する」を「行う」に改める。 

 第４条及び第５条を次のように改める。 

（候補者選定の結果の通知） 

第４条 市長は、候補者選定をしたときは、指定申請をしたものに対し、指定管理者候補者選定結果通知書によりその結果を通知

するものとする。 

（指定管理者の指定の通知） 

第５条 条例第７条の規定により指定管理者を指定したときは、その指定申請をしたものに対し、指定管理者指定書によりその旨

を通知するものとする。 

 別表指定管理者指定申請書の項中「、代表者氏名」を「・代表者氏名」に改め、同項の次に次のように加える。 

 

 
指定管理者候補者選定結果通知書（選

定の場合） 

指定管理者の候補者に選定したものの所在地・名称・代表者氏名、選定の理由 

指定管理者候補者選定結果通知書（非

選定の場合） 

指定管理者の候補者に選定しなかったものの所在地・名称・代表者氏名、非選定の

理由、不服申立てをすべき行政庁等の教示、取消訴訟の提起に関する事項の教示 
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 別表指定管理者指定書の項中「、代表者氏名」を「・代表者氏名」に改め、同表指定管理者不指定通知書の項を削る。 

（池田市立上方落語資料展示館条例施行規則の一部改正） 

第１６条 池田市立上方落語資料展示館条例施行規則（平成１９年池田市規則第２９号）の一部を次のように改正する。 

 第２条中「申請は」を「指定管理者の指定の申請（第４条及び第５条において「指定申請」という。）は」に改める。 

第３条の見出し中「選定」を「候補者の要件」に改め、同条中「に規定する」を「の規定による」に改め、「候補者」の次に

「の選定（次条において「候補者選定」という。）」を加え、「選定する」を「行う」に改める。 

第４条及び第５条を次のように改める。 

 （候補者選定の結果の通知） 

第４条 市長は、候補者選定をしたときは、指定申請をしたものに対し、池田市立上方落語資料展示館指定管理者候補者選定結果

通知書（様式第２号）によりその結果を通知するものとする。 

（指定管理者の指定の通知） 

第５条 市長は、条例第８条の規定により指定管理者を指定したときは、その指定申請をしたものに対し、池田市立上方落語資料

展示館指定管理者指定書（様式第３号）によりその旨を通知するものとする。 

 様式第２号を次のように改め、同様式を様式第２号（その１）とする。 

（様式 略） 

様式第２号（その１）の次に次の１様式を加える。 

（様式 略） 

様式第３号を次のように改める。 

（様式 略） 

（池田市立３Ｒ推進センター条例施行規則の一部改正） 

第１７条 池田市立３Ｒ推進センター条例施行規則（平成２１年池田市規則第２４号）の一部を次のように改正する。 

 第２条中「申請」を「指定管理者の指定の申請（第４条及び第５条において「指定申請」という。）」に改める。 

 第３条の見出し中「選定」を「候補者の要件」に改め、同条中「に規定する」を「の規定による」に改め、「候補者」の次に

「の選定（次条において「候補者選定」という。）」を加え、「選定する」を「行う」に改める。 

 第４条及び第５条を次のように改める。 

 （候補者選定の結果の通知） 

第４条 市長は、候補者選定をしたときは、指定申請をしたものに対し、池田市立３Ｒ推進センター指定管理者候補者選定結果通

知書（様式第２号）によりその結果を通知するものとする。 

（指定管理者の指定の通知） 

第５条 市長は、条例第９条の規定により指定管理者を指定したときは、その指定申請をしたものに対し、池田市立３Ｒ推進セン

ター指定管理者指定書（様式第３号）によりその旨を通知するものとする。 

 様式第２号を次のように改め、同様式を様式第２号（その１）とする。 

（様式 略） 

様式第２号（その１）の次に次の１様式を加える。 

（様式 略） 

様式第３号を次のように改める。 

（様式 略） 

（共同利用施設条例施行規則の一部改正） 

第１８条 共同利用施設条例施行規則（平成１６年池田市規則第１２号）の一部を次のように改正する。 

 第２条の見出し中「指定」を「指定管理者の指定」に改め、同条中「の申請」の次に「（第４条及び第５条において「指定申請」

という。）」を加える。 

 第３条の見出し中「選定」を「候補者の要件」に改め、同条中「に規定する」を「の規定による」に、「は、次の各号」を「の

選定（次条において「候補者選定」という。）は、次」に、「選定する」を「行う」に改める。 

 第４条及び第５条を次のように改める。 

（候補者選定の結果の通知） 

第４条 市長は、候補者選定をしたときは、指定申請をしたものに対し、指定管理者候補者選定結果通知書によりその結果を通知

するものとする。 

（指定管理者の指定の通知） 

第５条 市長は、条例第７条の規定により指定管理者を指定したときは、その指定申請をしたものに対し、指定管理者指定書によ

りその旨を通知するものとする。 

 別表指定管理者指定申請書の項中「・名称、」を「、名称及び」に改め、同項の次に次のように加える。 

指定管理者候補者選定結果通知書（非

選定の場合） 

指定管理者の候補者に選定しなかったものの所在地・名称・代表者氏名、非選定の

理由、不服申立てをすべき行政庁等の教示、取消訴訟の提起に関する事項の教示 
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 別表指定管理者指定書の項中「・名称、」を「、名称及び」に改め、同表指定管理者不指定通知書の項を削る。 

附 則 

この規則は、令和８年４月１日から施行する。 

 

                                                            

池田市子ども・子育て支援法施行細則の一部を改正する規則をここに公布する。 

令和８年３月３０日 

池田市長 瀧 澤 智 子  

池田市規則第３２号 

池田市子ども・子育て支援法施行細則の一部を改正する規則 

池田市子ども・子育て支援法施行細則（平成２７年池田市規則第１３号）の一部を次のように改正する。 

題名の次に次の目次及び章名を付する。 

目次 

第１章 総則（第１条・第１条の２） 

第２章 妊婦のための支援給付、子どものための教育・保育給付、子育てのための施設等利用給付及び乳児等のための支援給付 

第１節 妊婦給付認定等（第１条の２の２―第１条の５） 

第２節 教育・保育給付認定等（第２条―第１１条） 

第３節 施設等利用給付認定等（第１２条―第１８条） 

第４節 乳児等支援給付認定等（第１８条の２―第１８条の５） 

第３章 特定教育・保育施設、特定地域型保育事業者及び特定乳児等通園支援事業者 

第１節 特定教育・保育施設（第１９条―第２４条） 

第２節 特定地域型保育事業者（第２５条―第３０条） 

第３節 特定乳児等通園支援事業者（第３０条の２―第３０条の７） 

第４節 業務管理体制の整備等（第３１条） 

第４章 特定子ども・子育て支援提供者（第３２条―第３５条） 

第５章 地域子ども・子育て支援事業（第３６条・第３７条） 

第６章 補則（第３８条） 

附則 

第１章 総則 

 第１条の２の次に次の章名及び節名を付する。 

第２章 妊婦のための支援給付、子どものための教育・保育給付、子育てのための施設等利用給付及び乳児等のための支援給

       付 

第１節 妊婦給付認定等 

 第１条の５の次に次の節名を付する。 

第２節 教育・保育給付認定等 

第１１条の次に次の節名を付する。 

第３節 施設等利用給付認定等 

 第１８条の次に次の節名、４条、章名及び節名を加える。 

第４節 乳児等支援給付認定等 

（乳児等支援給付認定の申請等） 

第１８条の２ 府令第２８条の２２第１項の申請書は、乳児等支援給付（こども誰でも通園制度）認定申請書（様式第１６号の２）

とする。 

２ 法第３０条の１５第３項の乳児等支援支給認定証は、乳児等支援支給認定証（こども誰でも通園制度認定証）（様式第１６号の

３）とする。 

３ 市長は、法第３０条の１５第１項の規定による乳児等支援給付認定の申請に対して却下することを決定したときは、乳児等支援

給付認定申請却下通知書（様式第１６号の４）により当該申請をした者に通知するものとする。 

 （乳児等支援給付認定の取消し） 

第１８条の３ 府令第２８条の２５第１項の書面は、乳児等支援給付認定取消通知書（様式第１６号の５）とする。 

 （乳児等支援給付認定の変更の届出） 

指定管理者候補者選定結果通知書（選

定の場合） 

指定管理者の候補者に選定したものの所在地、名称及び代表者名、選定の理由 

指定管理者候補者選定結果通知書（非

選定の場合） 

指定管理者の候補者に選定しなかったものの所在地、名称及び代表者名、非選定の

理由、不服申立てをすべき行政庁等の教示、取消訴訟の提起に関する事項の教示 
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第１８条の４ 府令第２８条の２６第１項の届書は、乳児等支援給付（こども誰でも通園制度）認定変更届出書（様式第１６号の６）

とする。 

（乳児等支援支給認定証の再交付） 

第１８条の５ 府令第２８条の２７第２項の申請書は、乳児等支援支給認定証再交付申請書（様式第１６号の７）とする。 

第３章 特定教育・保育施設、特定地域型保育事業者及び特定乳児等通園支援事業者 

第１節 特定教育・保育施設 

第１９条第２項中「この項、次条第２項、第２３条及び第２４条」を「この節」に改める。 

第２４条の次に次の節名を付する。 

第２節 特定地域型保育事業者 

 第２５条第２項中「この項、次条第２項、第２９条及び第３０条」を「この節」に改める。 

 第３０条の次に次の節名を付する。 

第３節 特定乳児等通園支援事業者 

第３０条の２第２項中「この項及び次条第２項、第３０条の６及び第３０条の７」を「この節」に改める。 

第３０条の７の次に次の節名を付する。 

第４節 業務管理体制の整備等 

 第３１条の次に次の章名を付する。 

第４章 特定子ども・子育て支援提供者 

 第３２条第２項中「この項、第３４条及び第３５条」を「この章」に改める。 

第３５条の次に次の章名を付する。 

第５章 地域子ども・子育て支援事業 

第３７条の次に次の章名を付する。 

第６章 補則 

 第３８条の見出しを削る。 

様式第１６号の次に次の６様式を加える。 

（様式 略） 

附 則 

この規則は、令和８年４月１日から施行する。 

 

                                                            

池田市道路占用料条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

令和８年３月３０日 

池田市長 瀧 澤 智 子    

池田市規則第３３号 

池田市道路占用料条例施行規則の一部を改正する規則 

池田市道路占用料条例施行規則（昭和６０年池田市規則第２１号）の一部を次のように改正する。 

第２条第１項中「により、市長に申請しなければ」を「を市長に提出しなければ」に改める。 

第３条中「第４条の規定による」を「第４条ただし書の規定により」に、「により市長に請求しなければ」を「を市長に提出しな

ければ」に改め、同条ただし書中「道路法」の次に「（昭和２７年法律第１８０号）」を加え、「取消」を「取消し」に改める。 

第４条第１項を次のように改める。 

条例第５条の規定により占用料を減免する場合及びその割合は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める割合と

する。 

(1) 国又は地方公共団体が主催し、共催し、又は後援する事業の実施に係る場合 １０割 

(2) 道路の占用に係る物件が次に掲げるものに該当する場合 １０割 

ア 鉄道事業法（昭和６１年法律第９２号）による鉄道及び当該鉄道が道路と交差するために設置するもの 

イ 街灯及びその設置のために必要なもの 

ウ 電気事業者又は電気通信事業者が設ける架空の各戸引込電線 

エ ガス、電気、水道又は下水道の各戸引込地下埋設管 

オ かんがい排水施設その他農業用地の保全上及び利用上必要な施設 

カ 道路に出入りするために必要な通路橋、溝蓋その他これらに類するもの 

キ 営利目的でなく、かつ、交通安全、道路の美化又は公衆の利便に著しく寄与する物件及びこれらの設置のために必要なもの 

(3) 道路の占用に係る物件が街灯、カーブミラー、道路標識、交通信号等を無償で添加している電柱及び電話柱である場合 ５割 

(4) 前３号に定めるもののほか、市長が特に必要があると認める場合 市長が定める割合 

第４条第２項中「により市長に申請しなければ」を「を市長に提出しなければ」に改める。 

様式第１号中「第２条第１項」を「第２条」に改める。 
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様式第２号中「第２条第２項」を「第２条」に改める。 

様式第４号中「第４条第２項」を「第４条」に改める。 

様式第５号中「第４条第３項」を「第４条」に改める。 

附 則 

この規則は、令和８年４月１日から施行する。 

 

                                                            

池田市都市公園運動施設条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

令和８年３月３０日 

          池田市長 瀧 澤 智 子   

池田市規則第３４号 

池田市都市公園運動施設条例施行規則の一部を改正する規則 

池田市都市公園運動施設条例施行規則（平成８年池田市規則第３５号）の一部を次のように改正する。 

第８条第１項ただし書中「個人が」を削り、「使用券又は条例別表第１に規定する定期券による」を「トレーニングルーム又はプ

ールの」に改め、「ときは、」の次に「市長が」を加え、同条第２項中「前項の」の次に「規定による」を、「使用許可申請書兼同

意書」の次に「による申請」を加え、「別表第３」を「、別表第３」に改め、同項ただし書を削り、同条に次の２項を加える。 

３ 第１項の規定によるオーパスによる申請に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

４ 五月山体育館のアリーナ、テニスコート及び猪名川運動場の使用の許可の申請にあっては、市長が別に定めるところにより、市

又は教育委員会による使用のほか、市民の地域交流又は文化若しくはスポーツの振興を目的とする事業その他の活動の実施に係る

団体による使用であって優先して会場を確保する必要があると認めるものについて、調整を行い、第２項に規定する期間に先行し

て第１項の規定による使用許可申請書兼同意書による申請を受け付けることができる。 

第９条第１項中「前条の」の次に「規定による」を加え、同条第２項中「前条の」の次に「規定により」を加え、同項後段及び同

条第３項を削り、同条第４項中「第２項」を「前項」に改め、「個人の定期券による」を削り、「の使用」を「のトレーニングルー

ム又はプールの定期券による使用」に改め、同項を同条第３項とし、同条第５項を同条第４項とし、同条第６項中「については、オ

ーパスに申請内容の許可又は不許可の決定を登載することによって、使用許可書兼領収書又は使用不許可通知書の交付にかえるもの

とする」を「に対し使用の許可又は不許可を決定したときは、オーパスに登載する方法によりその旨を通知する」に改め、同項を同

条第５項とする。 

第１０条中「から第４項まで及び第６項」を「、第３項及び第５項」に改め、「、使用券」を削る。 

第１１条中「第６項」を「第５項」に、「使用許可申請書兼同意書」を「その使用」に、「提出し、その許可を受けなければ」を

「提出しなければ」に改める。 

第１２条第１項中「使用許可書兼領収書」の次に「（五月山体育館のトレーニングルーム又はプールの定期券による使用の場合に

あっては、五月山体育館定期使用許可書兼領収書）」を加える。 

第１５条第１項中「により運動施設又は付属設備等に係る」を「による」に、「を還付する場合及びその額」を「の還付」に、

「掲げる額とする」を「定める額について行う」に改め、同項ただし書中「又は第３号に掲げる」を「及び第３号に定める」に改め、

同項第１号から第５号までを次のように改める。 

(1) その使用に係る運動施設又は付属設備等を供用することができなかった場合（次号及び第３号に掲げる場合を除く。） 当該

使用できなかった運動施設又は付属設備等の使用に係る使用料の全額 

(2) 五月山体育館のトレーニングルーム又はプールの定期券（プール使用権付きのトレーニングルームの定期券を除く。）による

使用の場合において、定期券による使用に係る月（以下この項において「定期券使用月」という。）におけるその使用に係るト

レーニングルーム又はプールの供用日が７日に満たないとき 使用料の額を定期券使用月の日数（別表第１に定める五月山体育

館の休業日（以下この項において「五月山体育館休館日」という。）の数を除く。）で除して得た額（次号において「１日当た

りの定期券使用料の額」という。）に、その使用に係るトレーニングルーム又はプールの定期券使用月における供用日以外の日

（五月山体育館休館日を除く。）の数を乗じて得た額 

(3) 五月山体育館のトレーニングルームのプール使用権付きの定期券による使用の場合において、定期券使用月におけるトレーニ

ングルームの供用日又はプールの供用日が７日に満たないとき １日当たりの定期券使用料の額に２分の１を乗じて得た額に、

その供用日が７日に満たないトレーニングルーム又はプールの定期券使用月における供用日以外の日（五月山体育館休館日の数

を除く。）の数（定期券使用月においてトレーニングルームの供用日及びプールの供用日のいずれも７日に満たない場合にあっ

ては、トレーニングルーム及びプールのそれぞれの定期券使用月における供用日以外の日（五月山体育館休館日を除く。）の合

計数）を乗じて得た額 

(4) その使用の日前３日までに指定管理者に対し使用変更願が提出され、使用料の額に減少が生じた場合 当該減少により生じた

使用料の差額 

(5) その使用の日前３日までに指定管理者に対し使用取消願が提出された場合（次号に掲げる場合を除く。） 使用料の５割に相

当する額（付属設備等の使用に係る使用料にあっては、使用料の全額） 

第１５条第１項第６号を削り、同項第７号中「定期券により五月山体育館を使用しようとする使用者が、指定管理者に対し、使用
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しようとする月の前月末日」を「五月山体育館のトレーニングルーム又はプールの定期券による使用の場合において、定期券使用月

の前月の末日」に、「五月山体育館定期使用許可書兼領収書を提出し、使用しない旨を申し出た場合」を「指定管理者に対し使用取

消願の提出があったとき」に改め、同号を同項第６号とし、同項第８号中「使用者が、」を削り、同号を同項第７号とする。 

第１８条を削り、第１９条を第１８条とする。 

第２０条中「別表第５」を「別表第４」に改め、同条を第１９条とし、第２１条を第２０条とする。 

別表第１五月山体育館の項中「１月３日から１２月３０日」を「１月５日から１２月２７日」に、「１２月３１日、１月１日及び

２日並びに」を「１２月２８日から翌年の１月４日まで及び」に改め、同表テニスコートの項を次のように改める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別表第４を削る。 

別表第５中「第２０条」を「第１９条」に改め、同表を別表第４とする。 

附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 

 

                                                            

池田市葬祭条例施行規則等の一部を改正する規則をここに公布する。 

令和８年３月３０日 

池田市長 瀧 澤 智 子   

池田市規則第３５号 

池田市葬祭条例施行規則等の一部を改正する規則 

（池田市葬祭条例施行規則の一部改正） 

第１条 池田市葬祭条例施行規則（昭和５０年池田市規則第５６号）の一部を次のように改正する。 

第７条中「規定する」の次に「走行距離等に応じ」を、「利用料金」の次に「の上限額」を加える。 

別表中「の利用料金」の次に「の上限額」を加え、同表基本額の部中「９，４００円」を「１１，３００円」に改め、同表加算

額の部中「２，６００円」を「３，１００円」に、「４，７００円」を「５，６００円」に、「７，７００円」を「９，２００円」

に、「１０，７００円」を「１２，８００円」に、「１３，７００円」を「１６，４００円」に、「３７，２００円」を「４４，

６００円」に、「１２９，６００円」を「１５５，５００円」に、「１，１００円」を「１，３００円」に、「２，０００円」を

「２，４００円」に改め、「をいう。」を削り、「２，２００円」を「２，６００円」に改め、同表備考１中「額」を「上限額」

に改める。 

（池田市都市公園運動施設条例施行規則の一部改正） 

第２条 池田市都市公園運動施設条例施行規則（平成８年池田市規則第３５号）の一部を次のように改正する。 

別表第２のアの表アリーナの部体操器具の款全種目一式の項中「２，０００円」を「２，４００円」に改め、同款１種目一式の

項中「５００円」を「６００円」に改め、同部柔道畳の項を削り、同部ダンス用床の項中「２，０００円」を「２，４００円」に

改め、同部バスケットボール用具（ボールを除く。）の項中「５００円」を「６００円」に改め、同部バレーボール用具（ボール

を除く。）の項中「３００円」を「３６０円」に改め、同部ソフトバレーボール用具（ボールを除く。）の項及び市民ボール用具

（ボールを除く。）の項中「２００円」を「２４０円」に改め、同部ハンドボール用具（ボールを除く。）の項及びフットサル用

具（ボールを除く。）の項中「３００円」を「３６０円」に改め、同部卓球用具（ラケット及びボールを除く。）の項及びバトミ

ントン用具（ラケット及びシャトルコックを除く。）の項中「２００円」を「２４０円」に改め、同部得点表示板の項及び電光得

点表示盤の項中「３００円」を「３６０円」に改め、同部ストップウォッチの項中「５０円」を「６０円」に改め、同部フロアシ

ートの款全面の項中「２，０００円」を「２，４００円」に改め、同款２分の１面の項中「１，０００円」を「１，２００円」に

改め、同款３分の１面の項中「７００円」を「８４０円」に改め、同部長机の款中「２００円」を「２４０円」に改め、同部椅子

の款中「１００円」を「１２０円」に改め、同部吊りもの器具の項中「４００円」を「４８０円」に改め、同部放送音響器具の項

中「５００円」を「６００円」に改め、同部ピンスポットライトの項及び特殊電源の項中「２００円」を「２４０円」に改め、同

部冷房設備の項中「３，０００円」を「３，６００円」に改め、同部暖房設備の項中「５，０００円」を「６，０００円」に改め、

同表多目的室の部放送音響器具の項中「１００円」を「１２０円」に改め、同部冷房設備の項中「６００円」を「７２０円」に改

テニスコー

ト 

 

４月１日から１１月３０

日まで 

月曜日から金曜日まで

（休日を除く。） 

午前９時から午後９時ま

で 

１２月２８日から翌年

の１月４日まで 

土曜日、日曜日及び休日 午前８時から午後９時ま

で 

１２月１日から翌年の３

月３１日まで（１２月２

８日から翌年の１月４日

までを除く。） 

午前９時から午後９時まで 
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め、同部暖房設備の項中「１，０００円」を「１，２００円」に改め、同表会議室の部放送音響器具の項中「７０円」を「９０円」

に改め、同部鏡の項中「２００円」を「２４０円」に改め、同部冷房設備の項中「１５０円」を「１８０円」に改め、同部暖房設

備の項中「２５０円」を「３００円」に改め、同表その他の部貸しロッカーの項中「６，０００円」を「７，２００円」に改める。 

（池田市民文化会館条例施行規則の一部改正） 

第３条 池田市民文化会館条例施行規則（昭和４９年池田市規則第４９号）の一部を次のように改正する。 

第１３条の見出しを「（利用料金及び実費負担）」に改め、同条中「規定する」の次に「規則で定める」を、「利用料金」の次

に「の上限額」を加え、「別表第１及び別表第２」を「別表」に改め、同条に次の３項を加える。 

２ 大ホール又は小ホールの使用において指定管理者が必要と認める場合は、指定管理者が照明設備及び音響設備の操作に関する

業務を行い、指定管理者は、利用料金とは別に、その実施に要した費用を使用者から徴収することができる。 

３ グランドピアノ又はピアノの使用において調律を希望される場合は、指定管理者が調律を行い、指定管理者は、その実施に要

した費用を使用者から徴収するものとする。 

４ レコーディングスタジオ又は録音室の使用においてレコーディングが行われる場合は、指定管理者がレコーディングエンジニ

アの業務を行い、指定管理者は、利用料金とは別に、その実施に要した費用を使用者から徴収するものとする。 

別表第２を削り、別表第１を次のように改める。 

別表（第１３条関係） 

 附属設備の利用料金の上限額 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

種別 区分使用 全日使用 

    円 円 

大ホール 舞台関係 所作台 １式 ２１，１００ ２５，０００ 

平台 １式 １０，５００ １３，２００ 

松竹羽目 １式 ５，２８０ ６，０７０ 

金屏風 １双 ６，６００ ８，１８０ 

指揮台（譜面台付き） １式 ９２０ １，１８０ 

楽団用譜面台Ａ １台 ２１０ ２６０ 

楽団用譜面台Ｂ １台 ３１０ ３９０ 

緋毛仙 １式 １，３２０ １，７１０ 

長布団 １枚 ３９０ ５２０ 

上敷 １式 １，８４０ ２，２４０ 

プログラムスタンド １台 ３９０ ５２０ 

ケ込 １式 １，７１０ ２，２４０ 

舞台前階段 １台 ３９０ ５２０ 

舞台用高台足 １台 ５２０ ６６０ 

舞台用階段 １式 ７９０ ９２０ 

音響反射板 １式 １１，８００ １５，８００ 

オーケストラピット 全部 １６，５００ ２１，１００ 

オーケストラピット ３分の１ ７，９２０ １０，５００ 

照明関係 花道フットライト（６０Ｗ） ２列（８０

灯） 

２，９００ ３，５６０ 

フットライト（６０Ｗ） １列（７６

灯） 

２，９００ ３，５６０ 

第１サスペンションライト（１

ＫＷ） 

１列（１０

台） 

５，８００ ７，２６０ 

第２サスペンションライト（１

ＫＷ） 

１列（１０

台） 

５，８００ ７，２６０ 

第３サスペンションライト（１

ＫＷ） 

１列（１０

台） 

５，８００ ７，２６０ 

第４サスペンションライト（１

ＫＷ） 

１列（１０

台） 

５，８００ ７，２６０ 

第５サスペンションライト（１

ＫＷ） 

１列（１０

台） 

５，８００ ７，２６０ 

第１プロセニアムサスペンショ

ンライト（１ＫＷ） 

１列（１０

台） 

５，２８０ ７，２６０ 
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第５サスペンションライト（１

ＫＷ） 

１列（１０

台） 

５，８００ ７，２６０ 

第１プロセニアムサスペンショ

ンライト（１ＫＷ） 

１列（１０

台） 

５，２８０ ７，２６０ 

第２プロセニアムサスペンショ

ンライト（１ＫＷ） 

１列（１０

台） 

５，２８０ ７，２６０ 

フロントサイドスポットライト

（１ＫＷハロゲンスポット） 

１式（２４

灯） 

２９，０００ ３５，６００ 

シーリングライト（１ＫＷハロ

ゲンスポット） 

１式（３０

灯） 

１５，８００ １９，８００ 

ギャラリースポットライト（１

ＫＷレンズスポット） 

１台 １，３２０ １，５８０ 

トーメンタルタワーライト（１

ＫＷレンズスポットライト） 

１組（６台） ３，１６０ ３，９６０ 

 
アッパーホリゾントライト（５

００Ｗハロゲンランプ） 

１式（１５

灯） 

５，５４０ ６，８６０ 

 
ロアーホリゾントライト（３０

０Ｗハロゲンランプ） 

１式（２４

灯） 

７，１２０ ８，７１０ 

 
センタースポットライト（２Ｋ

Ｗクセノンピンスポットライ

ト） 

１台 ７，９２０ ９，９００ 

 
反射板照明器具（５００Ｗハロ

ゲンランプ） 

１式（３０

灯） 

１０，５００ １３，２００ 

 フットスポットライト １台 １，３２０ １，７１０ 

 音響関係 コンデンサーマイクロホン １本 ２，３７０ ２，９００ 

 ダイナミックマイクロホン １本 ２，３７０ ２，９００ 

 超指向性マイクロホン １本 ２，３７０ ２，９００ 

 
ワイヤレスマイクロホン（電池

付き） 

１本 ３，１６０ ３，９６０ 

 
エレベーターマイク装置（コン

デンサーマイクロホン１本付

き） 

１本 ４，０９０ ５，２８０ 

 スピーカー（ステージ用） １組 ３，９６０ ５，０１０ 

 映写関係 スクリーン １式 ６，６００ ８，１８０ 

その他 グランドピアノ（ヤマハＣＦ） １台 １９，８００ １９，８００ 

グランドピアノ（スタインウェ

イＤ２７４型） 

１台 ４６，２００ ４６，２００ 

グランドピアノ（ベーゼンドル

ファー２９０型） 

１台 ４６，２００ ４６，２００ 

演台 １台 ２，３７０ ２，９００ 

浴室 １室 ３，９６０ ５，０１０ 

小ホール 照明関係 フットライト（６０Ｗ） １列（３６

灯） 

１，７１０ ２，１１０ 

第１ボーダーライト（１００

Ｗ） 

１列（３６

灯） 

１，９８０ ２，５００ 

第２ボーダーライト（１００

Ｗ） 

１列（３６

灯） 

１，９８０ ２，５００ 

第１サスペンションライト（５

００Ｗ） 

１列（１９

台） 

５，０１０ ６，３３０ 

  
第２サスペンションライト（５

００Ｗ） 

１列（１９

台） 

５，０１０ ６，３３０ 

  
アッパーホリゾントライト（１ １列（３９ ２，６４０ ３，３００ 
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００Ｗ） 台）   

第２サスペンションライト（５

００Ｗ） 

１列（１９

台） 

５，０１０ ６，３３０ 

アッパーホリゾントライト（１

５０Ｗ） 

１列（３９

灯） 

２，６４０ ３，３００ 

ロアーホリゾントライト（１５

０Ｗ） 

１列（３６

灯） 

３，３００ ４，２２０ 

フロントサイドスポットライト

（５００Ｗ） 

１式（１２

台） 

４，４８０ ５，５４０ 

シーリングライト（５００Ｗ） １式（１２

台） 

４，４８０ ５，５４０ 

フォロー用スポットライト １台 ５，２８０ ６，６００ 

音響関係 コンデンサーマイクロホン １本 ２，３７０ ２，９００ 

ダイナミックマイクロホン １本 １，８４０ ２，２４０ 

ワイヤレスマイクロホン（電池

付き） 

１本 ３，１６０ ３，９６０ 

映写関係 スクリーン １式 ２，６４０ ３，３００ 

その他 グランドピアノ（ヤマハＣＦ

３） 

１台 １３，２００ １３，２００ 

演台 １台 ７９０ ９２０ 

ホール共通 照明関係 ストリップライトＡ（６０Ｗ） １台（８灯） １，１８０ １，４５０ 

ストリップライトＢ（６０Ｗ） １台（４灯） ９２０ １，１８０ 

スポットライトＡ（１．５ＫＷ

フレンネルスポット） 

１台 ２，３７０ ２，９００ 

スポットライトＢ（１ＫＷフレ

ンネルスポット） 

１台 １，３２０ １，７１０ 

スポットライトＣ（５００Ｗフ

レンネルスポット） 

１台 １，０５０ １，３２０ 

スポットライトＤ（５００Ｗベ

ビースポット） 

１台 ９２０ １，１８０ 

オーバーヘッドプロジェクター

（照明用） 

１台 ４，２２０ ５，２８０ 

音響関係 スピーカー（ハネ返り用） １組 ２，６４０ ３，３００ 

スピーカー（可搬型） １組 ２，６４０ ３，３００ 

その他 効果器具Ａ １台 ２，５００ ３，１６０ 

効果器具Ｂ １台 １，４５０ １，７１０ 

リプルマシン １台 ７９０ ９２０ 

芯無しマシン １台 ２，６４０ ４，３５０ 

ミラーボール １台 １，８４０ ２，１１０ 

舞台装飾幕 １式 １７，１００ ２２，４００ 

移動黒板 １台 １，３２０ １，５８０ 

切符もぎり台 １台 ９２０ １，１８０ 

楽団用丸イス １台 １８０ ２３０ 

番号スタンド １台 ５２０ ６００ 

コンベンシ

ョンルーム 
照明関係 スポットライト １式 ７，３９０ ９，２４０ 

音響関係 ダイナミックマイクロホン １本 １，３２０ １，７１０ 

ワイヤレスマイクロホン（電池

付き） 

１本 １，３２０ １，７１０ 

 
その他 ピアノ（アトラスアップライ

ト） 

１台 ３，９６０ ３，９６０ 
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備考 

１ 上表において「区分使用」とは、条例別表の(1)の表に定める使用区分（午前９時から午後１０時までの使用区分を除

く。）１区分による使用をいい、「全日使用」とは、同表に定める午前９時から午後１０時までの使用区分による使用をい

う。 

２ 照明付き壁面展示スペース（中２階～２階）は、コンベンションルームを使用する場合において、その使用中に限り使用

することができる。 

３ 照明付き壁面展示スペース（１階～中２階）は、全ての会議室を使用する場合において、その使用中に限り使用すること

ができる。 

４ 使用者が入場料その他これに類するものを徴収する場合に係る利用料金の上限額は、上表に掲げる額の１．５倍の額とする。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、令和８年８月１日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 

(1) 附則第４項の規定 令和８年１０月１日 

(2) 次項の規定 令和９年３月１３日 

(3) 第２条及び第３条並びに附則第３項の規定 令和９年４月１日 

 （池田市都市公園運動施設条例施行規則の一部改正に伴う準備行為） 

２ 市長は、附則第１項第３号に掲げる規定の施行の日（以下「第３号施行日」という。）以後における五月山体育館の付属設備及

び備品の使用に係る使用料について、第３号施行日前においても、第２条の規定による改正後の池田市都市公園運動施設条例施行

規則別表第２に規定する使用料の額の例により徴収することができる。 

（池田市都市公園運動施設条例施行規則の一部改正に伴う経過措置） 

３ 第３号施行日前における五月山体育館の付属設備及び備品の使用に係る使用料の額については、なお従前の例による。 

 （池田市民文化会館条例施行規則の一部改正に伴う準備行為） 

４ 池田市民文化会館の指定管理者は、第３号施行日以後における池田市民文化会館の附属設備の使用に係る利用料金について、第

３号施行日前においても、第３条の規定による改正後の池田市民文化会館条例施行規則別表に規定する利用料金の上限額の例によ

りその額を定め、これを徴収することができる。 

 

                                                            

池田市駅前広場の設置及び管理に関する条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

令和８年３月３０日 

池田市長 瀧 澤 智 子    

池田市規則第３６号 

池田市駅前広場の設置及び管理に関する条例施行規則の一部を改正する規則 

池田市駅前広場の設置及び管理に関する条例施行規則（平成２３年池田市規則第２１号）の一部を次のように改正する。 

  ワイヤレスマイクロホン（電池

付き） 

１本 １，３２０ １，７１０ 

その他 ピアノ（アトラスアップライ

ト） 

１台 ３，９６０ ３，９６０ 

照明付き壁面展示スペース（中

２階～２階） 

― ２，７７０ ３，４３０ 

イベントス

ペース 
音響関係 ダイナミックマイクロホン １本 １，７１０ ２，２４０ 

ワイヤレスマイクロホン（電池

付き） 

１本 ３，１６０ ３，９６０ 

その他 ピアノ（ヤマハＣ６） １台 ６，６００ ６，６００ 

会議室 その他 照明付き壁面展示スペース（１

階～中２階） 

― ２，７７０ ３，４３０ 

全施設共通 その他 パイプ椅子 １脚 １３０ １８０ 

テーブル １台 ３９０ ４７０ 

姿身 １台 ３９０ ４４０ 

電源（使用者の持込みに係る電

気器具を使用し、その合計定格

消費電力が２ＫＷを超える場

合） 

合計定格消費

電力２ＫＷを

超え１ＫＷま

でごと 

５２０ ６６０ 
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別図を次のように改める。  

（別図 略） 

 様式第１号中「池田市長          様」を「（宛先）池田市長」に、「第１１条」を「第１１条第２項」に改める。 

様式第２号中「池田市長          様」を「（宛先）池田市長」に、「池  発」を「池   」に、「既許可書」を

「許可書」に改める。 

様式第３号中「池田市長          様」を「（宛先）池田市長」に、「第１１条」を「第１１条第２項」に、「池  

発」を「池   」に、「既許可書」を「許可書」に改める。 

様式第４号から様式第６号までを次のように改める。 

（様式 略） 

様式第７号中「池田市長          様」を「（宛先）池田市長」に、「池  発」を「池   」に改める。 

様式第８号を次のように改める。 

（様式 略） 

様式第９号中「池田市長          様」を「（宛先）池田市長」に、「池  発」を「池   」に、「既許可書」を

「許可書」に改める。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、令和８年４月１日から施行する。ただし、別図の改正規定は、令和８年３月３１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この規則の施行の日前に同日以後の日を含む期間における池田市駅前広場の使用についてこの規則による改正後の様式第４号に

規定する様式により交付した許可書は、この規則による改正後の様式第４号に規定する様式により交付したものとみなす。 

３ この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式（以下「旧様式」という。）により提出されている書類は、この規則によ

る改正後の様式（以下「新様式」という。）により提出された書類とみなす。 

４ この規則の施行の際現にある旧様式による書類については、所要の修正を加え、当分の間新様式による書類として使用すること

ができる。 

 

                                                            

池田市消防団員等公務災害補償条例第９条の２第１項の規則で定める金額を定める規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

 令和８年３月３１日 

           池田市長 瀧 澤 智 子 

池田市規則第３７号 

池田市消防団員等公務災害補償条例第９条の２第１項の規則で定める金額を定める規則の一部を改正する規則 

池田市消防団員等公務災害補償条例第９条の２第１項の規則で定める金額を定める規則（平成１９年池田市規則第２２号）の一部

を次のように改正する。 

本則の表常時介護を要する状態の部第２号中「８５，４９０円」を「９０，７９０円」に改め、同表随時介護を要する状態の部第

２号中「４２，７００円」を「４５，４００円」に改める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、令和８年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この規則による改正後の池田市消防団員等公務災害補償条例第９条の２第１項の規則で定める金額を定める規則の規定は、この

規則の施行の日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。 

 

                                                            

 

 

 

 

広報いけだ取扱規程を廃止する訓令を次のように定める。 

庁中一般 

令和８年１月８日 

池田市長 瀧 澤 智 子   

池田市訓令第１号 

   広報いけだ取扱規程を廃止する訓令 

 広報いけだ取扱規程（昭和２８年池田市規程第１４号）は、廃止する。 

訓   令 
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   附 則 

 この訓令は、令達の日から施行する。 

 

                                                            

池田市文書取扱規程の一部を改正する訓令を次のように定める。 

庁中一般 

令和８年３月２３日 

池田市長 瀧 澤 智 子   

池田市訓令第２号 

池田市文書取扱規程の一部を改正する訓令 

池田市文書取扱規程（令和６年池田市訓令第１号）の一部を次のように改正する。 

第２条第４号中「もの」の次に「（グループウェアを除く。）」を加え、同条中第６号を第７号とし、第５号を第６号とし、第４

号の次に次の１号を加える。 

(5) グループウェア 市内部における効率的な情報の伝達及び共有、業務の管理等を行うための機能を統合的に有する情報システ

ムであって、行政管理課が所管するもの（文書の決裁、保存及び廃棄の事務処理を電子的方式により行うための業務アプリケー

ションであって、業務アプリケーション作成機能により行政管理課が作成したものの部分に限る。）をいう。 

第１０条第１項第１号中「処理する」を「起案する」に改め、同項第３号中「から出力した」を「の出力に係る」に、「準ずる様

式で」を「準じて」に、「ものによる用紙により処理する」を「起案用紙を用いて起案する」に改め、同号を同項第４号とし、同項

第２号中「のため、」を「（前号の事案を除く。）について」に、「により処理する」を「を用いて起案する」に改め、同号を同項

第３号とし、同項第１号の次に次の１号を加える。 

(2) 文書管理者が指定する庶務一般の事案についてグループウェアを用いて起案する場合 

第１０条第４項中「前３項」を「前各項」に改め、同項を同条第５項とし、同条中第３項を第４項とし、第２項の次に次の１項を

加える。 

３ 第１項第２号の規定による起案（以下「グループウェアによる起案」という。）をするときは、グループウェアにおいて、件名、

起案日、文書分類、保存年限等の必要な事項と併せて事案の処理案を登録しなければならない。 

第１３条第１項中「文書管理システムによる起案に係る起案文書」を「起案文書（第１０条第１項第１号、第３号又は第４号の規

定による起案に係るものを除く。第１８条第１項において同じ。）」に改め、「、文書管理システム」の次に「（グループウェアに

よる起案により決裁を得た場合にあっては、グループウェア）」を加え、同条第２項中「第１０条第１項第３号」の次に「若しくは

第４号」を加える。 

第１５条中「文書の施行は」を「文書（紙による起案に係るものを除く。）の施行は」に改め、「文書管理システム」の次に

「（グループウェアによる起案に係る文書の施行にあっては、グループウェア）」を加え、「施行日等の必要な事項」を「施行日」

に改め、同条ただし書を削り、同条に次の１項を加える。 

２ 外部に発送する文書（文書管理システムによる起案に係るものに限る。）のうち識別を必要とするものには、第１０条第２項第

１号の規定により文書管理システムにおいて登録した文書番号を付さなければならない。ただし、他の識別の方法があるものにあ

っては、この限りでない。 

第２０条第４号中「特別な方法による保存が必要な文書その他の」を「グループウェアによる起案に係る完結文書その他」に、

「困難な文書」を「困難な完結文書」に改める。 

附 則 

この訓令は、令和８年４月１日から施行する。 

 

                                                            

業務改善提案等に関する規程等の一部を改正する訓令を次のように定める。 

庁中一般 

令和８年３月２３日 

池田市長 瀧 澤 智 子   

池田市訓令第３号 

   業務改善提案等に関する規程等の一部を改正する訓令 

 （業務改善提案等に関する規程の一部改正） 

第１条 業務改善提案等に関する規程（昭和３６年池田市規程第２号）の一部を次のように改正する。 

  第４条第２項中「総務部長」を「総合政策部長」に改める。 

  第６条第２項中「総務部」を「総合政策部」に改め、同条第３項中「総務部長」を「総合政策部長」に改める。 

  第８条第４項中「総務部」を「総合政策部」に改める。 

  第１５条第３項中第２号を削り、第３号を第２号とし、同号の次に次の１号を加える。 

(3) 総務部長 
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第１５条第７項中「総務部」を「総合政策部」に改める。 

 （池田市庁舎防火・防災管理規程の一部改正） 

第２条 池田市庁舎防火・防災管理規程（平成２２年池田市訓令第５号）の一部を次のように改正する。 

  別表地階の項中「福祉部」を「健康福祉部」に改め、同表２階の項中「、納税課長」を削り、「債権回収センター所長又は福祉

部」を「収納債権管理課長又は健康福祉部」に改め、同表３階の項中「若しくは総務部」を削り、同表４階の項中「又は子ども・

健康部」を「、健康福祉部又はこども未来部」に改め、同表６階の項中「まちづくり環境部又は」を削り、同表７階の項中「市民

活動部」を「総合政策部若しくは市民活動部」に改める。 

 （庁用自動車の管理及び運用に関する規程の一部改正） 

第３条 庁用自動車の管理及び運用に関する規程（令和４年池田市訓令第３号）の一部を次のように改正する。 

  第７条第２項及び様式第４号中「総務部人事課長」を「総合政策部人事課長」に改める。 

 （池田市財産評価審査会規程の一部改正） 

第４条 池田市財産評価審査会規程（昭和５１年池田市訓令第１号）の一部を次のように改正する。 

  第３条中「、まちづくり環境部長」を削る。 

 （池田市福祉貸付資金管理規程の一部改正） 

第５条 池田市福祉貸付資金管理規程（昭和５２年池田市訓令第４号）の一部を次のように改正する。 

  第２条及び第３条中「福祉部」を「健康福祉部」に改める。 

 （池田市一般廃棄物処理業審査会規程の一部改正） 

第６条 池田市一般廃棄物処理業審査会規程（平成１０年池田市訓令第４号）の一部を次のように改正する。 

第６条中「まちづくり環境部」を「市民活動部」に改める。 

   附 則 

この訓令は、令和８年４月１日から施行する。 

 

                                                            

 

 

 

 

池田市議会会議規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

令和８年３月２７日 

池田市議会議長 中 田 正 紀 

池田市議会規則第１号 

池田市議会会議規則の一部を改正する規則 

池田市議会会議規則（平成９年池田市議会規則第１号）の一部を次のように改正する。 

目次中「第１条～第１３条」を「第１条－第１３条」に、「第１４条～第１９条」を「第１４条－第１９条」に、「第２０条～第

２３条」を「第２０条－第２３条」に、「第２４条～第３３条」を「第２４条－第３３条」に、「第３４条～第４７条」を「第３４

条－第４７条」に、「第４８条～第４９条」を「第４８条・第４９条」に、「第５０条～第６４条」を「第５０条－第６４条」に、

「第６５条～第７５条」を「第６５条－第７５条」に、「公聴会、参考人（第７６条～第８２条）」を「公聴会及び参考人（第７６

条－第８２条）」に、「第８３条～第８７条」を「第８３条－第８７条」に、「第８８条～第９２条」を「第８８条－第９２条」に、

「第９３条～第１０８条」を「第９３条－第１０８条」に、「第１１１条～第１１９条」を「第１１１条－第１１９条」に、「第１

２０条～第１２６条」を「第１２０条－第１２６条」に、「第１２７条～第１３３条」を「第１２７条－第１３３条」に、「第１３

４条～第１３８条」を「第１３４条－第１３８条」に、「第１３９条～第１４５条」を「第１３９条－第１４５条」に、「第１４６

条～第１５２条」を「第１４６条－第１５２条」に、「第１５５条」を「第１５４条の２－第１５５条」に改める。 

第３条第３項中「ときは、」の次に「討論を用いないで」を加え、「はかり」を「諮って」に改める。 

第９条第１項ただし書を削り、同条第２項を同条第４項とし、同条第１項の次に次の２項を加える。 

２ 議長は、必要があると認めるときは、会議に宣告することにより、会議時間を変更することができる。ただし、出席議員２人以

上から異議があるときは、討論を用いないで会議に諮って決定する。 

３ 前項の規定にかかわらず、議長は、会議中でない場合であって緊急を要するときその他の特に必要があると認めるときは、会議

時間を変更することができる。 

第１４条第１項及び第２項中「そなえ」を「備え」に改める。 

第１５条中「法令に定めがある場合のほか、」を削り、「同一会期中」を「同一会期中は、」に改める。 

第１７条中「そなえ」を「備え」に改める。 

第１８条本文中「決める」を「決定する」に改め、同条ただし書中「はかって決める」を「諮って決定する」に改める。 

第１９条第１項中「承認」を「許可」に、「要する」を「得なければならない」に改め、同項に次のただし書を加える。 

  ただし、会議の議題となる前においては、議長の許可を得なければならない。 

市 議 会 
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 第１９条第２項及び第３項中「承認」を「許可」に改める。 

 第２０条の見出しを「（議事日程の作成及び配布）」に改め、同条ただし書中「急施を要する場合」を「やむを得ないとき」に改

める。 

 第２１条の見出しを「（議事日程の順序変更又は追加）」に改め、同条中「はかり」を「諮って」に改める。 

 第２３条の見出しを「（議事日程の終了及び延会）」に改め、同条第２項中「はかって」を「諮って」に改める。 

 第２６条中「（選挙の宣告）」を削る。 

第２８条中「職員の点呼に応じて」を「議長の指示に従って」に、「投票を備え付けの投票箱に投入する」を「投票する」に改める。 

 第２９条中「その宣告があった後は、投票することができない。」を削り、同条に次の１項を加える。 

２ 前項の宣告があった後は、投票することができない。 

 第３０条第３項中「聞いて」を「聴いて」に改め、同条に次の１項を加える。 

４ 投票の効力に係る法第１１８条第６項の規定による通知に関し必要な事項は、議長が定める。 

 第３２条及び第３５条ただし書中「はかって決める」を「諮って決定する」に改める。 

第３７条第１項中「（請願の委員会付託）」を削り、「聞き」を「聴き」に改め、同条第３項中「はかって」を「諮って」に改め

る。 

 第３８条中「まって」を「待って」に改める。 

 第３９条の見出しを「（委員長及び少数意見の報告）」に改め、同条第１項中「ついで」を「次いで」に改め、同条第２項中「決

める」を「決定する」に改める。 

 第４４条第２項中「終わることができない」を「終わらなかった」に改め、同条第３項中「審査」を「審査又は調査」に改め、

「（付託事件を議題とする時期）」を削る。 

 第４５条中「ときは」を「と認めるときは」に改め、同条に次の１項を加える。 

２ 委員会は、その審査又は調査中の事件について、特に必要があると認めるときは、議会の承認を得て、中間報告をすることがで

きる。 

 第５６条第２項及び第５９条第４項中「はかって決める」を「諮って決定する」に改める。 

 第６３条中「（質疑の回数）」を「及び第５９条」に改める。 

 第６４条中「質問」を「質疑及び質問」に、「写」を「写し」に改め、同条ただし書中「かえる」を「代える」に改める。 

第６５条中「とろう」を「採ろう」に改める。 

 第６８条第１項中「とろう」を「採ろう」に改め、同条第２項中「とらなければ」を「採らなければ」に改める。 

 第６９条第１項中「とる」を「採る」に改め、同条第２項中「決める」を「決定する」に改める。 

 第７２条中「第２６条（議場の出入口閉鎖）、第２７条（投票用紙の配布及び投票箱の点検）、第２８条（投票）、第２９条（投

票箱の閉鎖）」を「第２６条から第２９条まで」に、「第３０条（開票及び投票の効力）」を「第３０条第１項から第３項まで」に、

「第３１条（選挙結果の報告）第１項」を「第３１条第１項」に改め、「（選挙に関する疑義）」及び「（選挙関係書類の保存）」

を削る。 

 第７４条第１項中「はかる」を「諮る」に改め、同条第２項中「異議がない」を「議長は、問題について異議がない」に改め、「、

議長は」を削り、同項ただし書中「とらなければ」を「採らなければ」に改める。 

 第７５条第１項中「とらなければ」を「採らなければ」に改め、同条第２項中「とる」を「採る」に改め、同項ただし書中「はか

って決める」を「諮って決定する」に改め、同条第３項中「とる」を「採る」に改める。 

 第１章第９節の節名を次のように改める。 

第９節 公聴会及び参考人 

 第８２条第２項中「（公述人の発言）」及び「（代理人又は文書による意見の陳述）」を削る。 

 第８３条第１項中「記載し、又は記録する」を「記載する」に改め、同条第２項中「録音機によって録音する」を「録音その他の

議長が適当と認める方法によって記録する」に改め、同条の次に次の１条を加える。 

（会議録の配布） 

第８３条の２ 会議録は、議員及び関係者に配布する。 

 第８４条中「会議録には」を「前条の会議録には」に、「議事又は」を「議事並びに」に改め、「（発言の取消し又は訂正）」を

削る。 

 第８６条中「（会議録が電磁的記録をもって作成されている場合にあっては、法第１２３条第３項に規定する署名に代わる措置を

とる議員）」を削る。 

第９４条ただし書中「はかって決める」を「諮って決定する」に改める。 

第９７条本文中「決める」を「決定する」に改め、同条ただし書中「はかって決める」を「諮って決定する」に改める。 

第９８条中「承認を要する」を「許可を得なければならない」に改め、同条に次のただし書を加える。 

ただし、会議の議題となる前においては、委員長の許可を得なければならない。 

第１１４条第１項中「議員」の次に「（以下この条において「委員外議員」という。）」を加え、「聞く」を「聴く」に改め、同

条第２項中「委員でない議員」を「委員外議員」に、「申し出」を「申出」に、「決める」を「決定する」に改める。 

第１１７条第４項中「はかって決める」を「諮って決定する」に改める。 
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第１２０条中「とろう」を「採ろう」に改める。 

第１２３条中「委員長が」を「委員長は、」に、「とろう」を「採ろう」に改める。 

第１２５条第１項中「はかる」を「諮る」に改め、同条第２項本文中「異議が」を「前項の場合において、異議が」に改め、同項

ただし書中「とらなければ」を「採らなければ」に改める。 

第１２６条第１項中「定める。」の次に「この場合において、」を加え、「とる」を「採る」に改め、同項ただし書中「はかって

決める」を「諮って決定する」に改め、同条第２項中「とる」を「採る」に改める。 

 第１２７条第１項中「用い」を「用いて」に改め、「記名押印を」の次に「して、議長に提出」を加え、同条第２項中「、法人」

を「並びに法人」に改め、「記名押印を」の次に「して、議長に提出」を加え、同条に次の２項を加える。 

５ 請願者が請願書（会議の議題となったものを除く。）を撤回しようとするときは、議長の許可を得なければならない。 

６ 議員が請願の紹介を取り消そうとするときは、会議の議題となった後においては議会の許可を得なければならない。ただし、会

議の議題となる前においては、議長の許可を得なければならない。 

 第１２８条第３項中「ほか何人」を「請願者氏名ほか何人」に、「内容同一」を「同一内容」に、「ほか何件」を「請願者氏名ほ

か何件」に改める。 

 第１２９条第１項ただし書を次のように改める。 

  ただし、常任委員会に係る請願は、議会の議決で特別委員会に付託することができる。 

 第１２９条第２項を次のように改める。 

２ 委員会の付託は、議会の議決で省略することができる。 

 第１３０条に次の１項を加える。 

２ 紹介議員は、前項の要求があったときは、これに応じなければならない。 

 第１３１条中「意見を付け、」を削り、同条に次の１項を加える。 

２ 委員会は、必要があると認めるときは、請願の審査結果に意見を付けることができる。 

 第１３３条中「、その内容が請願に適合する」を「議長が必要があると認める」に改める。 

 第１３４条第２項中「はかり」を「諮って」に、「決める」を「決定する」に改める。  

 第１３７条中「（議案等の説明、質疑及び委員会付託）」を削る。 

第１３８条を次のように改める。 

（決定の通知） 

第１３８条 前条の規定による決定の本人への通知に関し必要な事項は、議長が定める。 

 第１４５条ただし書中「はかって決める」を「諮って定める」に改める。 

第１４６条第２項中「第４９条（秘密の保持）第２項」を「第４９条第２項」に、「第１１０条（秘密の保持）第２項」を「第１

１０条第２項」に改める。 

 第１４７条中「第３７条（議案等の説明、質疑及び委員会付託）第３項」を「第３７条第３項」に改め、同条の次に次の１条を加

える。 

（代理弁明） 

第１４７条の２ 議員は、自己に関する懲罰動議及び懲罰事犯の会議並びに委員会で一身上の弁明をする場合において、議会又は委

員会の同意を得たときは、他の議員をして代わって弁明させることができる。 

第９章中第１５５条の前に次の２条を加える。 

（電子情報処理組織による通知等） 

第１５４条の２ 議会又は議長若しくは委員長（以下この条及び次条第１項において「議会等」という。）に対して行われる通知の

うちこの規則の規定において文書その他文字、図形その他の人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の

有体物（次項及び第６項並びに次条において「文書等」という。）により行うことが規定されているものについては、当該通知に

関するこの規則の規定にかかわらず、議長が定めるところにより、議長が定める電子情報処理組織（議会等の使用に係る電子計算

機（入出力装置を含む。以下この項及び第４項において同じ。）とその通知の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で

接続した電子情報処理組織をいう。以下この条において同じ。）を使用する方法により行うことができる。 

２ 議会等が行う通知のうちこの規則の規定において文書等により行うことが規定されているものについては、当該通知に関するこ

の規則の規定にかかわらず、議長が定めるところにより、議長が定める電子情報処理組織を使用する方法により行うことができる。

ただし、当該通知を受ける者が当該電子情報処理組織を使用する方法により受ける旨の議長が定める方式による表示をする場合に

限る。 

３ 前２項の電子情報処理組織を使用する方法により行われた通知については、当該通知に関するこの規則の規定による方法により

行われたものとみなして、当該通知に関するこの規則の規定を適用する。 

４ 第１項又は第２項の電子情報処理組織を使用する方法により行われた通知は、当該通知を受ける者の使用に係る電子計算機に備

えられたファイルへの記録がされた時（第２０条、第６４条、第８３条の２、第１２８条第１項及び第１２９条第１項の規定によ

る議員に対する通知にあっては、当該ファイルへの記録がされた時又は議会等が、当該通知を受ける者が当該通知をすべき電磁的

記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機（入

出力装置を除く。）による情報処理の用に供されるものをいう。次条において同じ。）に記録されている事項を議長が定める方法
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により表示をしたものの閲覧若しくは当該事項について当該者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録をすること

ができる措置をとるとともに、当該者に対し、議長が定める電子情報処理組織を使用して当該措置がとられた旨の通知を発した時

のいずれか早い時）に当該者に到達したものとみなす。 

５ 議会等に対して行われ、又は議会等が行う通知のうち当該通知に関するこの規則の規定において署名し、若しくは連署し、又は

記名押印すること（以下この項において「署名等」という。）が規定されているものを第１項又は第２項の電子情報処理組織を使

用する方法により行う場合には、当該署名等については、当該署名等に関する規定にかかわらず、氏名又は名称を明らかにする措

置であって議長が定めるものをもって代えることができる。 

６ 議会等に対して通知を行い、又は議会等から通知を受ける者について対面により本人確認をするべき事情がある場合、議会等に

対して行われ、又は議会等が行う通知に係る文書等のうちにその原本を確認し、又は交付する必要があるものがある場合その他の

当該通知のうちに第１項又は第２項の電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分

がある場合として議長が定める場合には、議長が定めるところにより、当該通知のうち当該部分以外の部分につき、前各項の規定

を適用する。この場合において、第３項中「行われた通知」とあるのは、「行われた通知（第６項の規定により前２項の規定を適

用する部分に限る。以下この項から第５項までにおいて同じ。）」とする。 

（電磁的記録による作成等） 

第１５４条の３ この規則の規定（第２７条第１項（第７２条において準用される場合を含む。）を除く。）において議会等が文書

等を作成し、又は保存すること（次項において「作成等」という。）が規定されているものについては、当該規定にかかわらず、

議長が定めるところにより、当該文書等に係る電磁的記録により行うことができる。 

２ 前項の電磁的記録により行われた作成等については、当該作成等に関するこの規則の規定により文書等により行われたものとみ

なして、当該作成等に関するこの規則の規定を適用する。 

 第１５５条中「はかって決める」を「諮って決定する」に改める。 

附 則 

この規則は、令和８年４月１日から施行する。 

 

                                                            

池田市議会傍聴規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

令和８年３月２７日 

            池田市議会議長 中 田 正 紀 

池田市議会規則第２号 

池田市議会傍聴規則の一部を改正する規則 

池田市議会傍聴規則（平成８年池田市議会規則第１号）の一部を次のように改正する。 

 第１条中「基づき、」の次に「池田市議会の本会議（以下「会議」という。）の」を加え、「関し」を「関し、」に改める。 

 第２条中「分ける」を「区分する」に改める。 

 第３条に次の１項を加える。 

２ 大規模な災害の発生、重大な感染症のまん延その他のやむを得ない事由により前項の定員により難い場合は、同項の規定にかか

わらず、議長が別に定員を定めることができる。 

 第４条第１項中「除く」の次に「。以下この条及び次条において同じ」を加え、「傍聴人受付」を「傍聴受付」に、「傍聴人名簿」

を「本会議傍聴人受付票（様式第１号）」に改め、同条第２項及び第３項を次のように改める。 

２ 会議を傍聴しようとする者が団体の場合であって、かつ、議長が傍聴者の整理のため必要があると認めるときは、前項の規定に

かかわらず、団体の代表者又は責任者（以下「代表者等」という。）に対し、本会議傍聴人受付票（団体用）（様式第２号）に次

に掲げる事項を記入させ、かつ、他の傍聴者の氏名を記載した名簿の提出を求めることによって、これに代えることができる。 

(1) 団体の名称 

(2) 団体の人数 

(3) 代表者等の住所 

(4) 代表者等の氏名 

３ 報道関係者が会議を傍聴しようとするときは、本会議報道関係者受付票（様式第３号）に社名、氏名及び写真の撮影、録音、録

画、放送等の実施の有無について記入しなければならない。 

 第４条に次の１項を加える。 

４ 傍聴は、先着順とする。 

 第５条第１項中「議長」を「前条の規定にかかわらず、会議を傍聴しようとする者が定員を超える場合その他の議長」に改め、

「場合は」の次に「、議長が定める方法により」を、「傍聴券」の次に「（以下「傍聴券」という。）」を加え、同条第２項中「先

着順」の次に「又は抽選」を加え、同条第３項中「傍聴券に」を「当該傍聴券に」に改め、同条第４項中「傍聴を」を「傍聴券の交

付を受けた者は、傍聴を」に、「傍聴券」を「当該傍聴券」に改める。 

 第７条第１項中「次」を「次のいずれか」に改め、同項各号を次のように改める。 

(1) 銃器その他危険な物を持っている者 
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(2) ビラ、プラカード、垂れ幕、たすきその他の議場にいる者に対する示威的行為のために使用されるおそれがあると認められる

物を携帯し、又は着用している者 

(3) 酒気を帯びていると認められる者 

(4) 前３号に掲げるもののほか、会議を妨害し、又は他人に迷惑を及ぼすことを疑うに足りる顕著な事情が認められる者 

 第７条第２項中「傍聴人」を「会議を傍聴しようとする者」に、「係員をして」を「係員に」に改め、「前項第１号」の次に「及

び第２号」を加え、同条第３項中「前項の」の次に「規定による」を加える。 

第８条各号を次のように改める。 

(1) 静粛にすること。 

(2) 議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明し、又は議場にいる者に対して示威的行為をしないこ

と。 

(3) 携帯電話端末その他音を発する機器は、電源を切り、又は音を発しない状態にすること。 

(4) 飲食（体調管理のための水分補給を除く。）又は喫煙をしないこと。 

(5) 写真の撮影、録音、録画、放送等をしないこと（特に議長の許可を得た者を除く。）。 

(6) 前各号に掲げるもののほか、議場の秩序を乱し、会議を妨害し、又は他人の迷惑となる行為をしないこと。 

第９条中「、またはその他」を「又は」に、「禁止せられた」を「禁止された」に改め、「、並びに会議終了後」を削り、「速や

かに」を「直ちに」に改め、同条に次の１項を加える。 

２ 傍聴人は、会議終了後は、速やかに退場しなければならない。 

第１０条中「すべて」を「全て」に改める。 

第１１条中「または」を「又は」に、「議長は、」の次に「これを」を加える。 

 附則の次に次の３様式を加える。 

（様式 略） 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 

 

                                                            

池田市議会会議規則に係る情報通信技術の活用に関する規程をここに公布する。 

令和８年３月２７日 

池田市議会議長 中 田 正 紀 

池田市議会規程第１号 

池田市議会会議規則に係る情報通信技術の活用に関する規程 

（趣旨） 

第１条 この規程は、池田市議会会議規則（平成９年池田市議会規則第１号。以下「会議規則」という。）に規定する通知、作成、

保存等を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行う場合について、必要な事項を定めるも

のとする。 

（定義） 

第２条 この規程における用語の意義は、会議規則において使用する用語の例による。 

２ この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

(1) 電子署名 次に掲げるものをいう。 

ア 電子署名及び認証業務に関する法律（平成１２年法律第１０２号）第２条第１項に規定する電子署名 

イ 政府認証基盤（行政機関の長その他の国家公務員の職を証明することその他政府が電子情報処理組織を使用して手続を行い、

又は行わせるために運営するものをいう。）の官職証明書に基づく電子署名 

ウ 地方公共団体組織認証基盤（行政機関の長その他の地方公務員の職を証明することその他地方公共団体が電子情報処理組織

を使用して手続を行い、又は行わせるために運営するものをいう。）の職責証明書に基づく電子署名 

(2) 電子証明書 議会又は議長若しくは委員長（以下「議会等」という。）に対して通知を行う者又は議会等が電子署名を行った

ものであることを確認するために用いられる事項がこれらの者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録（議

会等の使用に係る電子計算機（会議規則第１５４条の２第１項に規定する電子計算機をいう。以下同じ。）において識別できる

ものに限る。）であって、次に掲げるものをいう。 

ア 商業登記法（昭和３８年法律第１２５号）第１２条の２第１項及び第３項の規定に基づき登記官が作成したもの 

イ 電子署名及び認証業務に関する法律第８条に規定する認定認証事業者が作成したもの 

ウ 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律（平成１４年法律第１５３号）第３条第１項に規

定する署名用電子証明書 

(3) 前２号に定めるもののほか、議長が定めるもの 

（議会等に対する通知に係る電子情報処理組織） 

第３条 会議規則第１５４条の２第１項に規定する議長が定める電子情報処理組織は、議会等の使用に係る電子計算機と、議会等に
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対して通知を行う者の使用に係る電子計算機であって議会等の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて通信できる機能を備

えたものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織とする。 

（電子情報処理組織による議会等に対する通知） 

第４条 会議規則第１５４条の２第１項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により議会等に対して通知を行う者は、議長

の定めるところにより、議長の指定する電子計算機に備えられたファイルに記録すべき事項又は当該通知を文書等（同項に規定す

る文書等をいう。第６条、第１１条第２号及び第１２条において同じ。）により行うときに記載すべきこととされている事項を、

議会等に対して通知をする者の使用に係る電子計算機から入力して、通知を行わなければならない。 

２ 前項の規定により通知を行う者は、入力する事項についての情報に電子署名（通知を行う者が議員以外の者である場合にあって

は、当該電子署名を行った者を確認するために必要な事項を証する電子証明書が併せて送信されるものに限る。）を行わなければ

ならない。ただし、議長の指定する方法により当該通知を行った者を確認するための措置を講ずる場合は、この限りでない。 

（議会等からの通知に係る電子情報処理組織） 

第５条 会議規則第１５４条の２第２項に規定する議長が定める電子情報処理組織は、議会等の使用に係る電子計算機と、議会等が

行う通知を受ける者の使用に係る電子計算機であって議会等の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて通信できる機能を備

えたものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織とする。 

（電子情報処理組織による議会等からの通知） 

第６条 議会等は、会議規則第１５４条の２第２項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により通知を行うときは、当該通

知を文書等により行うときに記載すべきこととされている事項を議会等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しな

ければならない。 

（議会等からの通知を受ける旨の表示の方式） 

第７条 会議規則第１５４条の２第２項ただし書に規定する議長が定める方式は、次に掲げるいずれかの方式とする。 

(1) 第５条の電子情報処理組織を使用して行う識別符号の入力 

(2) 電子情報処理組織を使用する方法により通知を受けることを希望する旨の議長の定めるところによる届出 

（電磁的記録に記録された事項を表示する方法） 

第８条 会議規則第１５４条の２第４項に規定する議長が定める方法は、同項の電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表

示する方法とする。 

（配布に係る電子情報処理組織） 

第９条 会議規則第１５４条の２第４項に規定する議長が定める電子情報処理組織は、議会等の使用に係る電子計算機と、議会等が

行う通知を受ける者の使用に係る電子計算機であって議会等の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて通信できる機能を備

えたものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織とする。 

（氏名又は名称を明らかにする措置） 

第１０条 会議規則第１５４条の２第５項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって議長が定めるものは、電子署名（議

会等に対して行われる通知（通知を行う者が議員であるものを除く。）に係るものにあっては、当該電子署名を行った者を確認す

るために必要な事項を証する電子証明書が併せて送信されるものに限る。）又は第４条第２項ただし書に規定する措置とする。 

（通知のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合） 

第１１条 会議規則第１５４条の２第６項に規定する議長が定める場合は、次に掲げる場合とする。 

(1) 議会等に対して通知を行い、又は議会等から通知を受ける者について対面により本人確認をするべき事情があると議長が認め

る場合 

(2) 議会等に対して行われ、又は議会等が行う通知に係る文書等のうちにその原本を確認し、又は交付する必要があるものがある

と議長が認める場合 

（電磁的記録による作成等） 

第１２条 議会等は、会議規則第１５４条の３第１項の規定により電磁的記録により作成等を行うときは、当該作成等を文書等によ

り行うときに記載すべきこととされている事項を議会等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は電磁的

記録媒体（電磁的記録に係る記録媒体をいう。）をもって調製する方法により作成等を行うものとする。 

（準用等） 

第１３条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１１８条第６項（同法第１２７条第３項の規定により準用される場合を含

む。）、第１２３条第４項及び第１３７条の規定による通知を電子情報処理組織を使用する方法により行う場合については、第５

条から第１１条までの規定を準用する。 

２ 会議規則に規定する通知、作成、保存等（会議規則第１５４条の２及び第１５４条の３の規定の適用を受けるものを除く。）を

電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行う場合については、会議規則に特段の定めのある

場合を除くほか、会議規則第１５４条の２及び第１５４条の３の規定並びにこの規程の規定の例による。 

（委任） 

第１４条 この規程に定めるもののほか、議会等に係る通知、作成、保存等を、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信

技術を利用する方法により行う場合に必要な事項は、議長が定める。 

附 則 
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この規程は、令和８年４月１日から施行する。 

 

                                                            

池田市議会の個人情報の保護に関する条例施行規程の一部を改正する規程をここに公布する。 

令和８年３月３０日 

           池田市議会議長 中 田 正 紀 

池田市議会規程第２号 

池田市議会の個人情報の保護に関する条例施行規程の一部を改正する規程 

池田市議会の個人情報の保護に関する条例施行規程（令和５年池田市議会規程第１号）の一部を次のように改正する。 

第３条第１６号中「第１２条第３項の被保険者証の番号及び保険者番号」を「第２０１条の２第１項に規定する被保険者番号等」

に改める。 

様式第３号から様式第９号まで、様式第１１号、様式第１４号から様式第１９号まで及び様式第２１号から様式第２６号までの規

定中「発第」を「 第」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規程は、令和８年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規程の施行の際現にこの規程による改正前の様式により提出されているそれぞれの書類は、この規程による改正後のそれぞ

れの様式により提出された書類とみなす。 

 

                                                            

 

 

 

 

 池田市選挙関係事務執行規程の一部を改正する規程をここに公布する。 

令和８年３月２日  

池田市選挙管理委員会委員長 明 石   巧 

池田市選挙管理委員会規程第１号 

池田市選挙関係事務執行規程の一部を改正する規程 

 池田市選挙関係事務執行規程（昭和４６年選管規程第１号）の一部を次のように改正する。 

別記第２０号様式中「池選管発第 号」を「池選管第 号」に改める。 

別記第２１号様式中「池選管発第 号」を「池選管第 号」に改める。 

別記第２４号様式中「池選管発第 号」を「池選管第 号」に改める。 

附 則 

 この規程は、令和８年４月１日から施行する。 

 

                                                            

 

 

 

 

不利益処分についての審査請求に関する規則施行細則及び池田市公平委員会聴聞の手続に関する規則の一部を改正する規則をここ

に公布する。 

令和８年３月２７日 

池田市公平委員会委員長 平 山 博 史 

池田市公平委員会規則第１号 

不利益処分についての審査請求に関する規則施行細則及び池田市公平委員会聴聞の手続に関する規則の一部を改正する規則 

 （不利益処分についての審査請求に関する規則施行細則の一部改正） 

第１条 不利益処分についての審査請求に関する規則施行細則（昭和３８年池田市公平委員会規則第２号）の一部を次のように改正

する。 

様式第５号から様式第７号、様式第８号の３及び様式第１０号から様式第１２号の規定中「池公平発第 号」を「池公平第 号」

に改める。 

様式第１６号中「池公平発第 号による」を削る。 

選挙管理委員会 

 

公平委員会 
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 （池田市公平委員会聴聞の手続に関する規則の一部改正） 

第２条 池田市公平委員会聴聞の手続に関する規則（平成７年池田市公平委員会規則第１号）の一部を次のように改正する。 

様式第１号中「池公平発第 号」を「池公平第 号」に改める。 

附 則 

この規則は、令和８年４月１日から施行する。 

 

                                                            

池田市公平委員会聴聞の手続に関する規則をここに公布する。 

令和８年３月２７日 

池田市公平委員会委員長 平 山 博 史 

池田市公平委員会規則第２号 

池田市公平委員会聴聞の手続に関する規則 

池田市公平委員会聴聞の手続に関する規則（平成７年池田市公平委員会規則第１号）の全部を改正する。 

（趣旨） 

第１条 池田市公平委員会が行う聴聞の手続については、次条に定めるもののほか、池田市聴聞等の手続に関する規則（平成６年池

田市規則第２０号）の規定の例による。 

（聴聞の期日における公開請求） 

第２条 聴聞の期日における審理について、地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号)第５３条第７項に定める公開を請求しよう

とする当事者は、書面により池田市公平委員会に提出しなければならない。 

附 則 

この規則は、令和８年５月２１日から施行する。 

 

                                                            

 

 

 

 

 市立池田病院企業職員の名札に関する規程の一部を改正する規程をここに公表する。 

  令和８年２月５日 

池田市病院事業管理者職務代理者 市立池田病院事務局長 斎 藤 芳 朗 

池田市病院管理規程第１号 

市立池田病院企業職員の名札に関する規程の一部を改正する規程 

市立池田病院企業職員の名札に関する規程（平成２３年池田市病院管理規程第４号）の一部を次のように改正する。 

 様式を次のように改める。 

（様式 略） 

   附 則 

 この規程は、令和８年３月１日から施行する。 

 

                                                            

 市立池田病院企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程をここに公表する。 

  令和８年２月２６日 

池田市病院事業管理者職務代理者 市立池田病院事務局長 斎 藤 芳 朗 

池田市病院管理規程第２号 

市立池田病院企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程 

市立池田病院企業職員の給与に関する規程（昭和４２年池田市病院管理規程第１号）の一部を次のように改正する。 

         「       「    

 

 

 

 

 

 

 

 

池田病院 
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別表第２（ウ）中       を       に改める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              」       」 

附 則 

（施行期日等） 

１ この規程は、令和８年３月１日から施行する。 

２ この規程による改正後の市立池田病院企業職員の給与に関する規程（以下「新規程」という。）の規定は、令和７年４月１日か

らの給与について適用する。 

（給与の内払） 

３ 前項の場合において、この規程による改正前の市立池田病院企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、

新規程の規定による給与の内払とみなす。 

 

                                                            

市立池田病院文書管理規程をここに公表する。 

  令和８年３月１６日 

池田市病院事業管理者職務代理者 市立池田病院事務局長 斎 藤 芳 朗 

池田市病院管理規程第３号 

市立池田病院文書管理規程 

目次 

第１章 総則（第１条～第５条） 

第２章 文書の分類と管理責任部署（第６条） 

第３章 文書作成の基本要件（第７条～第１０条） 

第４章 文書の承認・改訂手順（第１１条～第１３条） 

第５章 文書の保管・保存期間（第１４条～第１８条） 

第６章 文書の更新及び見直し（第１９条・第２０条） 

第７章 雑則（第２１条～第２５条） 

附則 

   第１章 総則 

 （趣旨） 

第１条 本規程は、市立池田病院（以下「病院」という。）における文書管理について、池田市文書管理規程（令和６年池田市訓令

第１号）に定めるもののほか、責任部署の明確化、管理責任者の設定および保管・更新等に必要な事項を定めるものとする。 

 （定義） 

第２条 本規程において「文書」とは、病院が業務上作成し、又は取得し、管理すべき文書、写真、スライドその他の図画及び電磁
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的記録をいう。 

 （適用範囲） 

第３条 本規程は、病院内で作成し、保管する全ての文書に適用する。 

（文書管理の原則） 

第４条 職員は、文書を精確に分類し、整理し、管理することで業務の効率化と情報の保全を図らなければならない。 

（法令遵守） 

第５条 職員は、文書管理に当たり個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）、医療法（昭和２３年法律第２０５

号）、池田市情報公開条例（平成１６年条例第１号）等の関連法令等を遵守するとともに、適切な運用を行わなければならない。 

第２章 文書の種類と責任部署 

 （文書分類と責任部署） 

第６条 病院内で管理する文書の分類、責任部署及び責任者は、次のとおりとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３章 文書作成の基本要件 

（文書作成の明細） 

第７条 職員は、文書作成に際し、以下の項目を明記しなければならない。 

(1) 文書分類 

(2) 文書番号 

(3) 表題 

(4) 概要 

(5) 作成日 

(6) 作成部署 

(7) 作成者名 

(8) 承認者名 

（付属資料の管理） 

第８条 職員は、文書作成時に添付する関係法令、図表等資料を正確に分類し、適切に保管しなければならない。 

（電子文書の管理） 

第９条 電磁的記録は、暗号化、認証の設定及び定期的なバックアップの実施並びにセキュリティに配慮した上での管理がなされな

ければならない。 

（文書の訂正手続） 

第１０条 文書作成後の訂正は、訂正箇所を明示し、当該文書に係る責任部署の責任者の確認の上行われなければならない。 

第４章 文書の承認・改訂手順 

（承認者の設定） 

第１１条 文書の承認者は、責任者とする。 

 （改訂基準） 

第１２条 文書は、次の場合に改訂を行うものとする。 

(1) 法令変更 

(2) 制度変更 

(3) 業務変更 

(4) データの更新を要すると病院事業管理者が認めたとき。 

（改訂手順） 

第１３条 文書改訂の詳細な手順については、病院事業管理者が別に定める。 

第５章 文書の保管・保存期間 

（保管場所） 

 

文書分類 責任部署 責任者 

①法令、規程等 事務局 法規担当課長 

②議事録 該当部署（委員会等を含む。） 各部署責任者（委員会等の長を含む。） 

③人事関係文書 事務局 人事担当課長 

④経理文書 事務局 経理担当課長 

⑤契約書 該当部署 各部署責任者 

⑥医療マニュアル 該当部署 各部署責任者 

⑦診療記録 診療情報管理部 診療情報管理室長 

⑧日誌 該当部署 各部署責任者 

⑨その他（前各号のいず

れにも該当しないもの） 

該当部署 各部署責任者 
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第１４条 文書は、各部署において施錠できる部屋内又は保管庫内で物理的又は電磁的に保管し、診療記録等は専用の保管室におい

て保管されなければならない。 

 （文書の保存年限） 

第１５条 文書は、別に定めのあるもののほか、市役所文書保存種別の標準規程（昭和２８年池田市規程第 7号）に定める種別及び

保存年限により保存されなければならない。 

（廃棄方法） 

第１６条 保存期間が満了した文書の廃棄は、紛失や漏洩のないよう溶解、焼却等適切な方法でなされなければならない。 

（廃棄手続） 

第１７条 職員は、前条の規定による廃棄に当たり、責任者の許可を得た後、廃棄履歴を記録し、保管しなければならない。 

（緊急時保護措置） 

第１８条 病院事業管理者は、火災、盗難等の緊急時に備え、データのバックアップ等の保全を行わなければならない。 

第６章 文書の更新及び見直し 

（定期見直し） 

第１９条 全ての文書は、定期的に見直しを行い、必要に応じ更新するものとする。 

（改訂履歴の記録） 

第２０条 職員は、全ての改訂履歴を記録し、最新の文書を明確にしなければならない。 

第７章 雑則 

（職員教育） 

第２１条 病院事業管理者は、本規程に基づいた職員教育を継続的に実施するものとする。 

 （掲示物の管理） 

第２２条 職員は、掲示物について、必要に応じ管理記録をつけなければならない。 

（法令、規程等との連携） 

第２３条 本規程は、常に最新の法令及び関連規程等を反映し、維持するものとする。 

（報告義務） 

第２４条 責任部署において、文書の紛失、消去、改ざん、漏洩、盗難、損傷等があった場合は、直ちに当該責任部署の責任者へ報

告しなければならない。 

（委任） 

第２５条 本規程に定めるもののほか、文書の管理に関して必要な事項は、病院事業管理者が定める。 

附 則 

この規程は、公表の日から施行する。 

 

                                                            

 市立池田病院実習の受入れに係る謝金の基準に関する規程の一部を改正する規程をここに公表する。 

  令和８年３月２７日 

池田市病院事業管理者職務代理者 市立池田病院事務局長 斎 藤 芳 朗 

池田市病院管理規程第４号 

市立池田病院実習の受入れに係る謝金の基準に関する規程の一部を改正する規程 

市立池田病院実習の受入れに係る謝金の基準に関する規程（平成２３年池田市病院管理規程第７号）の一部を次のように改正する。 

 第３条第１項中「職」を「資格」に改め、同項第２号中「380,000 円」を「423,500 円」に改め、同項第３号中「、助産師」を削

り、「1,900円」を「2,000円」に改め、同項第４号中「認めた資格」を「認めたもの」に、「1,430円」を「1,500円」に改め、同

号を同項第５号とし、同項第３号の次に次の１号を加える。 

 (4) 助産師 当該実習単位の日数に 2,200円を乗じて得た額 

   附 則 

 この規程は、令和８年４月１日から施行する。 

 

                                                            

 市立池田病院企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程をここに公表する。 

  令和８年３月２７日 

池田市病院事業管理者職務代理者 市立池田病院事務局長 斎 藤 芳 朗 

池田市病院管理規程第５号 

市立池田病院企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程 

市立池田病院企業職員の給与に関する規程（昭和４２年池田市病院管理規程第１号）の一部を次のように改正する。 

 別表第６５級の項中「主任看護師」を「副看護師長、主任看護師」に改める。 

別表第８手当額の欄中「手当額」を「手当額（円）」に改め、行政職の部理事の職の項中「97,000 円」を「97,000」に改め、医
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療職の部病院長の職の項中「200,000」を「175,000」に改める。 

 別表第９中「別表第９」を「別表第９（第６条関係）」に、「又は事務局長の職」を「、事務局長の職又はこれに相当する職」に、

「又は事務局課長の職」を「、事務局課長の職又はこれに相当する職」に、「又は主幹の職」を「、主幹の職又はこれに相当する職」

に、「又は副主幹の職」を「、副主幹の職又はこれに相当する職」に改める。 

   附 則 

 この規程は、令和８年４月１日から施行する。 

 

                                                            

 市立池田病院副院長事務分担規程の一部を改正する規程をここに公表する。 

 令和８年３月２７日 

池田市病院事業管理者職務代理者 市立池田病院事務局長 斎 藤 芳 朗 

池田市病院管理規程第６号 

市立池田病院副院長事務分担規程の一部を改正する規程 

市立池田病院副院長事務分担規程（平成２３年池田市病院管理規程第６号）の一部を次のように改正する。 

 第２条第１項の表太田博文の項中「中央手術部」を「医務局、中央手術部」に改め、同表中尾崎由和の項を削り、同表森山康弘の

項中「及び医療技術部」を「、医療技術部及び感染制御部」に改め、同表松本美知子の項中「松本 美知子」を「谷浦 葉子」に改

め、同条第２項中「４副院長」を「副院長」に改める。 

   附 則 

 この規程は、令和８年４月１日から施行する。 

 

                                                            

市立池田病院事業会計規程の一部を改正する規程をここに公表する。 

令和８年３月３１日 

池田市病院事業管理者職務代理者 市立池田病院事務局長 斎 藤 芳 朗 

池田市病院管理規程第７号 

市立池田病院事業会計規程の一部を改正する規程 

市立池田病院事業会計規程（昭和４２年池田市病院管理規程第７号）の一部を次のように改正する。 

 目次中「第３３条」を「第３０条」に、「第３４条～第３８条」を「第３１条～第３５条」に、「第３９条・第４０条」を「第３

６条・第３７条」に、「第４１条～第４７条」を「第３８条～第４４条」に、「第４８条～第５１条」を「第４５条～第４８条」に、

「第５２条～第５５条」を「第４９条～第５２条」に、「第５６条」を「第５３条」に、「第５７条～第６５条」を「第５４条～第

６２条」に、「第６６条～第６８条」を「第６３条～第６５条」に、「第６９条・第７０条」を「第６６条・第６７条」に、「第７

１条～第７６条」を「第６８条～第７３条」に、「第７７条～第８０条」を「第７４条～第７７条」に、「第８１条」を「第７８条」

に、「第８２条・第８３条」を「第７９条・第８０条」に改める。 

第４条第３項を次のように改める。 

３ 病院管理者は、地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号)第３３条の２において準用する地方自治法（昭和２２年法律第６

７号）第２４３条の２第１項の規定により、指定公金事務取扱者（同条第２項に規定する「指定公金事務取扱者」をいう。以下同

じ。）に公金の徴収又は収納に関する事務を委託したときは、次に掲げる事項を告示しなければならない。 

(1) 指定公金事務取扱者の指定をした日 

(2) 指定公金事務取扱者に公金の徴収又は収納に関する事務を委託した日 

(3) 前２号に掲げるもののほか、必要と認める事項 

第１７条第１項中「及び、収納取扱金融機関」を「、収納取扱金融機関及び指定公金事務取扱者」に改める。 

 第１８条第２項中「現金払込書により」を削り、同条に次の１項を加える。 

３ 第１項の規定は、指定公金事務取扱者が収入を徴収し、又は収納した場合について準用する。 

 第２１条第１項中「及び収納取扱金融機関は」を「、収納取扱金融機関及び指定公金事務取扱者は、」に改める。 

第２２条第１項中「地方自治法第２３１条の３第１項」を「地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１７１条」に、「に

よる手続をしなければならない」を、「により督促しなければならない」に改める。 

第２４条見出しを「（預金現在高証書）」に改め、同条中「第１８条第２項により収入を収納したときは収納日計表を翌日までに、

また、」を削る。 

第２５条第４項中「行ない」を「行い」に改め、同項を同条第７項とし、同条第３項中「前項」を「第２項」に改め、同項を同条

第６項とし、同条第２項の次に次の３項を加える。 

３ 請求書には、債権者の住所、氏名及び請求年月日を記載させるとともに、請求印を押印させなければならない。ただし、支出の

正当性を担保するための措置を講じた場合には、請求印を省略することができる。 

４ 請求書の記載事項を訂正したときは、該当箇所に請求印を押印しなければならない。 

５ 前項の訂正は、請求印を押印されていない請求書に対して行ってはならない。 
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第２８条から第３０条までを削る。 

第３１条第１項中「病院管理者」を「企業出納員」に改め、「現金の支払もしくは小切手の振出し、又は隔地払によつて」及び

「又は出納取扱金融機関の領収書等」を削り、同項に次のただし書を加える。 

ただし、前条に規定する隔地払によって支出をしたときは、出納取扱金融機関の払込済の証拠書類をもって領収書に代えるもの

とする。 

第３１条第２項を次のように改める。 

２ 前項の債権者の領収書には、記名押印又は自筆の署名をさせなければならない。 

 第３１条に次の１項を加える。 

３ 前項の押印は、請求印と同一のものでなければならない。ただし、第２５条第１項ただし書により請求印を省略した場合及び債

権者が紛失その他やむを得ない理由により印鑑を証明する書類を添えて改印した旨を申し出た場合は、この限りでない。 

第３１条を第２８条とし、第３２条から第５７条までを３条ずつ繰り上げる。 

第５８条第１項中「、企業出納員は」を削り、「によつて病院管理者の」を「によって」に改め、同条を第５５条とする。 

第５９条第１項中「、企業出納員は」を削り、「によつて病院管理者の」を「によって」に改め、同条を第５６条とする。 

第６０条第１項中「、企業出納員は」を削り、「によつて病院管理者の」を「によって」に改め、同条を第５７条とする。 

第６１条第１項中「、企業出納員は」を削り、「によつて病院管理者の」を「によって」に改め、同条を第５８条とする。 

第６２条を第５９条とし、第６３条から第８３条までを３条ずつ繰り上げる。 

   附 則 

 この規程は、令和８年４月１日から施行する。 

 

                                                            

市立池田病院事業の使用料及び手数料規程の一部を改正する規程をここに公表する。 

 令和８年３月３１日 

池田市病院事業管理者職務代理者 市立池田病院事務局長 斎 藤 芳 朗 

池田市病院管理規程第８号 

市立池田病院事業の使用料及び手数料規程の一部を改正する規程 

市立池田病院事業の使用料及び手数料規程（平成１８年池田市病院管理規程第４号）の一部を次のように改正する。 

「                        「                          「 

 

                          」                          」 

                              「 

 

 

                                                           」 

 「 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              」 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この規程は、令和８年８月１日（以下「施行日」という。）から施行する。 

 （経過措置） 

２ この規程による改正後の別表の入院料加算額の規定は、施行日以後の日を期間の始期とする特別療養環境室の使用（以下この項

において単に「使用」という。）に係る使用料について適用し、同日前の日を始期とする使用に係る使用料については、なお従前

の例による。 

１日 ７，０００ １日 １０，５００ 

１日 ６，０００ １日 ９，０００ 

 

１日 ８，０００ １日 １２，０００ 

１日 ７，５００ １日 １１，２５０ 

 

別表中 を に、 
１通 １，０００ 

１通 ３，０００ 

 

１，０００ 

３，０００ 

 

１通 ２，０００ 

１通 ５，０００ 

 

を に、 

身体検査診断書 １通 １，０００ 

一般診断書 １通 １，０００ 

一般証明書 １通 １，０００ 

 

」 」 

「 

身体検査診断書 １通 ３，０００ 

身体（精神）障害者診断書 １通 ５，０００ 

指定難病臨床検査個

人票（診断書）／小

児慢性特定疾病医療

意見書 

新規 １通 ５，０００ 

更新 １通 ３，０００ 

自立支援医療（精神）意見

書 

１通 ５，０００ 

自立支援医療（更生医療）

意見書 

１通 ３，０００ 

一般診断書 １通 ２，０００ 

一般証明書 １通 ２，０００ 

 

を に改める。 
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３ この規程による改正後の別表の診断書、証明書等に係る手数料の規定は、施行日以後になされる申請に対する診断書、証明書等

の交付（以下この項において単に「交付」という。）に係る手数料について適用し、施行日前になされた申請に対する交付に係る

手数料については、なお従前の例による。 

 

                                                            

 市立池田病院事業処務規程の一部を改正する規程をここに公表する。 

令和８年３月３１日 

池田市病院事業管理者職務代理者 市立池田病院事務局長 斎 藤 芳 朗 

池田市病院管理規程第９号 

市立池田病院事業処務規程の一部を改正する規程 

市立池田病院事業処務規程（平成９年池田市病院管理規程第４号）の一部を次のように改正する。 

第１１条中「（医療機械器具及び診療材料関係の買入れ、借入れ及び修繕を除く。）」を削る。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規程は、令和８年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規程による改正後の第１１条の規定は、令和８年度以後の買入れ、借入れ及び修繕について適用し、令和７年度までの買入

れ、借入れ及び修繕については、なお従前の例による。 

 

                                                            

 池田市病院事業に係る前金払に関する規程をここに公表する。 

令和８年３月３１日 

池田市病院事業管理者職務代理者 市立池田病院事務局長 斎 藤 芳 朗 

池田市病院管理規程第１０号 

池田市病院事業に係る前金払に関する規程 

 池田市病院事業における工事等に係る前金払に関しては、公共工事の前金払に関する規程（昭和４６年池田市訓令第４号）の例に

よる。 

   附 則 

 この規程は、令和８年４月１日から施行する。 

 

                                                            

 

 

 

 

池田市くれは音楽堂条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

令和８年１月５日 

池田市教育委員会 教育長 藤 井 彰 三  

池田市教育委員会規則第２号 

池田市立くれは音楽堂条例施行規則の一部を改正する規則 

 池田市立くれは音楽堂条例施行規則（平成２０年池田市教育委員会規則第２号）の一部を次のように改正する。 

第２条第１号中「午前９時３０分」を「午前９時」に、「午後９時３０分」を「午後９時」に改める。 

第３条第１項中「様式第１号」の次に「。以下「使用許可申請書兼同意書」という。」を加え、同条第２項中「とする日」の次に

「（以下「使用予定日」という。）」を加え、「３月前」を「６月前の初日以後の最も早い池田市の休日を定める条例（平成元年池

田市条例第２６号）に規定する市の休日でない日」に、「当該日の前日」を「使用予定日の５日前以前の最も遅い同条例に規定する

市の休日でない日」に改める。 

第１３条を第１５条とし、第１２条を第１４条とする。 

第１１条中「様式第６号」を「様式第８号」に改め、同条を第１３条とし、第１０条を第１２条とする。 

第９条中「使用者は、」を削り、「の規定により、使用しようとするときは、」を「に規定する許可を受けようとする使用者は、

池田市立くれは音楽堂特別設備設置等許可申請書（様式第６号）により」に、「の許可を受けなければ」を「に申請しなければ」に

改め、同条に次の２項を加える。 

２ 委員会は、前項の規定による申請があった場合は、これを精査し、許可したときは、池田市立くれは音楽堂特別設備設置等許可

書（様式第７号）を当該提出をした使用者に交付する。 

３ 前項の規定により許可を受けた使用者は、音楽堂の使用中同項の規定により交付された池田市立くれは音楽堂特別設備設置等許

教育委員会 
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可書を携帯し、係員から要求されたときはいつでもこれを提示しなければならない。 

第９条を第１１条とし、第８条を第１０条とする。 

第７条中「池田市立くれは音楽堂使用料還付申請書」を「池田市立くれは音楽堂使用料還付申請書兼請求書」に改め、同条を第９

条とする。 

第６条の見出し中「取消し」を「許可の取下げ」に改め、同条中「取り消そう」を「取りやめよう」に改め、「とき」の次に

「（条例第９条第１号に掲げる場合を除く。）」を加え、「池田市立くれは音楽堂使用許可取消申請書」を「池田市立くれは音楽堂

使用許可取下げ届出書」に改め、「様式第４号」の次に「。以下「取下げ届出書」という。」を加え、「に使用許可書」及び「添え

て」を削り、同条に後段として次のように加える。 

この場合において、当該使用の許可は、取り消されたものとみなし、書面により交付を受けた使用許可書にあっては、取下げ届

出書に添えて返却しなければならない。 

第６条を第８条とする。 

第５条第１項を削り、同条第２項中「前項」を「条例第８条」に改め、「ものは」の次に「、第３条第１項の規定による申請の際

に」を、「様式第３号）を」の次に「併せて」を加え、同項を同条とし、同条を第７条とする。 

第４条の次に次の２条を加える。 

（許可された事項の変更） 

第５条 施設の使用の許可を受けたもの（以下「使用者」という。）は、条例第５条第１項前段の規定により許可された事項につい

て、同項後段の規定による許可された事項の変更をしようとする場合は、当該許可された使用予定日の５日前以前の最も遅い池田

市の休日を定める条例に規定する市の休日でない日までに、委員会に対し、変更前に係る使用許可書の提示その他の委員会が認め

る方法により使用者であることの確認を受け、使用許可申請書兼同意書により申請しなければならない。 

２ 委員会は、前項の規定による申請があった場合は、これを精査し、変更を認めるときは、変更した内容による使用の許可を行い、

変更した内容による使用許可書を交付する。この場合において、当該変更前の内容による使用の許可は、取り消されたものとみな

し、書面により交付を受けた変更前に係る使用許可書にあっては当該変更後に係る使用許可書の交付と引き換えに返却しなければ

ならない。 

３ 条例第５条第１項後段の規定による変更の許可を受けた事項について変更の許可を受けようとするときも、前２項の規定と同様

とする。 

（使用料の前納） 

第６条 条例第７条の規定による使用料の前納は、施設の使用の許可を受けた日から起算して３日以内に使用料を納付しなければな

らない。ただし、委員会が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。 

様式第１号から様式第６号までを次のように改める。 

（様式 略） 

様式第６号の次に次の２様式を加える。 

（様式 略）  

   附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、令和８年４月１日から施行する。ただし、次項の規定は、同年１月５日から施行する。 

 （準備行為） 

２ この規則の施行日以後の使用の受付その他の必要な準備行為は、同日前においても、この規則による改正後の池田市立くれは音

楽堂条例施行規則の例により行うことができる。 

 

                                                            

池田市立幼稚園型認定こども園の教育職員の給与に関する条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

令和８年３月３１日 

池田市教育委員会 教育長 藤 井 彰 三 

池田市教育委員会規則第３号 

池田市立幼稚園型認定こども園の教育職員の給与に関する条例施行規則の一部を改正する規則 

池田市立幼稚園型認定こども園の教育職員の給与に関する条例施行規則（令和３年池田市教育委員会規則第３号）の一部を次のよ

うに改正する。 

第３条第２号中「以上」の次に「（満１８歳に達する日後の最初の４月１日から満２２歳に達する日以後の最初の３月３１日まで

の間にある者にあっては、年額１５０万円以上）」を加える。 

   附 則 

 この規則は、令和８年４月１日から施行する。 

 

                                                            

池田市立幼稚園型認定こども園の教育職員の通勤手当支給規則の一部を改正する規則をここに公布する。 
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令和８年３月３１日 

池田市教育委員会 教育長 藤 井 彰 三 

池田市教育委員会規則第４号 

池田市立幼稚園型認定こども園の教育職員の通勤手当支給規則の一部を改正する規則 

池田市立幼稚園型認定こども園の教育職員の通勤手当支給規則（令和３年池田市教育委員会規則第７号）の一部を次のように改正

する。 

第３条中「若しくは通勤」を「、通勤」に改め、「方法」の次に「若しくは条例第１９条第３項に規定する駐車場（以下この条及

び第１２条において「支給対象駐車場」という。）」を、「変更し」の次に「、支給対象駐車場の利用を開始し若しくは終了し」を、

「運賃等」の次に「若しくは支給対象駐車場の駐車料金」を加え、同条に次の１項を加える。 

２ 前項の場合において、新たに職員となった者が条例第１９条第３項に規定する職員たる要件を具備するとき、又は支給対象駐車

場の変更、支給対象駐車場の利用の開始若しくは通勤のため負担する支給対象駐車場の駐車料金の額の変更があったときは、通勤

届の提出の際、支給対象駐車場の利用に関する契約書の写しを添付しなければならない。 

第４条中「その届出に係る事実を通勤用定期乗車券（これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。）の提示を求める等の方

法により確認し」を「その通勤届の内容を審査し」に、「その職員」を「当該職員」に改める。 

第６条の前の見出し中「の基準」を削り、同条中「運賃」を「運賃等」に改める。 

第８条第１号中「定期券を」を「通勤用定期乗車券（これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。）を」に改める。 

第１８条を第２０条とする。 

第１７条中「第１９条第１項」を「第１９条第２項及び第３項」に改め、同条を第１９条とし、第１６条を第１８条とする。 

第１５条第１項中「第１２条第１項」を「第１４条第１項」に改め、同条を第１７条とする。 

第１４条第１項中「第１９条第５項」を「第１９条第６項」に改め、同条を第１６条とする。 

第１３条第１項中「第１９条第４項」を「第１９条第５項」に改め、同項第３号中「第１５条」を「第１７条第２項」に改め、同

条第２項中「第１９条第４項」を「第１９条第５項」に改め、同項第２号イ中「第１１条第３項第１号」を「第１３条第３項第１号」

に改め、同条第３項中「第１９条第４項」を「第１９条第５項」に改め、同条を第１５条とし、第１２条を第１４条とする。 

第１１条第１項中「第１６条」を「第１８条」に改め、同条第３項中「第１９条第３項」を「第１９条第４項」に改め、同項第２

号中「及び同項第２号」を「並びに同項第２号及び同条第３項」に改め、同条を第１３条とする。 

第１０条の次に次の２条を加える。 

（支給対象駐車場） 

第１１条 条例第１９条第３項の教育委員会規則で定める駐車場は、次の各号のいずれにも該当する駐車場とする。 

 (1) 勤務場所の周辺又は第４条の規定に基づき決定し、若しくは改定する手当額の基礎となる経路上にある交通機関の駅若しくは

停留所の周辺にあること。 

(2) 通勤に使用する４輪以上の自動車を駐車するためのものであって、当該自動車を通常保管するための場所でないこと。 

(3) 月又は年を単位として駐車料金の額が定められていること。 

（支給対象駐車場に係る通勤手当の額の算出） 

第１２条 条例第１９条第３項の規定による１か月当たりの支給対象駐車場の駐車料金の額の算定は、次に掲げるところによる。 

(1) １の支給対象駐車場を利用する場合にあっては、次のア又はイに掲げる場合の区分に応じ、当該ア又はイに定める額とするこ

と。 

ア 月を単位として駐車料金が定められている場合 当該駐車料金の額 

イ 駐車料金を定める期間が２以上の月にわたる場合 当該駐車料金の額を当該期間の月数で除して得た額（１円未満の端数が

あるときは、これを切り捨てた額） 

(2) ２以上の支給対象駐車場を利用する場合にあっては、それぞれの支給対象駐車場について前号ア及びイに定める額を合計した

額とすること。 

 別記様式を次のように改める。 

（様式 略） 

   附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、令和８年４月１日から施行する。 

（池田市立幼稚園型認定こども園の教育職員の通勤の届出に関する特例） 

２ この規則の施行の際現に人事院勧告に伴う関係条例の整備に関する条例（令和７年池田市条例第５３号）第４条による改正後の

池田市立幼稚園型認定こども園の教育職員の給与に関する条例（令和２年池田市条例第３０号）第１９条第３項に規定する職員た

る要件を具備する者（この規則による改正後の池田市立幼稚園型認定こども園の教育職員の通勤手当支給規則第３条第１項の規定

により通勤の実情に係る届出を行うべき者を除く。）は、この規則の施行の日以後速やかに、通勤届（同規則別記様式）に同規則

第３条第１項に規定する支給対象駐車場の利用に関する契約書の写しを添えて、通勤の実情を教育委員会に届け出なければならない。 
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池田市立幼稚園型認定こども園の教育職員の退職手当に関する条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

令和８年３月３１日 

池田市教育委員会 教育長 藤 井 彰 三 

池田市教育委員会規則第５号 

池田市立幼稚園型認定こども園の教育職員の退職手当に関する条例施行規則の一部を改正する規則 

池田市立幼稚園型認定こども園の教育職員の退職手当に関する条例施行規則（令和３年池田市教育委員会規則第９号）の一部を次

のように改正する。   

第３０条第２項中「総務部」を「総合政策部」に改める。         

様式第１３号、様式第１５号及び様式第２０号中「池  発第     号」を「池   第     号」に改める。 

   附 則 

 この規則は、令和８年４月１日から施行する。 

 

                                                            

池田市立学校管理運営規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

令和８年３月３１日 

池田市教育委員会 教育長 藤 井 彰 三 

池田市教育委員会規則第６号 

池田市立学校管理運営規則の一部を改正する規則 

池田市立学校管理運営規則（昭和３３年池田市教育委員会規則第１６号）の一部を次のように改正する。 

第４条の４第３項中「第３７条第１６項」を「第３７条第１７項」に改める。 

   附 則 

 この規則は、令和８年４月１日から施行する。 

 

                                                            

池田市立学校における学校運営協議会の設置及び運営に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

令和８年３月３１日 

池田市教育委員会 教育長 藤 井 彰 三 

池田市教育委員会規則第７号 

池田市立学校における学校運営協議会の設置及び運営に関する規則の一部を改正する規則 

池田市立学校における学校運営協議会の設置及び運営に関する規則（平成２９年池田市教育委員会規則第２号）の一部を次のよう

に改正する。 

 第５条第１項中「校長は」の次に「、当該対象学校の運営に関して」を加え、同項第１号を削り、同項第２号中「対象学校の」を

削り、同号を同項第１号とし、同項第３号中「対象学校の予算の編成及び執行」を「公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に

関する特別措置法（昭和４６年法律第７７号）第７条第１項に規定する業務量管理・健康確保措置の実施」に改め、同号を同項第２

号とし、同項第４号中「前３号」を「前２号」に改め、同号を同項第３号とする。 

第９条第３項中「学校運営協議会委員推薦書」を「学校運営協議会委員推薦名簿」に改める。 

 様式第１号を次のように改める。 

（様式 略） 

附 則 

 この規則は、令和８年４月１日から施行する。 

 

                                                            

池田市立学校施設の目的外使用に関する条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

令和８年３月３１日 

池田市教育委員会 教育長 藤 井 彰 三 

池田市教育委員会規則第８号 

池田市立学校施設の目的外使用に関する条例施行規則の一部を改正する規則 

第１条 池田市立学校施設の目的外使用に関する条例施行規則（令和４年池田市教育委員会規則第１号）の一部を次のように改正す

る。 

  第６条第４項ただし書を削る。 

  様式第１号中「池田市教育委員会 様」を「（宛先）池田市教育委員会」に改める。 

  様式第２号中「池  発第  号」を「池   第   号」に改める。 

  様式第４号中「池田市教育委員会 様」を「（宛先）池田市教育委員会」に、「池   発第   号」を「池   第   

号」に改める。 
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  様式第５号中「池  発第  号」を「池   第   号」に改める。 

  様式第７号中「池田市教育委員会 様」を「（宛先）池田市教育委員会」に改める。 

  様式第８号中「池  発第  号」を「池   第   号」に改める。 

  様式第９号及び様式第１０号中「池田市教育委員会 様」を「（宛先）池田市教育委員会」に、「池   発第   号」を

「池   第   号」に改める。 

  様式第１１号中「池田市教育委員会 様」を「（宛先）池田市教育委員会」に改める。 

  様式第１２号中「池  発第  号」を「池   第   号」に改める。 

第２条 池田市立学校施設の目的外使用に関する条例施行規則の一部を次のように改正する。 

第２条第１項中「様式第１号」の次に「。以下「申請書」という。」を加え、同条第２項中「池田市立学校施設使用許可申請書」

を「申請書」に、「使用しようとする日の１年前の日から使用しようとする日に該当する月の前月末日（当該日が」を「条例第２

条第１項に規定する市民等（以下「市民等」という。）にあっては使用しようとする日（以下「使用予定日」という。）の属する

月の３か月前における当該日に応当する日（応当する日がない場合にあっては、当該月の末日。以下同じ。）以前の最も遅い市の

休日（」に、「（以下「市の休日」という。）にあたるとき」を「をいう。以下同じ。）でない日から使用予定日の１４日前（当

該日が市の休日に当たる場合」に、「でない日）」を「でない日。以下同じ。）まで、市民等以外のものにあっては使用予定日の

属する月の２か月前における当該日に応当する日以前の最も遅い市の休日でない日から使用予定日の１４日前」に改め、同条に次

の１項を加える。 

３ 運動場の使用の許可を受けようとするもののうち、火の使用を望むものは、申請書を提出する前に、教育委員会と火の使用方

法等について協議を行なわければならない。 

  第３条第１項中「聞き」を「聴き」に、「（以下「許可書」という。）」を「以下「許可書」という。」に改め、「様式第３号」

の次に「。以下「通知書」という。」を加え、同条第２項中「携帯し」を「その場に保有し」に、「掲示しなければ」を「提示し

なければ」に改め、同条に次の１項を加える。 

３ 条例第４条第１項に規定する教育委員会規則で定める期間は、許可を受けた日から５日（当該日が市の休日に当たる場合は、

その日前において最も近い市の休日でない日）以内 

  第５条第１項第２号及び第３号中「過半数」を「７割以上」に改め、同項第４号中「池田市立の小学校又は中学校」を「池田市立

学校」に改め、「関わる活動」の次に「及び地域の交流により地域住民の福祉の増進に資すると教育委員会が認める活動」を加える。 

  第８条第１項中「の設置の承認を受けようとする使用者は、池田市立学校施設特別設備設置承認申請書（様式第１１号）を」を

「を設置しようとするものは、申請書にその旨を記載し、」に改め、同条第２項中「承認した」を「許可した」に、「当該申請を

した使用者に池田市立学校施設特別設備設置承認書（様式第１２号）を交付するとともに、承認書を交付した旨を池田市立学校施

設特別設備設置通知書（様式第１３号）により学校長に通知する」を「その旨を許可書及び通知書に記載する」に改める。 

  様式第１号を次のように改める。 

 （様式 略） 

様式第２号中「第７条」の次に「、第８条」を加える。 

様式第３号中「第３条」の次に「、第８条」を加える。 

  様式第７号を次のように改める。 

 （様式 略） 

  様式第９号及び様式第１０号を次のように改める。 

 （様式 略） 

様式第１１号から様式第１３号までを削る。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、令和９年４月１日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 

(1) 第１条並びに附則第３項及び第４項の規定 令和８年４月１日 

(2) 次項の規定 令和９年１月４日 

 （準備行為） 

２ この規則の施行の日以後の学校施設の使用に係る手続については、同日前においても、第２条の規定による改正後の池田市立学

校施設の目的外使用に関する条例施行規則の規定の例により行うことができる。 

（経過措置） 

３ 第２条の規定による改正後の池田市立学校施設の目的外使用に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の学校施

設の使用について適用し、同日前の学校施設の使用については、なお従前の例による。 

４ 附則第１項第２号に掲げる規定の施行の際現に第１条の規定による池田市立学校施設の目的外使用に関する条例施行規則に基づ

いて改正前の様式により提出されている書類は、第１条の規定による改正後の池田市立学校施設の目的外使用に関する条例施行規

則に基づいて改正後の様式により提出された書類とみなす。 
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池田市立幼稚園型認定こども園条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

令和８年３月３１日 

池田市教育委員会 教育長 藤 井 彰 三 

池田市教育委員会規則第９号 

池田市立幼稚園型認定こども園条例施行規則の一部を改正する規則 

池田市立幼稚園型認定こども園条例施行規則（令和２年池田市教育委員会規則第８号）の一部を次のように改正する。 

第２０条を第２２条とし、第１９条を第２１条とする。 

第１８条中「様式第１３号」を「様式第１５号」に改め、同条を第２０条とする。 

第１７条中「様式第１２号」を「様式第１４号」に改め、同条を第１９条とする。 

第１６条中「様式第１１号」を「様式第１３号」に改め、同条を第１８条とし、第１５条を第１７条とし、第１４条の次に次の２

条を加える。 

（特定乳児等通園支援事業の利用の申込手続） 

第１５条 特定乳児等通園支援事業を利用しようとする幼児の保護者は、こども誰でも通園申込書（様式第１１号）を利用日の３日

前までに教育委員会に提出しなければならない。 

 （特定乳児等通園支援事業の利用の辞退） 

第１６条 前条の規定により申請を行った者がその利用を辞退するときは、こども誰でも通園辞退届（様式第１２号）を教育委員会

に提出しなければならない。 

附則第４項の前の見出し及び同項から附則第６項までを削る。 

様式第１４号から様式第１６号までを削る。 

様式第１３号中「第１８条関係」を「第２０条関係」に、「児童氏名」を「園児氏名」に改め、同様式を様式第１５号とする。 

様式第１２号中「第１７条関係」を「第１９条関係」に、「幼児氏名」を「園児氏名」に改め、同様式を様式第１４号とする。 

様式第１１号中「第１６条関係」を「第１８条関係」に、「第１２条」を「第１３条」に、「児童氏名」を「園児氏名」に、「児

童の」を「園児の」に改め、同様式を様式第１３号とし、様式第１０号の次に次の２様式を加える。  

（様式 略） 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、令和８年１１月１日から施行する。ただし、次項の規定は、同年１０月１日から施行する。 

（準備行為） 

２ 特定乳児等通園支援事業の利用に関する申込みその他の手続は、この規則の施行の日前においても、これを行うことができる。 

 

                                                            

池田市立児童文化センター条例施行規則等の一部を改正する規則をここに公布する。 

令和８年３月３１日 

池田市教育委員会 教育長 藤 井 彰 三 

池田市教育委員会規則第１０号 

池田市立児童文化センター条例施行規則等の一部を改正する規則 

（池田市立児童文化センター条例施行規則の一部改正） 

第１条 池田市立児童文化センター条例施行規則（昭和４６年池田市教育委員会規則第１号）の一部を次のように改正する。 

第２条の見出し中「指定」を「指定管理者の指定」に改め、同条第１項中「指定管理者」を「条例第５条の規定による指定管理

者」に改め、「申請」の次に「（次項、第４条及び第５条において「指定申請」という。）」を加え、同条第２項中「条例第５条

の規定による申請」を「指定申請」に改める。 

第３条の見出し中「選定」を「候補者の要件」に改め、同条中「に規定する」を「の規定による」に改め、「候補者」の次に

「の選定（次条において「候補者選定」という。）」を加え、「選定する」を「行う」に改める。 

第４条及び第５条を次のように改める。 

（候補者選定の結果の通知） 

第４条 委員会は、候補者選定をしたときは、指定申請をしたものに対し、池田市立児童文化センター指定管理者候補者選定結果

通知書（様式第２号）によりその結果を通知するものとする。 

（指定管理者の指定の通知） 

第５条 委員会は、条例第６条の規定により指定管理者を指定したときは、その指定申請をしたものに対し、池田市立児童文化セ

ンター指定管理者指定書（様式第３号）によりその旨を通知するものとする。 

様式第２号を次のように改め、同様式を様式第２号（その１）とする。 

（様式 略） 

様式第２号（その１）の次に次の１様式を加える。 

（様式 略） 
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様式第３号を次のように改める。 

（様式 略） 

（池田市立児童館条例施行規則の一部改正） 

第２条 池田市立児童館条例施行規則（昭和４７年池田市教育委員会規則第１５号）の一部を次のように改正する。 

第３条第１項中「指定管理者」を「条例第４条の規定による指定管理者」に改め、「申請」の次に「（次項、第５条及び第６条

において「指定申請」という。）」を加え、同条第２項中「条例第４条の規定による申請」を「指定申請」に改める。 

第４条の見出し中「選定」を「候補者の要件」に改め、同条中「に規定する」を「の規定による」に改め、「候補者」の次に

「の選定（次条において「候補者選定」という。）」を加え、「選定する」を「行う」に改める。 

第５条及び第６条を次のように改める。 

（候補者選定の結果の通知） 

第５条 委員会は、候補者選定をしたときは、指定申請をしたものに対し、池田市立児童館指定管理者候補者選定結果通知書（様

式第２号）によりその結果を通知するものとする。 

（指定管理者の指定の通知） 

第６条 委員会は、条例第５条の規定により指定管理者を指定したときは、その指定申請をしたものに対し、池田市立児童館指定

管理者指定書（様式第３号）によりその旨を通知するものとする。 

様式第２号を次のように改め、同様式を様式第２号（その１）とする。 

（様式 略） 

様式第２号（その１）の次に次の１様式を加える。 

（様式 略） 

様式第３号を次のように改める。 

（様式 略） 

（池田市立総合スポーツセンター条例施行規則の一部改正） 

第３条 池田市立総合スポーツセンター条例施行規則（昭和５２年池田市教育委員会規則第７号）の一部を次のように改正する。 

第２条の見出し中「指定」を「指定管理者の指定」に改め、同条中「指定管理者」を「条例第５条の規定による指定管理者」に

改め、「申請」の次に「（第４条及び第５条において「指定申請」という。）」を加える。 

第３条の見出し中「選定」を「候補者の要件」に改め、同条中「に規定する」を「の規定による」に、「は、次の各号」を「の

選定（次条において「候補者選定」という。）は、次」に、「選定する」を「行う」に改める。 

第４条の前の見出しを削り、同条及び第５条を次のように改める。 

（候補者選定の結果の通知） 

第４条 委員会は、候補者選定をしたときは、指定申請をしたものに対し、指定管理者候補者選定結果通知書によりその結果を通

知するものとする。 

（指定管理者の指定の通知） 

第５条 委員会は、条例第６条の規定により指定管理者を指定したときは、その指定申請をしたものに対し、指定管理者指定書に

よりその旨を通知するものとする。 

別表第２中「別表第２」を「別表第２（第２５条関係）」に改め、同表指定管理者指定申請書の項中「、代表者氏名」を「・代

表者氏名」に改め、同項の次に次のように加える。 

 

 

 

 

別表第２指定管理者指定書の項中「、代表者氏名」を「・代表者氏名」に改め、同表指定管理者不指定通知書の項を削る。 

附 則 

この規則は、令和８年４月１日から施行する。 

 

                                                            

池田市立総合スポーツセンター条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

令和８年３月３１日 

           池田市教育委員会 教育長 藤 井 彰 三 

池田市教育委員会規則第１１号 

池田市立総合スポーツセンター条例施行規則の一部を改正する規則 

池田市立総合スポーツセンター条例施行規則の一部を改正する規則（昭和５２年教育委員会規則第７号）を次のように改正する。 

第６条の見出しを「（使用の申請）」に改め、同条第１項中「）を」を「）又は池田市スポーツ施設情報システム（以下「オーパ

ス」という。）により」に、「提出しなければ」を「申請しなければ」に改め、同項ただし書中「場合は、この限りでない」を「許

可を受けようとするときは、委員会が別に定める方法により申請しなければならない」に改め、同条第２項中「提出」を「申請」に、

指定管理者候補者選定結果通知書（選

定の場合） 

指定管理者の候補者に選定したものの所在地・名称・代表者氏名、選定の理由 

指定管理者候補者選定結果通知書（非

選定の場合） 

指定管理者の候補者に選定しなかったものの所在地・名称・代表者氏名、非選定

の理由、不服申立てをすべき行政庁等の教示、取消訴訟の提起に関する教示 
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「初日」を「１３日」に改め、同項ただし書を削り、同条に次の２項を加える。 

３ 第１項の規定によるオーパスによる申請に関し必要な事項は、委員会が別に定める。 

４ 専用使用の許可の申請にあっては、委員会が別に定めるところにより、市又は委員会による使用のほか、市民の地域交流又は文

化若しくはスポーツの振興を目的とする事業その他の活動の実施に係る団体による使用であって優先して会場を確保する必要があ

ると認めるものについて、調整を行い、第２項に規定する期間に先行して第１項の規定による申請書兼同意書による申請を受け付

けることができる。 

第７条の見出しを「（使用許可書兼領収書等の交付等）」に改め、同条第１項中「前条の」の次に「規定による」を加え、「精査

し、管理上必要あるときは、必要な条件を付し、総合スポーツセンター使用許可書（以下「使用許可書」という。）を申請者に交付

する」を「審査し、使用の許可又は不許可を決定する」に改め、同条第２項を次のように改める。 

２ 指定管理者は、使用の許可を決定したときは、必要な条件を付し総合スポーツセンター使用許可書兼領収書（以下「使用許可書

兼領収書」という。）を前条の規定により申請を行った者（以下「申請者」という。）に交付する。 

第７条第３項中「前条第１項ただし書の場合は、」を「前項の規定にかかわらず、個人使用の許可については」に改め、「個人使

用券を」の次に「申請者に」を加え、同条に次の１項を加える。 

４ 第２項の規定にかかわらず、オーパスによる申請に対し使用の許可又は不許可を決定したときは、オーパスに登載する方法によ

りその旨を通知する。 

第８条の見出しを「（使用許可書兼領収書等の掲示）」に改め、同条中「前条」の次に「第２項から第４項まで」を加え、「使用

許可書又は」を「使用許可書兼領収書、」に改め、「個人使用券」の次に「又は池田市スポーツ施設情報システム利用者カード」を

加える。 

第９条中「使用許可書」を「使用許可書兼領収書」に改める。 

第１１条第１項第２号中「使用者が」を「その」に、「２日」を「３日」に改め、同条第２項中「提出しなければ」を「申請しな

ければ」に改め、同条第３項中「提出」を「申請」に改める。 

第１２条第１項第１号中「よつて」を「よって」に、「なつた」を「なった」に改め、同項第２号中「使用者が」を削り、同項第

３号及び第４号を次のように改める。 

(3) その使用の日前３日までに指定管理者に対し使用変更願が提出され、使用料の額に減少が生じた場合は、当該減少により生じ

た使用料の差額 

(4) その使用の日前３日までに指定管理者に対し使用取消願が提出された場合（次号に掲げる場合を除く。）は、使用料の５割に

相当する額（附属設備等の使用に係る使用料にあっては、使用料の全額） 

第１２条第１項第５号中「使用者が、」を削り、同条第２項中「提出しなければ」を「申請しなければ」に改める。 

第１３条中「提出しなければ」を「申請しなければ」に改める。 

第１９条第１号中「第２火曜日」の次に「 (当該日が国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する国民の祝

日（以下「祝日」という。）に当たるときは、その日後において最も近い祝日でない日)」を加える。 

別表第１中「５００円」を「６００円」に、「コインロツカー」を「コインロッカー」に、「得点表示板」を「デジタル表示式タ

イマー」に改める。 

別表第２中「総合スポーツセンター使用許可書」を「総合スポーツセンター使用許可書兼領収書」に改める。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 

(1) 第１１条第１項第２号並びに第１２条第１項第３号及び第４号の改正規定並びに別表第１の改正規定（「５００円」を「６０

０円」に改める部分に限る。） 令和９年４月１日  

(2) 次項及び附則第３項の規定 令和９年３月１３日 

 （準備行為） 

２ 教育委員会は、附則第１項第１号に掲げる規定の施行の日（以下「第１号施行日」という。）以後における池田市立総合スポー

ツセンターの附属設備の使用に係る使用料について、第１号施行日前においても、この規則による改正後の池田市立総合スポーツ

センター条例施行規則別表第１に規定する使用料の額の例により徴収することができる。 

（経過措置） 

３ この規則による改正後の池田市立総合スポーツセンター条例施行規則第１１条第１項第２号並びに第１２条第１項第３号及び第

４号並びに別表第１の規定は、第１号施行日以後における池田市立総合スポーツセンターの使用について適用し、同日前の池田市

立総合スポーツセンターの使用については、なお従前の例による。 

 

                                                            

池田市特別支援教育検討委員会規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

令和８年３月３１日 

池田市教育委員会 教育長 藤 井 彰 三 

池田市教育委員会規則第１２号 
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池田市特別支援教育検討委員会規則の一部を改正する規則 

池田市特別支援教育検討委員会規則（平成２５年池田市教育委員会規則第８号）の一部を次のように改正する。 

第３条第２項第７号及び第８号中「子ども・健康部」を「こども未来部」に改め、同項第９号中「子ども・健康部子ども未来課長」

を「こども未来部こども家庭課長」に改める。 

   附 則 

 この規則は、令和８年４月１日から施行する。 

 

                                                            

 

 

 

 

 池田市消防本部救急業務運用規程の一部を改正する訓令を次のように定める。 

  令和８年３月３１日 

池田市消防長 小 泉   剛   

池田市消防長訓令第１号 

池田市消防本部救急業務運用規程の一部を改正する訓令  

池田市消防本部救急業務運用規程（平成３０年消防長訓令第４号）の一部を次のように改正する。 

様式第１号を次のように改める。 

（様式 略） 

様式第２号中「池消署発   号」を「池消署第   号」に改める。 

附 則 

 この訓令は、令達の日から施行する。 

消 防 長 
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